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           会議録の作成にあたっては、誤りのないよう留意 

          しておりますが、時間の関係上原稿校正は初校しか 

          できなく、誤字、脱字がありますことを深くお詫び 

          申し上げます。 

           まことに恐れ入りますが、ご了承のうえご判読い 

          ただきたくお願いいたします。 

               福島町議会議長 溝 部 幸 基 
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          提出案件及び議決結果表 

議案番号 件                     名 議決月日 議決結果 

 

平成１７年度第４回定例会 

議案第２号 福島町船揚場施設管理条例の制定について 

（経済福祉常任委員会報告） 

３月13日 原案可決 

 

平成１７年第４回定例会 

議案第５号 第４次福島町総合開発計画基本構想及び基本計画の

策定について 

（第４次福島町総合開発計画基本構想等審査特別委員会報告） 

３月13日 原案可決 

３月13日 予算審査特別委員会付託 
１ 福島町ふるさと応援基金条例の制定について 

３月17日 原案可決 

３月13日 予算審査特別委員会付託 
２ 福島町国民保護協議会条例の制定について 

３月17日 原案可決 

３月13日 予算審査特別委員会付託 
３ 
福島町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定に

ついて ３月17日 原案可決 

３月13日 予算審査特別委員会付託 
４ 議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

３月17日 原案可決 

３月13日 予算審査特別委員会付託 
５ 
特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正について ３月17日 原案可決 

３月13日 予算審査特別委員会付託 
６ 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

３月17日 原案可決 

３月13日 予算審査特別委員会付託 
７ 職員の給与に関する条例等の一部改正について 

３月17日 原案可決 

３月13日 予算審査特別委員会付託 
８ 
重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の

一部改正について ３月17日 原案可決 

３月13日 予算審査特別委員会付託 
９ 福島町温泉健康保養センター条例の一部改正について 

３月17日 原案可決 

３月13日 予算審査特別委員会付託 
１０ 福島町介護保険条例の一部を改正する等の条例について 

３月17日 原案可決 

３月13日 予算審査特別委員会付託 
１１ 平成１８年度福島町一般会計予算 

３月17日 原案可決 

３月13日 予算審査特別委員会付託 
１２ 平成１８年度福島町老人保健特別会計予算 

３月17日 原案可決 

３月13日 予算審査特別委員会付託 
１３ 平成１８年度福島町国民健康保険特別会計予算 

３月17日 原案可決 

３月13日 予算審査特別委員会付託 
１４ 平成１８年度福島町介護保険特別会計予算 

３月17日 原案可決 



 

議案番号 件                     名 議決月日 議決結果 

３月13日 予算審査特別委員会付託 
１５ 平成１８年度福島町水道事業会計予算 

３月17日 原案可決 

３月13日 予算審査特別委員会付託 
１６ 福島町財政調整基金の積立金の処分について 

３月17日 原案可決 

３月13日 予算審査特別委員会付託 
１７ 福島町介護保険給付費準備基金の積立金の処分について 

３月17日 原案可決 

１８ 平成１７年度福島町一般会計補正予算（第１０号） ３月13日 原案可決 

１９ 平成１７年度福島町老人保健特別会計補正予算（第２号） ３月13日 原案可決 

２０ 平成１７年度福島町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） ３月13日 原案可決 

２１ 平成１７年度福島町介護保険特別会計補正予算（第３号） ３月13日 原案可決 

２２ 平成１７年度福島町水道事業会計補正予算（第４号） ３月13日 原案可決 

諮問 

１ 
人権擁護委員の推薦について ３月17日 原案適任 

同意 

１ 
固定資産評価審査委員会委員の選任について ３月17日 原案同意 

意見書案 

１ 

上限関税断固反対などＷＴＯ農業交渉に関する意見書の提出につ

いて 
３月17日 原案可決 

 閉会中の所管事務調査等の申し出について ３月17日 承  認 

 閉会中の正・副議長、議員の出張承認について ３月17日 承  認 

 予算審査特別委員会 ３月13日 設置付託 
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             平成１８年第１回 

 

        福 島 町 議 会 定 例 会 

                平成１８年３月１０日（金曜日）第１号 

 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 諸般の報告 

 日程第３ 会期の決定 

 日程第４ 行政報告 

 日程第５ 平成１８年度町政執行方針及び教育行政の執行方針の説明 

 日程第６ 一般質問 

 日程第７ 平成１７年第４回定例会 

      議案第２号 福島町船揚場施設管理条例の制定について（経済福祉常任委員会報告） 

 日程第８ 平成１７年第４回定例会 

      議案第５号 第４次福島町総合開発計画基本構想及び基本計画の策定について 

                （第４次福島町総合開発計画基本構想等審査特別委員会報告） 

 日程第９ 議案第18号 平成１７年度福島町一般会計補正予算（第１０号） 

 日程第10 議案第19号 平成１７年度福島町老人保健特別会計補正予算（第２号） 

 日程第11 議案第20号 平成１７年度福島町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第12 議案第21号 平成１７年度福島町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第13 議案第22号 平成１７年度福島町水道事業会計補正予算（第４号） 

 日程第14 議案第１号 福島町ふるさと応援基金条例の制定について 

 日程第15 議案第２号 福島町国民保護協議会条例の制定について 

 日程第16 議案第３号 福島町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について 

 日程第17 議案第４号 議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

 日程第18 議案第５号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 

            について 

 日程第19 議案第６号 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第20 議案第７号 職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 日程第21 議案第８号 重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部改 

            正について 

 日程第22 議案第９号 福島町温泉健康保養センター条例の一部改正について 

 日程第23 議案第10号 福島町介護保険条例の一部を改正する等の条例について 

 日程第24 議案第16号 福島町財政調整基金の積立金の処分について 

 日程第25 議案第17号 福島町介護保険給付費準備基金の積立金の処分について 

 日程第26 議案第11号 平成１８年度福島町一般会計予算 
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 日程第27 議案第12号 平成１８年度福島町老人保健特別会計予算 

 日程第28 議案第13号 平成１８年度福島町国民健康保険特別会計予算 

 日程第29 議案第14号 平成１８年度福島町介護保険特別会計予算 

 日程第30 議案第15号 平成１８年度福島町水道事業会計予算 

 日程第31 諮問第１号 人権擁護委員の推薦について 

 日程第32 同意第１号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第33 閉会中の所管事務調査等の申し出について 

 日程第34 閉会中の正・副議長、議員の出張承認について 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 諸般の報告 

 日程第３ 会期の決定 

 日程第４ 行政報告 

 日程第５ 平成１８年度町政執行方針及び教育行政の執行方針の説明 

 日程第６ 一般質問 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎出席議員（１４名） 

 議 長 １４番  溝 部 幸 基     副議長 １３番  金 沢 秀 一 

      １番  杉 村 志 朗          ２番  金 澤 安 治 

      ３番  滝 川 明 子          ４番  成 田 民 夫 

      ５番  平 野 隆 雄          ６番  平 沼 昌 平 

      ７番  佐 藤 多 市          ８番  杉 村 欣 一 

      ９番  要 田   東         １０番  佐 藤 孝 男 

     １１番  加 藤 雅 行         １２番  安 藤 安 雄 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎欠席議員（０名） 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎出席説明員 

 町 長  村 田   駿      助 役  竹 下 泰 弘 

 総務課長兼総務グループ参事  丁子谷 雅 男      総務課企画グループ参事  木 村   修 

 財務課長兼財務グループ参事  花 田 春 夫      財務課税務グループ参事  新 山 佳 隆 

 町民課長兼住民グループ参事  川 岸   勤      町民課福祉グループ参事  花 田 修 一 

 産業課長兼農林グループ参事  川 村 明 雄      産業課水産グループ参事  三 鹿 菊 夫 

 産業課商工グループ参事  出 羽 正 機      建設課長兼建設グループ参事兼水道グループ参事   花 田 典 明 

 吉 岡 支 所 長  土 門 修 一      福島保育所長 （花 田 修 一） 

 福祉センター次長 （工 藤 昭 一） 

 教 育 長  金 谷   裕      教育委員会教育次長兼学校教育グループ参事   花 田   忍 

 教育委員会生涯学習グループ参事  工 藤 昭 一      学校給食センター所長 （花 田   忍） 

 農業委員会事務局長 （川 村 明 雄） 

 監 査 委 員  工 藤   享      監査委員補助職員 （大坂屋 昌 輝） 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎職務のため議場に出席した議会事務局職員 

 議会事務局長  大坂屋 昌 輝      議会グループ総括主査  石 堂 一 志 

 議会グループ主事  吉 澤 裕 治      議会グループ書記  阿 部 千 華 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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         （開会 午前１０時００分） 

 ―――――――――――――――――――― 

    ◎議 長 あ い さ つ 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） おはようございます。 

 平成１８年第１回定例会の開会にあたり、一言

ごあいさつを申し上げます。 

 本定例会は、町政執行方針等をもとに、新年度

予算を審議する重要な議会であり、議員各位の活

発な議論が展開されますことを願っております。 

 議会活動につきましては、町民の視点に立って、

開かれた議会をめざし、順次改革に取り組んでま

いりました。情報を共有し、議会活動の状況を町

民の皆様によく知っていただくための「議会・議

員の評価」につきましても公表をいたしました。

初めての試みで、評価方法等について検討の余地

もあり、客観的な評価をする難しさもありますが、

改善をしながら評価の目的を達成する努力を続け

てまいります。 

 議会活動に関する調査特別委員会で一定の方向

が示されました議員定数、報酬等については、早

い機会に町民の皆様のご意見を伺い、今年中に条

例提案すべく調整をしてまいりたいと考えており

ます。 

 地方制度調査会の答申を受けて、自治法の一部

改正が今国会に提案されます。 

 議会関連としては、議会制度の充実として、議

案の審査、事務調査を学識経験者に委ねることが

できる。臨時議会の招集請求権の付与。常任委員

の就任制度の大幅改正。各委員会の議案提出権の

付与。専決処分の要件の明確化等が加えられまし

た。 

 法改正については、福島町議会としても関係者

に意見書を提出しており、全国議長会を中心に提

言、一歩、要求が前進いたしました。二元代表制

としての議事機関である議会の監視機能、政策形

成・提言機能の充実が、より一層求められてまい

ります。 

 町村会のグランドデザイン、北海道の合併指針

（クラスター分析）が提出され、合併新法を踏ま

えた道の合併についての方向性が、新年度の早い

段階に示されます。国の対応を含めて、なお厳し

い状況が続きますが、議会としては、分権改革の

重要性を強く意識し、町民起点を重視し、その負

託に応えるべく不断の努力を重ね、より一層活発

な議会活動を推進していかなければならないと考

えております。 

 本州からは、桜の便りも聞かれ、春の息吹を感

じるようになりましたが、朝晩はなお寒さ厳しく、

出席者各位には、お体ご自愛の上、本定例会の議

事運営のご協力をいただきますようにお願い申し

上げまして、あいさつといたします。 

 ―――――――――――――――――――― 

    ◎開 会 ・ 開 議 宣 告 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） ただいまから、平成１８

年第１回福島町議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――――― 

    ◎会 議 録 署 名 議 員 の 指 名 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 日程第１ 会議録署名議

員の指名を行います。 

 ２番金澤安治議員、３番滝川明子議員を指名い

たします。 

 ―――――――――――――――――――― 

    ◎諸 般 の 報 告 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 日程第２ 諸般の報告を

行います。 

 はじめに、議会運営委員会の報告を行います。 

 平沼昌平議会運営委員長。 

○６番（平沼昌平） おはようございます。 

 第１回定例会の開会に際し、去る３月３日に開

会いたしました議会運営委員会の協議結果につい

て、報告いたします。 

 まず、議事日程は、お手元に配付のとおりでご

ざいます。 

 会期については、本日から３月２２日までの１

３日間といたしました。 
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 次に、条例の制定案件３件及び一部改正案件７

件、積立金の処分案件２件、平成１８年度福島町

一般会計予算ほか４会計予算につきましては、予

算審査特別委員会を設置のうえ、休会中に審査い

ただくことといたしました。 

 以上のとおり、本定例会は会期も長期にわたる

ところから、議員の皆様には議事運営に特段のご

協力をいただきますようお願いを申し上げ、議会

運営委員会の報告を終わります。 

○議長（溝部幸基） 議会運営委員会の報告を

終わります。 

 本定例会の議事は、ただいま平沼議会運営委員

長から報告がありましたように進めてまいります。 

 また、諸報告もすでに印刷のうえ、皆様のお手

元に配付のとおりでございますので、ご了承願い

ます。 

 次に、常任委員会の閉会中の所管事務調査結果

について、各委員長の報告を行います。 

 はじめに、平野隆雄総務教育常任委員長。 

○５番（平野隆雄） おはようございます。 

 総務教育常任委員会の所管事務調査の内容につ

いて、ご報告申し上げます。 

 本委員会においては、平成１８年１月３１日開

催され、調査事件は住民自治活動についてであり

ます。 

 従来から、各町内会において活動が展開されて

おり、町においては補助などにより支援をしてき

たところですが、福島町自立プランの策定に基づ

き、これまでの行政依存型から、町民と行政一体

となった協働型の取り組みが示されており、その

内容について所管事務調査をしたところでありま

す。 

 委員会意見の主な内容は、諸報告第１号に添付

されておりますので、ご参照願いたいと思います。 

 以上、簡単ではありますが、総務教育常任委員

会の所管事務調査の報告といたします。 

○議長（溝部幸基） 次に、佐藤孝男経済福祉

常任委員長。 

○１０番（佐藤孝男） おはようございます。 

 経済福祉常任委員会の所管事務調査を報告いた

します。 

 去る平成１８年１月２７日に、水道事業の運営

についてを調査いたしました。 

 水道事業の運営は、財政運営においては平成８

年に料金改定を行い、収支均衡を図ってまいりま

したが、給水人口及び給水量については、人口減

により年々給水収益に影響を及ぼしている現状で

あります。 

 なお、今後の水道事業運営については、事業収

支計画及び建設改良事業の予定が示されており、

この内容について調査したところであります。 

 次に２月７日に、第３期介護保険事業計画につ

いてを調査いたしました。 

 介護保険事業は、平成９年介護法が制定され、

平成１２年に第１期介護保険がスタートしました。

第１期、第２期の計画については３年ごとに見直

しが行われ、実施されてきたところであります。

第３期の事業計画が平成１８年から施行されるに

伴い、平成２０年までの計画策定や介護予防事業

など、国及び町の基本的な考え方が示されたので、

平成１７年１１月７日と平成１８年２月７日の二

日間で調査いたしました。 

 その結果の内容・詳細につきましては、諸報告

に記載しておりますので、ご参照願いたいと思い

ます。 

 以上で経済福祉常任委員会の所管に関する報告

を終わります。 

○議長（溝部幸基） 以上で報告を終わります。 

 ―――――――――――――――――――― 

    ◎会 期 の 決 定 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 日程第３ 会期の決定を

議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、議会運営委員会の報告のと

おり、本日から３月２２日までの１３日間といた

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

    （「異議なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） ご異議なしと認め、本定

例会の会期は、本日から３月２２日までの１３日
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間と決定いたしました。 

 ―――――――――――――――――――― 

    ◎行 政 報 告 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 日程第４ 村田町長から

申し出がありますので、行政報告を行います。 

 村田町長。 

○町長（村田駿） おはようございます。 

 平成１８年福島町議会第１回定例会にご参集を

いただき、誠にありがとうございます。 

 また、このたび、全国町村議長会表彰を受けら

れました滝川明子議員、渡島町村議長会表彰を受

けられました平野隆雄議員、同じく金沢秀一議員

におかれましては、誠におめでとうございました。 

心からお祝いとお慶びを申し上げるものでござい

ます。 

 これからも、健康には留意されまして、ますま

すのご活躍をご祈念申し上げるところでもござい

ます。 

 それでは、１２月１９日開催の平成１７年第４

回定例議会以後の行政報告を申し上げます。 

 なお、この間の諸行事等の報告については、別

紙に印刷のうえ、皆様のお手元に配付いたしてお

りますのでご了承願います。 

 はじめに、普通交付税等の追加交付について。 

 平成１７年度の普通交付税については、すでに

昨年の７月２６日に確定しておりますが、その際、

国全体の算定額が交付税の総額予算を超えたため、

一定の調整率を乗じた３２９万２,０００円が減

額されて交付されていたところでございます。 

 しかし、昨今の景気の回復基調で、国における

法人税等の増収により、減額されておりました全

額が、今般、追加して交付されることとなりまし

た。これによりまして、本年度における普通交付

税の交付額は１５億３,２７４万６,０００円とな

るものでございます。なお、追加交付分について

は、本定例議会に補正計上しております。 

 また、福祉センター集会室におけるアスベスト

処理に２５６万２,０００円を要しておりますが、

その財源対策として、今般、石綿対策事業債の対

象となる見込みとなりましたので、金額が決定さ

れ次第、専決処分により補正措置を講じたいと思

っております。 

 なお、本年度の３月交付の特別交付税において

も、中旬頃に閣議決定される見込みであり、これ

についても、あわせて専決処分により財源調整を

講じたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 自立プランに係る町民説明会について。 

 平成１８年度から進める自立プランによる財政

の歳出削減や、ふるさと応援基金の創設、船揚場

使用料の新設、保育料の国並み引き上げなど、歳

入の確保に向けた説明を中心として２月８日から

１０日までの三日間にわたり、町民説明会を開催

いたしました。 

 説明会の中では、自立プランに対しては、おお

むね理解を示す意見が寄せられたほか、さらなる

産業振興や活性化に向けた取り組みも必要である

との意見なども述べられていたところであり、今

後、プランの検証・見直しの参考として施策に反

映してまいりたいと考えております。 

 乳がん検診時における事故について。 

 １月２７日、北海道対がん協会に委託しており

ます乳がん検診時において、受診ベッドが突然傾

き、受診者が首を痛めるという事故があり、現在、

木古内国保病院において回復のための入院治療を

受けております。 

 委託事業における事故ではありますが、町が主

催しての検診事業であることから、受診者に対し

ては、対がん協会ともども、町としてお見舞いを

申し上げたところでございます。なお、治療費に

つきましては、委託先の対がん協会で対応するこ

ととなっております。 

 各種検診事業につきましては、これからも継続

して行われますが、今後はこのようなことが起き

ないよう、委託機関と連携を取りながら、万全を

期して実施してまいります。 

 漁業協同組合の取扱高について。 

 昨年の漁獲取扱高は、管外の水揚げを含め２１

億７,６１９万円で、前年より７４９万円の増で
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終了したとの報告を受けております。 

 特にマグロ漁は、昨年に引き続き豊漁の３億３,

５０１万円で、前年を２,４７６万円上回ったと

のことであります。 

 ヒラメ、マス漁も前年を上回りましたが、反面、

前浜イカ漁、ウニ漁については、前年を下回る結

果となりました。 

 養殖昆布については、採取時期まで大きなしけ

にも遭わず、浜値も昨年より高値で推移し、前年

実績を１億２,１６０万円上回ったとのことであ

ります。 

 この冬は、記録的な大雪となりましたが、今後、

本格化する春漁をはじめとして、豊漁年となるこ

とに大いに期待をしているところであります。 

 イトウの飼育試験について。 

 平成１６年度より進めておりますイトウの飼育

試験につきましては、平均体長５３センチメート

ル、平均体重１,３００グラムと順調に成育し、

宣伝も兼ねて昨年末に本州方面への販売を試みた

ところですが、結果として、販売先からも好評を

得たところであります。 

 なお、今年度の稚魚についても、順調に成育し

ております。 

 治山事業について。 

 北海道の事業であります浦和地区予防治山工事

は、昨年１２月末に完成しております。なお、当

該地区は引き続き、追加事業として３月中に工事

発注の予定となっております。 

 また、松浦地区防護柵補修工事については、１

月下旬に発注され、３月下旬の完成を予定してい

ます。 

 中山間地域総合整備事業について。 

 中山間地域総合整備事業に係る活性化センター

周辺整備は、１２月末に完成をしております。な

お、本中山間事業は、本年度で事業完了いたしま

す。 

 桧倉頭首工補修工事について。 

 １２月議会で補正いただきました桧倉頭首工補

修工事は、１月１１日に入札し、３月上旬に完成

いたしております。 

 雪崩等降雪被害について。 

 昨年１２月初旬から続いた大雪の影響により、

日向地区の道有林治山施設内で雪崩が発生し、１

２月３０日には車庫と車輌に、１月１５日には家

屋の窓に被害が生じました。 

 いずれも直ちに現場に赴くとともに、施設管理

者である渡島西部森づくりセンターの応急対策と

して除排雪作業等を行い、以後も数度にわたって

町職員も出動し、除排雪等の安全対策を講じたと

ころであります。なお、当該箇所につきましては、

本年度中に雪崩防止対策を含めた予防治山工事が

発注される予定となっております。 

 さらに、渡島支庁管轄の豊浜地区予防治山工事

施工箇所も、町内会の協力を得ながら町職員での

排雪作業を行うとともに、雪崩防止柵等の安全対

策を道に要望いたしました。 

 また、森林公園では雪害によって桜の倒伏や多

数の樹木の枝折れ等が発生したほか、キャンプ場

の水飲み場屋根が倒壊しましたが、本施設につい

ては雪解けを待って処理対応してまいります。 

 建設事業について。 

 函館土木現業所で発注の館崎地区急傾斜地防止

工事は、２月末に完成しておりますが、白符川並

びに吉岡川河川整備工事は、３月末までに順次完

成が予定されております。 

 除雪対策について。 

 今年度、当町は記録的な大雪に見舞われ、降雪

量は２月２４日現在で５３８センチメートルを記

録し、過去５カ年平均値に比べて、２４２センチ

メートル上回りました。この間、町民生活に不可

欠な町道の除排雪につきましては、町民の方々の

ご理解とご協力を得ながら実施してまいりました

が、２月中旬以降は少量の降雪にとどまり、３月

も降雪がないことを願っているところであります。 

 除排雪委託料につきましては、２月中旬の連続

した降雨と気温上昇の影響で、全町的に路面修正

等を実施したことによって、３月末までの除排雪

予算に不足を生じる状況にあることから、本議会

に補正予算を計上しております。 

 なお、今後は気温上昇や降雨による河川の融雪



 － 9 － 

災害の発生も危惧されることから、対策に万全を

期してまいります。 

 町営住宅等の除排雪ボランティアについて。 

 高齢者世帯が多い丸山団地並びに三岳団地町営

住宅の屋根の雪降ろしや排雪作業を、福島町建設

協会（小鹿太磨雄会長）に、厳寒期の二日間にわ

たりボランティアで実施をしていただきました。 

 また、３月４日には福島町建設業協会（石岡眞

会長）の会員並びに大型の重機やトラックを所有

されている町内除排雪業者等のご協力により、町

内各所にたい積されている雪山の排雪を、同じく

ボランティアで実施していただきました。 

 町営住宅入居者はもとより、町といたしまして

も大変感謝いたしているところであり、あらため

て感謝とお礼を申し上げる次第でございます。 

 以上で、平成１７年第４回定例議会以後の行政

報告を終わります。 

○議長（溝部幸基） 行政報告を終わります。 

 ―――――――――――――――――――― 

  ◎平成１８年度町政執行方針及び教育 

   行政の執行方針の説明 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 日程第５ 平成１８年度

町政執行方針及び教育行政の執行方針の説明を行

います。 

 まず、最初に町政執行方針の説明を求めます。 

 村田町長。 

○町長（村田駿） 平成１８年第１回福島町議

会定例会の提出案件は、議案２２件及び諮問、同

意が各１件の計２４件です。 

 議案につきましては、一般会計及び各特別会

計並びに水道事業会計の平成１８年度予算案を

中心に、その執行に伴う条例措置などの関連案

件と、平成１７年度の補正予算となっておりま

す。 

 平成１８年度の町政を執行するにあたり、こ

こに基本方針を述べるものであります。 

 平成１８年度町政執行方針。 

平成１８年第１回福島町議会定例会にあたり、

町政執行に関する所信と基本方針を申し述べます。 

 世界的に異常気象が続く中、日本海側地域を中

心とした昨年からの記録的な大雪により、全国各

地で集落の孤立や雪降し作業時の死亡事故など、

多数の被害が報告されております。 

 当町においても、かつてない大雪による積雪量

を記録し、除雪経費も例年ベースを大幅に超える

など、町民生活への影響が心配されましたが、積

雪による家屋倒壊等の被害はみられたものの、幸

い人命に係わるような大きな事故もなく安堵して

いるところでございます。 

 さて、わが国の経済は、民間の設備投資や外需

などに支えられ、引き続き、民間需要中心の緩や

かな景気回復を続けるものと見込まれております。 

 しかし、全国的な景気動向も地域によって大き

く異なり、特に北海道では、公共事業の削減等に

より依然として景気回復の実感はなく、引き続き

厳しい経済環境にあります。加えて、国の財政立

て直しのための構造改革が進められる中で、地方

分権や三位一体改革、地方交付税の削減、さらに

は社会保障関係経費の自然増なども見込まれ、地

方自治体にとって、かつてない非常に厳しい時代

を迎えております。 

 このような状況下の中で、一昨年１１月に松前

町との合併協議が整わず、当面、自主自立の道を

進むことを選択したことで、徹底した行政改革を

推進し、効率的で持続可能な財政への転換が必要

となったことから、昨年度において、福島町自立

プランを策定したところであります。 

 プランの策定にあたっては、多くの町民の方々

にも参画をいただきながら、昨年４月に、福島町

自立プラン策定検討委員会を立ち上げ、細部にわ

たり議論・検討を重ねる中で、平成２１年度まで

を前期とした、赤字再建団体指定を避けるための

プラン策定をしたところであります。 

 プランでは、町民の皆様にも行政サービスや受

益者負担等において、ご理解をいただかなければ

ならない部分も生じてまいりますが、今こそ、町

民、議会、行政が一体となってプランに基づく町

民との協働のまちづくりを進め、この難局を乗り

越えていかなければならないものと考えておりま
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す。 

 また、簡素で効率的な行政システムを確立する

ため、昨年から施行したグループ制の検証を行い、

今後、さらなる職員数の減少を考慮し、住民サー

ビスの低下を招かない行政機構の体制づくりを進

めてまいります。 

 私としましては、町長就任以来３年を経過し、

残す任期も、あと１年に満たない期間となりまし

たが、議会議員の皆様をはじめ、多くの町民の皆

様のご理解とご協力のもと、町政を執行すること

ができましたことに感謝を申し上げますとともに、

自治の原点に立ち返り、町民一人、一人が夢と希

望を持って暮らせる町をめざして、町政を担う町

長としての責任の重大さをより認識し、山積する

課題に取り組んでまいる所存であります。 

 以下、具体的な諸施策等について、基本方針を

申し上げます。 

 １、財政の動向について。 

 平成１８年度の国の地方財政計画は、三位一体

改革による税源移譲で、総体的には前年度をやや

上回って地方の一般財源を確保しているものの、

地方交付税は、前年度比５.９パーセントの削減

となり、また、これを補う臨時財政対策債も前年

度比９.８パーセントの削減が見込まれ、一層厳

しい財政状況となることが想定されております。 

 そのため、予算編成においては、本年度からス

タートする第４次福島町総合開発計画登載の各種

事業等を盛り込みながらも、自主自立に向けた福

島町自立プランに沿った編成といたしました。 

 総体的には、前年度に引き続き、人件費や物件

費等の経費縮減に努めることにより、自立プラン

初年度の財政推計よりもさらに圧縮が図られ、一

般会計予算額で３０億２,２９０万８,０００円と、

前年度より２億３,３９０万３,０００円の減とな

っております。 

 歳入においては、地方交付税が１５億２,８９

１万９,０００円で、前年度より５,５７３万９,

０００円の減となり、税収においても４億３,４

７５万８,０００円で、前年度より１,５７９万４,

０００円の減。臨時財政対策債は１億６,０００

万円で、前年度より１,３２０万円の減を見込ん

でおります。また、財源不足対策として、財政調

整基金費から２億８,０００万円を繰り入れるこ

ととしております。 

 歳出においては、財源が不足することから、昨

年度から実施している大型事業の丸山団地町営住

宅建替事業を見直しし、一般財源の圧縮に努める

とともに、他の各種事業等についても自立プラン

に基づいた必要最小限の経費を計上したところで

あります。 

 なお、今後の補正予算の財源として、地方交付

税の財源を一部保留し、対応してまいります。 

 ２、的確な税源確保と収納率向上対策について。 

 全国的には景気回復の兆しをみせているといわ

れるものの、当町においては、前浜イカ漁の不振

や全国的な公共事業縮小等の流れの中で、就労者

等の所得は減少傾向にあります。そのため、貴重

な自主財源である町民税の減収と、収納率にも大

きく影響を受けることとなり、さらに本年は、評

価替えに伴う固定資産税の減収が見込まれること

から、より公正で的確な税源の確保と収納率の向

上に努めてまいります。 

 収納率の向上対策としては、日常の徴収事務の

強化とあわせ、全庁体制で行っている町税等収納

対策の推進を強化するとともに、渡島地方税滞納

整理機構に引き続き徴収事務委託をし、滞納額の

圧縮に努めてまいります。 

 なお、渡島地方税滞納整理機構に対して、本年

度より２カ年間、当町より１名の職員派遣をする

こととしております。 

 総合的な施策の推進。 

１、総合開発計画の策定について。 

 まちづくりの基本であります、第４次福島町総

合開発計画に基づき、今年度より事業を推進して

まいります。 

 このため、本年度を「まちづくり元年」と位置

付け、「豊かな自然、たくましい産業、快適で心

なごむ町ふくしま」を目標とした、新しい総合開

発計画に基づく展開を図るべく、厳しい財政状況

にはありますが、福島町自立プランとの整合性を
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図りながら実現に向けて鋭意努力してまいります。 

 ２、自立プランについて。 

 自立の道を選択したことに伴い、自立プランの

策定が急務となったことから、昨年４月に多くの

町民にも参画いただき、福島町自立プラン策定検

討委員会と４つの専門部会を立ち上げて、協議・

検討を進めていただいたところであります。その

結果、昨年１２月までに延べ８７２人に上る出席

をいただき、４７回の会議を開催して、報告書が

まとめられました。 

 全体として、１７５項目にわたる事務事業、施

設管理、補助金などの徹底したコスト削減と歳入

の確保をめざして、細部にわたり議論を重ね検討

していただいたことに対し、あらためて敬意と感

謝を申し上げるものでございます。 

 それを受けまして、町においては検討委員会か

らの報告書をさらに検証のうえ、全体的な精査・

検討を行い、平成１８年度から平成２１年度まで

の前期４カ年、赤字再建団体の指定を避けるため

の、福島町自立プランを策定したところでありま

す。 

 そうしたプランの内容については、去る２月８

日から１０日にかけて、町民の皆様のご理解とご

協力をいただくべく町民説明会を開催したところ

でありますが、今後、プランに基づいての「町民

との協働のまちづくり」を進めてまいります。 

 あわせて、行政改革の推進のための新たな指針

として、地方公共団体における集中改革プランの

策定が国より示されたことに伴い、事務・事業の

再編・整理、廃止・統合、定員管理の適正化など

の取り組みを町民にわかりやすく明示するため、

指針に基づくプランの公表も行ってまいります。 

 ３、青函トンネル償却資産について。 

 青函トンネル償却資産については、地方税の根

幹である固定資産税として基本どおり適正な税率

によって課税されるよう、国等に対しての課税特

例撤廃に向けた要望活動を青森県外ヶ浜町と協

議・連携のうえ、積極的に行っておりますが、本

年度は撤廃の正念場となることから、最大限の努

力を傾注してまいります。 

 ４、ふるさと応援基金の創設について。 

 自立プラン検討委員会でも提言されております

が、町への思いとふるさとへの思いを持つ人々に、

地域づくりに積極的に参加していただくため、福

島町ふるさと応援基金条例の制定議案を本議会に

提案しております。 

 基金は、町民をはじめ、全国各地の福島町出身

者など、ふるさと福島を応援していただく方々か

ら寄付を募り、産業振興施策などへの活用展開を

図ってまいりたいと考えております。 

 ５、市町村合併の検討について。 

 町においては、当面、福島町自立プランに基づ

き行政運営を進めてまいりますが、国においては、

市町村の合併の特例等に関する法律が平成１７年

度より施行され、引き続き市町村合併を推進する

こととしております。 

 また、去る２月１４日に開催された、第４回北

海道市町村合併推進審議会においては、住民の日

常生活圏、地域産業の経済圏等の結び付きの強さ

により、市町村の結び付きの強さを計るクラスタ

ー分析の結果が報告されており、当町は、松前町

との結び付きが、より強いとの分析結果が報告さ

れております。 

 町としては、今後、平成１８年度の早い時期に

分析結果を踏まえて作成される、道の合併構想案

の方向性も含めての議論が必要と考えますが、町

の存続に関する最重要課題であり、町民の皆様へ

情報を提供して広く意見を収集しつつ、合併に関

する検討は、議会と充分に協議しながら進めてま

いります。 

 産業の振興。 

１、水産業の振興について。 

 水産業を取り巻く情勢は大変厳しい状況にあり

ますが、ウニの種苗やヒラメ稚魚の放流、昆布養

殖など、資源管理型漁業の推進による安定生産拡

大と、漁獲物の付加価値向上のためのウニのむき

身加工試験、ガゴメ昆布の養殖試験、イトウの飼

育試験を今年度も実施してまいります。 

 また、北海道サケ・マス増殖事業協会において

整備が計画されております、福島川におけるサ
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ケ・マス孵化場整備については、現在、水質調査

等が実施されているところであり、早期実現に向

け、漁業協同組合とともに関係機関に要望してま

いります。 

 さらには、イカやマグロをはじめとする鮮魚の

価格向上の検討、海面の有効利用についても、試

験研究機関や漁業協同組合と連携を図りながら取

り組んでまいります。 

 次に、漁業活動の中心である漁港については、

今年度が漁港漁場整備長期計画の見直しの年であ

ることから、漁船の安全操業や陸揚げ活動の利便

性確保のため、漁業協同組合とともに関係機関に

強く働きかけてまいります。なお、今年度は、福

島漁港新港地区の西波除堤延長、白符漁港の防砂

堤整備、吉岡漁港の西防波堤改良が予定されてお

ります。 

 福島漁港海岸環境整備事業は、昨年度に引き続

き、今年度も砂浜整備が予定されております。 

 海岸線の越波防止対策については、引き続き関

係機関に強く要望するとともに、各地区船揚場の

管理は、今年度から利用者より維持費の一部負担

をいただきながら、年次計画に基づき実施対応に

努めてまいります。 

 ２、水産加工業の振興について。 

 水産加工業は、従業者数、生産額においても町

の主体を担う重要な産業であります。 

 しかし、水産加工業を取り巻く環境は、引き続

き厳しい情勢にあることから、貴重な就労の場と

して安定的な操業を図るため、福島町水産加工振

興協議会とともに消費者ニーズを把握した製品づ

くりに努めてまいります。 

 なお、イカ残滓については、道南イカ残滓安定

処理対策協議会において、施設整備について一定

の方向性が示されたことから、福島町水産加工振

興協議会とも充分に協議をしたうえで対応をして

まいります。 

 ３、農業の振興について。 

 中山間地域総合整備事業は、平成１７年度をも

って、すべて完了いたしました。 

 本事業により活性化センター及び営農関連施設

が整備されましたが、今後、有効活用を図りなが

ら地域の活性化を推進してまいります。 

 昨年豊作でありました水稲は、本年もさらに良

質な福島町産米が生産できるよう関係機関と連携

を図りながら、作付けと安定した収量確保につい

て営農指導してまいります。 

 一昨年から試験栽培している健康食品のブルー

ベリーは、本年も栽培本数を増やし、特産果樹と

して推奨すべく事業推進を図ってまいります。 

 日曜朝市実行委員会では、地元特産物を出展し、

息の長い地道な活動を展開しております。また、

農村生活改善グループにおいても、地場産品で作

る漬物などの商品化に挑戦しているところから、

農業改良普及センター等の指導を仰ぎながら、実

現に向けて出来る限りの支援をしてまいります。 

 千軒そば生産会については、生産に意欲的に取

り組みながら作付面積の拡大を計画していること

から、千軒地区農地改良事業として早期の耕作が

可能となるよう支援してまいります。 

 ４、林業の振興について。 

 町有林は、適切な管理による森林の多面的な機

能維持を図るため、枝打、除間伐を主体とした保

育管理を行うとともに、間伐材の有効利用を推進

してまいります。 

 民有林については、森林所有者の費用負担の軽

減を図るべく、福島町森林組合や関係機関と連携

を取りながら公費造林制度等の活用を推進し、積

極的な森林整備と利活用に努めてまいります。 

 平成１９年度に北海道で開催される全国植樹祭

に向け、一昨年より山取りしたブナ等の苗木づく

りを本年も実施し、関係団体等への森林づくりの

意識高揚を図ってまいります。なお、渡島西部森

づくりセンターにおいては「大千軒の森・ブナの

里づくり事業」及び「千軒ブナの森１００年観察

林」などの事業を計画しており、町も森づくりセ

ンターと一体となって事業展開に努めてまいりま

す。 

 ハウス栽培の椎茸は、原木による良質な商品の

生産に努めている生産者が多く、低迷する価格の

中にあって通年生産に努力しており、厳冬期を除
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き一定の収益が保たれていることから、本年度も

原木確保と生産及び地元での販売支援に努めてま

いります。 

 予防治山事業は、日向地区及び浦和地区での継

続実施が計画されており、道に対して、雪崩対策

を含めた早期の完成を要望してまいります。 

 ５、商工観光等の振興について。 

 商工業を取り巻く環境は、全国的な景気回復基

調の中、道内的には依然として厳しい状況が続い

ております。 

 当町でも、個人消費の冷え込みによる購買力の

低下や消費者ニーズの多様化等により、引き続き

厳しい状況が続いていることから、商工関係団体

と連携した対応に努めてまいります。 

 近年の観光形態は、核家族化や友人同士での少

人数化が増加していることとあわせ、高齢化社会、

さらには団塊世代の退職期が到来する中で、観光

へのニーズはますます多様化してきていることか

ら、町においても、こうした状況を踏まえながら、

横綱記念館と青函トンネル記念館への入館者の増

加対策をより一層積極的に進めてまいります。 

 また、千軒地区における殿様街道ウォーク等を

中心とした民間団体の活動にも、年々観光客が増

加していることから、連携を密にして、さらなる

観光客の誘致に努めてまいります。 

 横綱の里づくりの中心となるイベントとして、

北海道女だけの相撲大会、千代の富士杯争奪相撲

大会、全道中学校相撲大会を各関係団体の協力に

より開催するとともに、今年度も九重部屋力士の

夏合宿を招致し、力士との交流を通じて「横綱の

里・ふくしま」をアピールしてまいります。 

 季節労働者対策としては、関係機関と連携した

健康診断、各種講習会などの周知啓発を図るとと

もに、職業援護相談所の事業の充実、組織強化と

会員加入促進に向けた活動を進めてまいります。

また、雇用保険認定取次事務については、引き続

き国の方針として町村取次が廃止の方向にありま

すが、町内受給者の利便を図るため、本年度も従

前同様に継続実施がなされるよう、関係機関に強

く要望してまいります。 

○議長（溝部幸基） 暫時休憩いたします。 

   ―――――――――――――――― 

    （休憩 午前１０時５０分） 

    （再開 午前１１時１０分） 

   ―――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 村田町長。 

○町長（村田駿） 社会福祉の推進。 

 当町の平成１７年中の出生者数は２６人、死亡

者数は８０人で、少子化の傾向は依然としてとど

まらず、このことが高齢化率を押し上げる大きな

要因にもなっております。特に、単身高齢者世帯

は漸増して３５６世帯となり、一人暮らしの老後

の生活に不安を抱える方々が増えております。 

 景気は、いまだ道内経済の低迷や家庭事情など

から、小さな子供を抱えて共働きする世帯も増え

ており、これらの世帯を支援する福祉施策の充実

は不可決となっております。 

 児童と家庭が安心して生活できる環境の整備を

はじめ、介護予防や生活支援、障害者の社会参加

と自立支援等については、地域はもとより関係機

関との連携をさらに強固にしながら対策を講じて

まいります。 

 当町における高齢者の一人暮らしや夫婦だけの

世帯数は６３０世帯で、総世帯数の２５パーセン

トを占め、４軒に１軒は６５歳以上の世帯という

状況になっており、人口に占める高齢化率も３１

パーセントと高く、今後も高まる傾向にあります。 

 このような状況下にあって、高齢者が自立し社

会参加や交流ができるよう、今年度も温泉優待事

業や敬老会、ふれあいスポーツ大会を実施してま

いります。また、家族や関係機関、地域との連携

をもって高齢者が健康を保持しながら自立した生

活が続けられるよう、介護予防や生活支援の充実

を図ってまいります。 

 昨年１０月に制定された障害者自立支援法によ

り、これまで身体、知的、精神の各障害の制度ご

とに行われてきた障害者福祉サービスは、障害の

種別にかかわらず、障害者の自立支援を目的とし
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た共通の制度に統合され、新しいサービスとして

今年４月から始まります。対象者には、制度の周

知を図りながら円滑に実施できるよう努めてまい

ります。 

 幼児人口が減少している反面、共働き家庭や母

子家庭は増加傾向にあり、若い世代の親が安心し

て働き、社会活動と子育てとの両立ができるよう

な保育環境の充実が求められております。このよ

うな状況を踏まえ、今年度から、平日と土曜日の

保育時間をさらに延長していくとともに、就労形

態の多様化、急病、育児疲れ等に伴い一時的に家

庭保育が困難となる児童に対しては、新たに一時

保育事業を実施することとしており、保護者の方

が安心して子育てができる保育体制の充実に努め

てまいります。 

 なお、今後も多様化するニーズに迅速に対応す

るため、保護者会との意見交換の場を通じて、よ

り一層保護者との連携を深めてまいります。また、

民生委員、児童委員の協力を得ながら、地域子育

て支援センター「ゆりっこ広場」を開催し、保育

に対する理解を深めてもらうとともに、子育てに

関する情報提供や相談、助言を、引き続き実施し

てまいります。 

 国民年金制度がその役割を果たしていくために

は、若年者の制度に対する意識の高揚が不可欠で

あり、広報等により国民皆年金の普及啓発をさら

に進めてまいります。 

 また、昨年度より町内で開催の社会保険事務所

による定期的な年金相談は、今年度も引き続き実

施してまいります。 

 生活環境の整備。 

１、交通体系の整備について。 

 国道２２８号線については、関係機関の協力に

より逐次整備が進められておりますが、特に昨年

は、千軒地区に歩道及びバス停車帯設置が完成し、

長年の要望がようやく実現されたところでありま

す。 

 当町にとっては交通体系の大動脈であり、今後

も交通の安全確保に万全を期すため、さらに沿線

町内会とも協議のうえ施設整備等を要望してまい

ります。 

 また、北海道新幹線が着工され、地域高規格道

路松前半島道路も含めて広域的な道路のあり方に

ついて、関係自治体と連携のうえ要望活動を展開

してまいります。 

 道道の整備については、昨年度、渡島吉岡停車

場線全線の改良事業が完成しておりますが、岩部

渡島福島停車場線日の出地区の改良並びに昨年斜

面が崩壊した塩釜、浦和間の本格的な復旧工事の

早期完成を要望してまいります。 

 また、昨年、交通死亡事故の発生した浦和地区

内の線形改良については、町内会等から要請がな

されており、交通事故防止面からも要望してまい

ります。 

 町道の整備については、緊急度を考慮しながら

各路線の維持補修に努めてまいります。 

 ２、住環境の整備について。 

 福島川の改修につきましては、昨年度は河川区

域及びその周辺の用地確定測量などの各種調査が

実施されましたが、引き続き本年度も、用地及び

家屋調査等が予定されております。また、吉田橋

架替工事並びに具体的な河川工事については、早

期着工に向けての協議を進めてまいります。 

 なお、本年度は福島川河口にたい積している土

砂の除去工事が予定されております。 

 急傾斜地崩壊防止対策は、昨年に引き続き、豊

浜及び館崎地区の延長工事が予定されております。 

 町営住宅の整備については、昨年度に引き続き

丸山団地町営住宅建替事業として、周辺道路及び

既存住宅水洗化等の整備を実施いたします。また、

維持補修につきましても、三岳団地建替住宅の結

露対策を講じるとともに、既存住宅の適切な維持

管理に努めてまいります。 

 ３、地域保健及び環境衛生対策について。 

 健やかで、いきいきと自立して生活していくこ

とは、町民誰もの願いです。町民、一人、一人が

元気で暮らしていけるよう、乳幼児から高齢者に

至るまで、各種健康教室などを開催するとともに、

多くの方々に参加いただいている健康フェスティ

バルなどを通じて、町民に健康の大切さを啓蒙普
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及し、健康が第一という意識の高揚を図ってまい

ります。 

 生活習慣病健診をはじめとした各種検診につい

ては、昨年度から管内他市町と同様に有料化いた

しましたが、有料化に伴う大きな受診率の低下は

見られず、町民各位の健康に対する関心の深さを

再認識したところでございます。 

 しかし、胃がん死亡率は全道や管内の他市町に

比べて高い実態にあることから、胃がん検診未受

診者に対しては、健康づくり推進員と連携を取り

ながら積極的な受診勧奨に努めるとともに、生活

習慣病健診と各種がん検診の同日実施や胃カメラ

検診の導入など、受診しやすい体制づくりを進め

てまいります。 

 憩いの場として親しまれている吉岡温泉ゆとら

ぎ館は、昨年、入館者が念願の１００万人に達成

したところでありますが、これからも多くの利用

者に活用していただくために館内個室の無料開放

を行い、また、町内会や各種団体等に、より以上

の利用促進を積極的に呼びかけ、利用の拡大を図

るとともに、町民の健康増進、機能回復のための

健康回復施設として、町民に親しまれる運営に心

がけてまいります。 

 なお、今年度は設備改修工事として、揚湯ポン

プとボイラー１基の取り替えを行います。 

 一般廃棄物の処理は、リサイクルプラザや広域

連合の可燃ごみ処理施設が整備され、処理体制の

充実が図られておりますが、ごみ処理に要する経

費は、年々増加の傾向にあります。ごみ処理の経

費負担は、水分を含んだ重量によって決まるため、

本年度からは、減量化の方策として、生ごみの堆

肥化の奨励となるコンポスト、電動処理機等の購

入助成を実施し、生ごみ等の減量化対策を、ごみ

減量化推進員、町民と協働で推進してまいります。 

 また、ごみの不法投棄防止対策としては、環境

監視員等の巡回強化などを図るとともに、生活排

水処理につきましても、住民の意向を充分把握し

ながらの事業手法等の検討など、住み良い衛生的

な環境の保持に向けた対応に努めてまいります 

 ４、交通安全・防災対策について。 

 昨年は北海道としても、１４年ぶりに交通事故

死全国ワーストワンを返上したところであります。

しかし、当町では、昨年１１月１９日に交通死亡

事故死ゼロの記録も１,０６９日で止まる結果と

なりましたが、心を新たに、なお一層交通安全運

動の推進のために啓発や指導を強化しなければな

らないと痛感しているところでございます。今後

は交通事故のない、安全で快適な交通社会の実現

に向けて、関係機関と協力しながら町民総ぐるみ

で交通安全活動を展開してまいります。 

 防災対策については、毎年、沿岸部の町内会を

対象として、津波災害を想定した避難や消火訓練、

炊出し訓練を実施しておりますが、地域住民の高

齢化により、災害発生時の初動活動に不安を残す

ところであります。 

 このため、今年度も引き続き関係町内会と協議

しながら避難訓練を実施するとともに、有事の際

には公的機関と地域住民が連携して迅速に避難対

応できるような体制整備に努めてまいります。 

 さらに、地域防災のみならず、国においては米

国同時多発テロや武装不審船事案に鑑み、国家の

緊急事態に対処するための国民保護法が制定され、

各自治体においても住民保護のための計画策定が

義務付けられていることから、関連する条例の制

定議案を本議会に提案するとともに、本年度中に

計画を策定してまいります。 

 教育・文化等の取り組みについて。 

１、人材育成事業について。 

 平成元年より行われてきたふるさと創生事業は、

昨年度をもって終了しましたが、本年度からは、

新たに町内産業の育成強化と地域経済の発展を図

るため、産業振興及び活性化をめざす技術取得等

派遣研修や、先進地視察及び地場産業製品の普

及・消費拡大並びに新製品の開発などの事業を行

う産業団体等の支援に努めてまいります。 

 ２、友好町村との交流について。 

 友好町村交流を続けている３町村は、それぞれ

合併により、青森県三厩村が外ヶ浜町に、長野県

木曽福島町が木曽町に、長崎県福島町が松浦市と

して、新たにスタ－トしました。 
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 外ヶ浜町については、本年度から交流休止の状

態となりますが、木曽町、松浦市との対応につき

ましては、交流事業のあり方について引き続き協

議してまいります。 

 情報公開・電子自治体の推進。 

１、情報公開等の推進について。 

 町民の町政への参画意識を高めるため、公文書

の開示及び町広報やホームページ等を活用した情

報提供を積極的に推進してまいります。 

 ２、電子自治体構想の推進について。 

 将来における各種行政サービスの電子申請や手

続き等を可能にしようとする北海道電子自治体プ

ラットフォーム構想、通称ＨＡＲＰ構想は、当町

も加盟しており、引き続き町民の利便向上のため

に全道規模での電子行政サービスの開発推進に参

画してまいります。 

 また、本年度中に電子申請、届出その他の手続

き等の情報通信の技術利用に関する条例の制定を

予定しております。 

 特別会計。 

１、老人保健特別会計について。 

 平成１４年１０月の老人保健法の改正により、

対象年齢が段階的に５年間かけて７０歳から７５

歳に引き上げることにより、受給者も一時的に減

少しておりますが、医療費は依然として高額で推

移しております。このことが一般会計及び国民健

康保険特別会計に大きな財政負担となっているた

め、今後においても健康管理などの保健活動や疾

病の早期発見など、検診・予防活動に努め、医療

費の適正化を図ってまいります。 

 また、老人保健制度も平成２０年度からは、７

５歳以上が加入する独立型の健康保険「後期高齢

者医療制度」への移行も予定されていることから、

今後は、制度改正内容の情報収集に努め、住民周

知を図ってまいります。 

 ２、国民健康保険特別会計について。 

 近年の国民健康保険の加入者は、景気低迷に伴

う雇用の場の減少による社会保険等からの移行に

より増加傾向にあります。 

 本会計も伸び悩む税収と医療費の増加傾向の中

で、厳しい財政状況が続いており、医療費の適正

化推進が課題となっているため、今年度から生活

習慣病の一次予防を中心に位置付けた、国保ヘル

スアップ事業の導入を予定しております。補助採

択後の事業推進にあたっては、住民の疾病構造、

健康水準、受診実態等を把握して地域の特性に応

じた効果的な保健事業の展開を図るため、地元医

歯会の連携と協力を得た中で、今後の健康増進及

び疾病予防対策を通じて、将来的な医療費増の抑

制を図ってまいります。 

 また、一方では、税負担の公平性を保つため、

長期にわたる滞納者に厳しい対応を講じるととも

に、納税相談などを行い収納率の向上に努めてま

いります。 

 ３、介護保険特別会計について。 

 本年度は、第３期介護保険事業計画の初年度の

年であります。 

 平成１２年に始まった介護保険制度も６年を経

て、介護の社会化が一定の定着をみておりますが、

昨年の介護保険法改正により制度自体がさらに大

きく変わっていく方向にあります。 

 昨年１０月からすでに運用されているものもあ

りますが、今年度も本格的に導入される予防重視

型システムへの転換、新たなサービス体系の確立

などを進めていくため、町内事業者や医療機関等

と相互連携をもって介護サービスの充実を図ると

ともに、新たな地域ケアシステムを総合的に担う

拠点として、地域包括支援センターを設置し、予

防効果を最大限に引き出せるシステムの確立に向

けて健全な運営に努めてまいります。 

 水道事業会計について。 

 町民の日常生活に必要不可欠な水道水を安全確

実に供給するため、施設の更新と適切な維持管理

を行うとともに、水道管路の整備を計画的に進め

ながら経営の健全化に努めてまいります。 

 また、今年度の建設改良事業は、石綿セメント

管の更新及び千軒地区綱配橋配水管取替工事のほ

か、岩部浄水場滅菌室建替工事、消火栓取替工事

等を実施してまいります。 

 各会計の歳入歳出予算額は、一般会計が３０億
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２,２９０万８,０００円。老人保健特別会計１０

億１,７６１万円。国民健康保険特別会計８億１,

３０６万４,０００円。介護保険特別会計３億９,

６７９万９,０００円。水道事業会計１億８,３８

３万３,０００円。計５４億３,４２１万４,００

０円となります。 

 以上をもって、町政執行に関する所信を含め、

基本方針の説明といたします。 

 なお、詳細につきましては、今後の審議におい

て明らかにしてまいります。 

○議長（溝部幸基） 次に、教育行政の執行方

針の説明を求めます。 

 金谷教育長。 

○教育長（金谷裕） 平成１８年度教育行政執

行方針。 

 平成１８年度福島町教育行政執行方針の概要に

ついて申し述べ、町議会並びに町民の皆様のご理

解とご協力をお願い申し上げます。 

 少子高齢化が顕著な中で、教育環境も急激な変

化で進行しております。 

 このため家庭と学校、地域の連携をさらに強め

ながら、児童生徒を事件事故から守るため、あら

ゆる機会を通じて、生きる力を培う教育を積極的

に推進していく必要があります。 

 このような認識のもとに、町民憲章の理念と福

島町教育目標に基づき「心豊かでたくましい子ど

も達の育成」と「生涯学習」の推進を図り、教育

のあらゆる分野において、人間力向上のための教

育改革を推進してまいります。 

 さらに、学校教育、社会教育、スポーツ・文化

活動の振興を図るため、関係機関・団体との連携

協力に努めながら、福島町の教育行政を推進して

まいります。 

 学校教育の充実。 

 学校教育の基本的な役割として、学習指導要領

に基づき子供の発達段階に応じた、知育、徳育、

体育、食育の調和の取れた教育を行うとともに、

生涯学習の理念の実現に寄与し、子供たち一人一

人が確かな学力を身に付け、豊かな心、健やかな

身体を育むための地域に信頼される学校づくりを

めざしてまいります。 

 また、子供たちが被害者となる凶悪な犯罪が発

生していることから、子供たちを犯罪から守るた

めの地域ぐるみの体制を築き、犯罪・事故防止教

育を関係団体・機関と連携を図りながら、進めて

まいります。 

 １、情報教育の推進。 

 ＩＴ時代にふさわしい人材の育成をめざして、

コンピューターを活用した学習が各学校で取り入

れられ、子供たちの創造性と情報化時代に対応す

る柔軟性を高めておりますが、さらに、ハード・

ソフト両面から計画的、継続的に情報教育の推進

に取り組んでまいります。 

 ２、英語教育の推進。 

 日本語の重要性を認識しつつ、子供たちの国際

的感覚を高めるために、引き続き語学指導を行う

外国人招致事業（ＡＥＴ）を推進し、これまでの

成果を基盤に、小学生から高校生までの英語力向

上に努めてまいります。 

 ３、教育関連施設の整備等について。 

 老朽化が激しい教育関連施設の整備につきまし

ては、福島町総合開発計画及び自立プランとの調

整を図りながら、計画的に整備をしてまいります。 

 また、防災対策の充実に努めるとともに、子供

たちが安全で安心できる学習環境の整備を図って

まいります。 

 ４、友好町村の学習交流について。 

 青森県三厩村（現外ヶ浜町）とは、残念ながら

本年度から交流を休止することとしておりますが、

長野県木曾福島町、長崎県福島町との児童生徒に

よる学習交流については、両町がすでに市町村合

併をしている事情等もあり、今後の交流のあり方

について引き続き協議してまいります。 

 ５、奨学資金の活用について。 

 経済的な理由により、高校、短大、大学等の進

学が困難な方に対する町の奨学資金貸付制度の活

用を、積極的に推進してまいります。 

 また、現行の奨学金条例に加え、新たに制定さ

れた花田俊勝奨学金基金に基づき、同様の理由で

大学等の進学が困難な方に対する月額３万円の貸
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し付けを行うことといたします。 

 さらに、福祉や医療関係の各種学校に進学する

方を対象とした小笠原実奨学金基金の活用など、

各種貸付制度の活用周知に努めてまいります。 

 ６、北海道中学校相撲選手権大会について。 

 第２７回北海道中学校相撲選手権大会は、７月

３０日に当町で開催を予定しているところであり

ます。 

 福島町相撲協会や北海道中学校体育連盟、さら

には地元中学校等とも充分に連携を図りながら、

円滑な大会運営が図られる体制の整備強化に努め

てまいります。 

 ７、学校等の再編について。 

 町内における園児、児童数の減少に伴い、学級

編成が厳しくなる学校等が生じてくることなどを

踏まえ、教育委員会といたしましては、幼稚園、

小学校の再編は避けて通れない課題との認識をし、

福島町自立プラン検討委員会からの報告を尊重し

た中で、教育委員会議において、吉岡幼稚園、さ

らには白符小学校における早い時期の統廃合が必

要であるとの方針に達しました。 

 また、生徒数が年々減少していく吉岡中学校に

ついても、継続して検討することとしております

が、いずれも、各ＰＴＡや地域の皆様に充分理解

をしていただくための協議の場を設定し、統廃合

が必要との方針に至った経緯、さらには実施の時

期や将来の対応について協議をしてまいります。 

 ８、高等学校の存続検討委員会について。 

 道立福島商業高等学校の平成１７年度入学生は

２８人で、１クラスとなったことにより、北海道

の公立高等学校適正配置計画策定の考え方や道財

政の厳しさも加わって統廃合の比重が高くなり、

学校存続が危ぶまれるところであります。 

 仮に、高等学校がなくなった場合、生徒の他町

への下宿等に伴う父兄の負担増のみならず、教職

員の転出に伴う町内消費機会が失われるなど、町

内唯一の高等教育機関の減が町内経済に与える影

響にも大きなものがあります。 

 このため、福島商業高等学校の存続に向けた検

討委員会を本年１月に設置し、北海道に対する存

続要請活動をはじめとして、今後、広く町民の意

見を集約しながら存続に向けた方策を確立してま

いります。 

 ９、学校給食の充実について。 

 食育基本法が制定され、食に関する教育の重要

性や安全性が再確認される中、学校給食はその大

きな役割を担っていることから、子供たちの成長

過程における食育の大切さを学習に取り入れ、地

産地消を図りながら、安心、安全、安価で栄養豊

な美味しい給食を提供してまいります。 

 また、老朽化の激しいセンター施設の維持管理

については、改修を含め本年度中に一定の方向性

を確定したいと考えております。 

 生涯学習・社会教育の推進。 

 第４次福島町社会教育中期計画に基づき、町総

合開発計画に沿いながら生涯学習の拡充と情報提

供、さらには指導者の養成と環境づくりに努めて

まいります。 

 １、生涯学習の推進について。 

 少子高齢化社会にあって、幼児から高齢者まで

の各階層における学習ニーズに対応するため、地

域の特徴を生かした各種講座、学級などの学習機

会の提供に努めてまいります。また、異世代間の

交流については、活動組織・活動機会・指導者な

どの支援体制づくりを、地元関係団体等とも連携

を図りながら確立してまいります。 

 ２、社会教育団体への支援について。 

 各種社会教育団体は、自主的な運営・維持・活

動が基本ですが、高齢化などによる組織離れが見

受けられることから、団体活動の奨励と組織強化

のため、指導体制の強化と助言を図ってまいりま

す。 

 ３、芸術文化の振興及び文化財保護などについ

て。 

 各団体と連携した芸術鑑賞や教室の開催、さら

には町文化団体連絡協議会を中心とした町民文化

祭の開催など、町民が広く芸術文化に触れる機会

を提供しながら、その振興を図ってまいります。 

 また、北海道文化財に指定されている宮歌文書

や既存の文化財などを保存活用するとともに、郷
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土芸能の継承や保護に努めてまいります。 

 ４、図書室の利用について。 

 昨年度より始まったブックスタート事業は、乳

幼児の健診時に絵本の読み聞かせをしながら本を

渡すということで、お母さん方にも好評であり、

本年度も、ボランティアグループの協力を得なが

ら実施をしてまいります。 

 図書室については、幼児コーナーの充実や閲覧

場所の拡大等、利便性をさらに図ってまいります。 

 昨年度より実施している図書愛読者バス移動事

業につきましては、白符・吉岡地区で児童・生徒

に直接貸し出しを行って好評を得ておりますので、

本年度も継続して実施してまいります。 

 また、道立図書館との連携による相互貸し出し

など、さらなる利用の拡大に努めてまいります。 

 ５、スポーツの振興について。 

 スポーツ活動の拠点としての総合体育館や町民

プール、パークゴルフ場などの体育施設の健全な

管理運営に努めるとともに、世代に応じた町民皆

スポーツの推進、より広域的な各種大会の実施に

より、さらなるスポーツの振興・強化を図ってま

いります。 

 以上、平成１８年度福島町教育行政執行方針と

いたします。 

○議長（溝部幸基） 以上で、平成１８年度町

政執行方針及び教育行政の執行方針の説明を終わ

ります。 

 ―――――――――――――――――――― 

    ◎一 般 質 問 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 日程第６ 一般質問を行

います。 

 一般質問は、４名の議員から提出されておりま

すので、通告順に従い進めてまいります。 

 ３番滝川明子議員。 

○３番（滝川明子） 今回、私は２項目の質問

を提出いたしました。１項目目は、税制改正によ

る影響についてでございます。 

 平成１７年度に引き続き、さらに１８年度も税

制改正が実施されようとしています。 

 その内容は、１、６５歳以上の高齢者（所得金

額が１２５万円以下）に係る非課税措置の段階的

廃止。２、配偶者特別控除の廃止。３、定額減税

の縮減などがあります。この控除廃止や見直しに

より、国保税や介護保険料などに影響が出ると思

われます。 

 １、これらのことを、広報等で町民にわかりや

すく説明することが大事でないかと考えますが、

いかがですか。 

 ２、改正による国保税や介護保険料などの町の

財政面及び町民の負担額の状況をお知らせくださ

い。 

 ３、改正による町民の自己負担増に対する、町

としての補てん施策をどのようにお考えですか、

伺いいたします。 

○議長（溝部幸基） 村田町長。 

○町長（村田駿） ３番滝川明子議員のご質問

にお答えいたします。 

 議員からのご質問にもありますとおり、昨年の

地方税法の一部改正する法律により、６５歳以上

の老齢者控除５０万円の廃止。控除対象配偶者に

あたる場合の特別控除の改正及び特別減税の限度

額と率の引き下げなどが、平成１８年度より実施

されることとなっております。 

 ただし、国保税及び介護保険料においては、町

民負担が増加することから、法律の改正に基づく

緩和措置としての条例改正を予定しているところ

でございます。 

 そこで、議員ご質問の１点目の、町民への周知

でございますが、今後、町税条例等の一部改正後

において、税務広報などを通して周知する予定で

ございます。 

 ２点目の、改正に伴う町民の負担関係でござい

ますが、まず、国保税の町民負担においては、公

的年金収入が１７３万円以上の場合には、平成１

８年度が９,１００円の増、平成１９年度が１６,

９００円の増、平成２０年度で２６,０００円の

負担増となります。 

 介護保険料では、非課税の方は１・２段階です

が、均等割課税になる方につきましては３から４
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段階への移行となり、それに伴って負担増となり

ます。なお、全体的な負担額につきましては、町

民税、国保税及び介護保険料とも、現在、１８年

度町道民税の申告中であることから、正確な金額

等は把握できておりません。 

 また、町の財政面におきましては、町民税で均

等割世帯の増を見込んでいるほか、国保税及び介

護保険料は、現状においては該当者が何名いるの

かの把握はできませんが、多少の収入増を予定し

ております。 

 ３点目の、町民の負担増に対する町の補てん施

策についてのお尋ねでございますが、町民負担の

緩和措置策としては、国の方針に基づき条例の一

部改正を行ったうえで対処していくこととしてい

るところでございます。 

○議長（溝部幸基） ３番滝川明子議員。 

○３番（滝川明子） 再質問いたします。 

 周知につきましては、わかりやすい書き方でお

願いしたいと思いますが、税制改正による影響が

全体的に、正確な金額でなくとも、お知らせいた

だきたいのでございます。国民健康保険や、介護

保険料のほか、保育料、公営住宅家賃など、もろ

もろに影響が及ぶのではないでしょうか。大変心

配でございます。 

 そして、補てん施策も、国の方針による緩和措

置は当然のことといたしまして、町独自での対策

はお考えになりませんか。国の制度改正ですので、

自治体レベルでは難しいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○町長（村田駿） 村田町長。 

○町長（村田駿） 町民に対する周知について

は、当初、町の広報誌等での周知ということでも

相談しましたが、その文面が非常に多いというこ

とで実は税務広報で周知したいと。そういうこと

で、現課のほうとの事前の協議の中では、そのよ

うなことでありました。 

 ですから今、きたものをただ印刷するとかでは

なく、要点については抜粋するなり字を大きくす

るなり、いろんなそういう形の中で、町の人がわ

かりやすい方法で周知はぜひしていきたいなと思

っておりますので、ご理解のほど、お願い申し上

げます。 

 それと、あとさきになりますけれども、町独自

の緩和措置でございます。財政が裕福であれば本

当はやりたいです、私としては。ただ、やはり前

も議員のほうから今の灯油の高騰についての、い

ろんなそういうご質問もありました。そのときに

も申し上げましたけれども、灯油はまだ、いまだ

もって下がらないで高騰しております。ですから、

あの１２月の段階で私は、今後ともそういうこと

が続くようであれば、それは検討していかなけれ

ばならないというご答弁申し上げていると思いま

す。 

 ですから、確かに今回の税の問題も、町の方々

にとってはいろんな面で影響あることなのですけ

れども、やはり町独自のそういうような緩和措置

については今この場で、私はやはり国のそういう

ような基準に基づいたもとでの条例改正をまずし

なければならないと。それとご承知のとおり、そ

の前段でもっとこれから検討しなければならない

ことも、先ほど触れた件でございます。 

 あわせて、ご承知のとおり、１８年度が福島町

の自立プランのスタートの年でもありますし、で

きれば私どもは、そういう状況を踏まえた中でこ

れらの改正についても検討はしなければならない

と思いますけれども、当面は先ほど申し上げまし

たとおり、国のそういうような法の改正に基づい

た中での緩和措置で対応していきたいなという考

え方でございます。 

 それから、２点目の具体的ないろいろな内容、

それらについて今、保育料まで含んでご質問あっ

たわけですけれども、その辺の全部、先ほど申し

上げましたとおり、今現在、申告中でございます。

ですから詳しいことはなかなかご答弁できないか

と思いますけれども、わかる範囲の中で数字的な

こと等については税務担当のほうからご答弁申し

上げたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○町長（村田駿） 新山税務グループ参事。 

○税務グループ参事（新山佳隆） 平成１７年
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度の地方税法の改正に伴って、老年者控除の廃止

５０万円。これが１７年度課税状況を見ると、当

町の場合１０８人が該当しております。 

 それから、控除対象配偶者にあたる場合の特別

控除の改正。これがだいたい、共稼ぎ夫婦が３５

０人くらいかと想定しています。 

 それから、公的年金収入の控除の改正１４０万

円から１２０万円になった関係では、これも該当

者は１０８人程度と見込んでおります。 

 それから、特別減税の改正で限度額が４万円か

ら２万円、率が１５パーセントから７.５パーセ

ントになった関係で、昨年度は町内で１,５２６

人が該当しております。 

 それから、１７年度課税状況による６５歳以上

の公的年金の収入ですが、１２０万円から１４０

万円以下の該当者がだいたい５２名くらい。それ

から１４０万円から５００万円以下の該当者が５

６名。 

 それから、１７年度で町税条例の一部改正を行

っているのですけど、非課税措置から均等割にな

る緩和措置ですけれども、１８年度は３分の２減

額しまして、均等割３,０００円課すわけなので

すけれども、これを１８年度は１,０００円、１

９年度は２,０００円、２０年度からは３,０００

円ということになっています。ちなみに、今年の

申告でいきますと、夫婦２人で１９２万８,００

０円の年金収入であれば非課税措置ということに

なると。 

 それから、１８年度の地方税法の一部改正では、

町民税の均等割の加算額の改正。これが行われよ

うとしています。これも、現行１８万円の加算を

１６万８,０００円。１万２,０００円の減。 

 それから、公的年金収入の控除改正に伴う国保

税の緩和措置。これも、１８年度税制改正で現在

審議中でございますけれども、１４０万円から１

２０万円に２０万円減った分に対して、１８年度

は１３万円の控除、１９年度は７万円の控除、２

０年度からは控除なしと。このような段階的な措

置を踏もうとしています。年金収入が１６６万円

までは国保税の所得割は課せられないと。 

 それともう一つ、介護納付金の１万円アップが

今回予定されてございます。税関係は以上でござ

います。 

 全体額の把握については、現在確定申告中なの

で、それらを見なければ、納税通知書を発布する

までにはわかりますけれど、それまでちょっと掴

めませんので、ご了承願います。 

○議長（溝部幸基） ３番滝川明子議員。 

○３番（滝川明子） 町長が、町民の経済的負

担や経済に及ぼす影響等を憂慮しながら、お気持

ち、施策等にもお話いただいたと思います。 

 多少の収入増というのは必ずや出てまいります

ので、大変な状況の中であっても、例えば高齢者

の所得の低い方等に福祉灯油等、ご検討、前向き

にしていただければなというふうに思います。 

 それと、共働きの若い世代、子育て中の若い世

代に影響が出てくるのではないかと思いますので、

保護及び準用保護児童・生徒の、いわゆる就学・

就園援助の周知が大事だと考えますけれども、こ

れまでより取り組み方を強めていただくといった

ことはいかがでしょうか。 

○議長（溝部幸基） 暫時休憩いたします。 

   ―――――――――――――――― 

    （休憩 午前１１時５５分） 

    （再開 午後 １時１０分） 

   ―――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 村田町長。 

○町長（村田駿） 先ほど、３番議員さんから

のご質問、何点かございました。そういう中で、

まず保育料等の絡み、そしてまた住宅料等の絡み、

あるいはまた準用保護等、就学援助の関係でのご

質問ございました。これらについては、個々に担

当課長並びに参事のほうからご説明させたいと思

いますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（溝部幸基） 花田修一福祉グループ参

事。 

○福祉グループ参事（花田修一） それでは、

今町長言いました、保育料のほうの税制改正に関
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する影響を申し上げます。 

 税制改正の中身、年金関係と、それから定率減

税の改正でございます。 

 それで、保育所のほうの保護者の方につきまし

ては、まず、年金いただいている方について、今

のところはおりません。今後もいないと思います。

それで、税制改正の年金の関係では影響はないか

と思います。 

 それで、税制改正のほうでは、現在４万円が２

万円下がると。逆に言うと、２万円の所得税が多

くなるわけでございます。その関係でランクが一

つ上がる方も考えられます。 

○議長（溝部幸基） 花田典明建設課長。 

○建設課長（花田典明） 町営住宅の関係でご

ざいますけど、入居されている方で、６５歳以上

で公的年金受給者の該当者は３名ほどでございま

す。以上でございます。 

○議長（溝部幸基） 花田忍教育次長。 

○教育次長（花田忍） 学校の就学援助費の関

係でございますが、先生、前にもご質問されてい

まして、流れとしてはおわかりだと思うのですが、

もうすでに１月中に各学校の校長先生を通しまし

て、全家庭に配付をしてございます。 

 それで、今月中にあがってくるわけなのですが、

現状的に申しますと、これから所得だとか書類審

査をしまして確定していくことになると思います

が、申請件数は去年に比べたら多いのかなという

ふうに捉えています。もう少し、今月いっぱい時

間かかると思いますが、そういう状況でございま

す。 

○議長（溝部幸基） よろしいですか。 

 ３番滝川明子議員。 

○３番（滝川明子） ２項目の質問をいたしま

す。 

 市町村合併の現局面についてでございます。 

 合併新法による今後の合併の枠組みや組み合わ

せを考える、道の合併指針（クラスター分析）が

出され、４月ごろから各市町村への意向調査が行

なわれ、７月には道の最終合併推進構想が策定さ

れようとしております。 

 執行方針で触れられておりますので、次のこと

をお伺いいたします。 

 １、道案の人口３万人以上との合併基準は厳し

過ぎませんか。 

 ２、役場距離８０分との道案、合併基準も遠す

ぎませんか。 

 ３、昨年暮れの町村のあり方グランドデザイン

では、北海道町村会、首長の多く、６２パーセン

トは広域連携を指向しておりますが、福島町長は

いかがお考えでしょうか。以上でございます。 

○議長（溝部幸基） 村田町長。 

○町長（村田駿） お答えいたします。 

 ご質問の市町村合併問題に関しましては、現在、

北海道市町村合併推進審議会で審議が進められて

おり、先般、合併の組み合わせのたたき台となる

クラスター分析結果が示されたところでございま

す。 
 これに関するご質問として、１点目の人口３万

人以上及び２点目の役場距離８０分の合併基準に

つきましては、必ずしもその数値にこだわるもの

ではなく、あくまでも目安として示されたもので

あり、自治体間において合併が選択された場合の

組み合わせによっては、その数値が異なる場合も

当然あるものと理解しているところでございます。 
 ３点目のご質問であります町村のあり方のグラ

ンドデザインにつきましては、北海道町村会にお

いて町村の意向と地域事情を加味したうえで集約

し、北海道における市町村合併推進構想策定にあ

たって検討いただくべく、昨年末に北海道町村会

より北海道知事に提出したところでございます。 

 集約は、広域連携指向、合併指向、単独指向の

３形態での集約となりましたが、ご質問にありま

すように、全道的には広域連携指向が全市町村の

６２パーセントとなったところでもございます。 

 松前町との合併協議が整わず、自立プランを策

定し単独の道を選択した当町にあって、私も、当

面は広域的な連携を求めるものでございますが、

将来的な行財政の運営を考えた場合、クラスター

分析に基づく２町協議にとどまらず、大規模な合

併を視野に入れた検討も必要になってくるものと
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考えております。 

○議長（溝部幸基） ３番滝川明子議員。 

○３番（滝川明子） 道が示した合併組み合わ

せ基準の中核をなす、人口３万人以上、役場距離

８０分について、基準は目安であり、許容範囲も

あろうとのお答えですが、基準自体が厳しすぎま

せんかとお伺いしましたので、私が考えます厳し

さを５点述べまして、再度、町長のお考えをお伺

いいたします。 

 １、新法下で１万人を目安にしているのと比べ

ても厳しすぎます。整合性がありません。 

 ２、３万人以上なら福祉、教育など、行政サー

ビスも向上するというのは、根拠がありません。

むしろ、小さいからこそ住民と自治が輝く町づく

りができるのではないでしょうか。 

 ３、道案は、３万人以下の小さい市町村を認め

ないとするもので、現憲法の地方自治の根本精神

を踏みにじるものではないでしょうか。 

 ４、役場距離８０分も遠すぎます。マイカーで、

時速４５キロで８０分で到着すればいいとする道

案は、マイカーを持たない住民は、自治から除外

されてよいという主権者無視ではないでしょうか。 

 ５、住民に密着したサービスは、人のつながり

や温かみが保持できる距離で提供されるのではな

いでしょうか。そして私は、町村のあり方のグラ

ンドデザインに大いに共鳴いたしましたので、町

長の、当面は広域的な連携を求めるとのお考えに

共鳴いたしますが、合併についての検討も必要と

のことは、現局面でのお考えですか。 

○議長（溝部幸基） 村田町長。 

○町長（村田駿） 大きく分けて５点にわたっ

ての再質問でございますけど、まず旧法では、１

万人以下と。１万人を目安ということでのことで

ございました。それが今、３万人を目安というこ

とになりましたのは、やはり私からあらためて申

し上げるまでもなく、今回のクラスター分析にお

いては、道内市町村の人口と住民一人あたりの歳

出をみたとき、人口規模が大きくなるにつけ一人

あたりの歳出が減少し、概ね人口３万人程度から

一定となると。そういうような形の中での、これ

は平成１５年度の決算統計から北海道が割り出し

たようですが、そういうようなことでの３万人規

模という一つの目安かと思ってございます。 

 また、８０分のこの目安というのは、人事院の

規則にあるのですけれども、通勤困難の基準とし

て通勤距離６０キロメートル以上であるとされて

ございます。旧法下での合併市町村における関係

市町村の最大役場間の時間距離でございますけれ

ども、いちばん少ないのは北斗市。上磯と大野間

の１１分でございます。平均３９分と聞いており

ます。最大は石狩市で、石狩市と浜益村及び日高

町の日高町と紋別町の７７分となっているそうで

ございます。通勤可能な時間範囲の上限との整合

性から８０分が許容された時間距離の範囲として

示されたものと私は思ってございます。 

 そういう中で、今、議員８０分を一つの境とし

て、それ以上離れた、例えばそんなに遠くなった

ときにおいては、小さい自治体は主権者が無視さ

れたようなことになるのではないかと、そういう

発言もございました。 

 それで私は、今すぐ合併が云々という、そうい

うような、先ほど申し上げましたとおり、考え方

ではなく、それでなくても福島町は、いちばん近

い松前町との法定協議会を立ち上げて、合併した

段階で、やはりこういうクラスター分析だとか、

こういうもの全く関係なく合併法定協議会立ち上

げました。それが、やはり協議が整わなかったと。

そういう事例があるわけです。それで、なんとか

当面は自主自立の町を進めたいという形の中で、

町民の皆さん方にご迷惑をかけますが、あるいは

また職員もさまざまな知恵を出し合って、給与等

の削減もしながら当面は自主自立の道を選びたい

と。そういうことでの自立プランの策定を進めた

わけです。 

 それで、執行方針の中にもありましたとおり、

また最初のご答弁でも申し上げましたとおり、私

は、やはり基本的には当面は広域的な中でものは

進めなければならないのかなと。そういう一方、

合併、あるいは連携・連合は別にして、昨年から

４町で協議していることは、例えば火葬場の関係
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だとか、給食センターの関係だとか、あるいは国

保会計、あるいはまた教育委員会の関係。合併協

議は別として、そういうようなことが、事務の広

域化、簡素化が４町でできないだろうかと。そし

てまた、その中で２町でできるものはないだろう

かと。そういうようなことで今、対応しているわ

けでございます。 

 ですから、今回は道が示されたこういうような

クラスター分析なり、そういうことでございます

が、私はやはり、それはそれとして、道なりの指

導が雪解けとともに始まると思いますが、そのと

きにおいては、やはり充分耳は貸さなければなら

ないし、思いはそれなりに対応はしなければなら

ないと思いますけれども、冒頭申し上げましたと

おり、当面は、今そういう形の中で自立の道は選

択したわけですから、そういう方向の中で福島町

はやっていかなければならないなと。 

 あわせて、私は基本的に人口の規模だとか距離

だとかというのを、あまり私自身は個人的には執

着してございません。やはり今の福島町、６,０

００人切ったこの人口規模の中で、先ほど執行方

針の中でも話しましたとおり、４分の１が高齢者

世帯、３１パーセントが高齢化率と。そういう中

で、やはり私は福島町として、福祉なり、また産

業振興なり、町の人が納得した行政を、そういう

体制を取っておくことが、合併は別にして非常に

大事なことであるだろうし、どこと合併協議する

ようなことがあったとしても、福島町の自治組織

が毅然としたものであればいいのではないのかな

と。そういう考え方でこれからの合併等について

は、やはりそういうテーブルにつく機会があれば、

そういう形の中でただやっていかなければならな

いなと。 

 ただ、いちばん懸念するのは、やはりうちの町

も、あらためて申し上げるまでもなく過疎でござ

います。そういう過疎の市町村どうしが合併して、

例えば将来的に財政の効率化や基盤強化が図られ

るのかなと、そういう懸念も一方ではしておりま

すし、それがおのずから、そういう状況の中で町

づくりや行財政の効率化ということも、基盤強化

が図れるのかなとか、そういう心配もあるわけで

すが、ただいずれにしても、そういう合併、クラ

スター分析に基づいたことは、間もなくそれは支

庁、道のほうから下がってきますが、今ご答弁申

し上げましたような姿勢の中で、これらの問題に

ついては福島町長として対応していきたいなと。

そういう考え方でございます。 

○議長（溝部幸基） ３番滝川明子議員。 

○３番（滝川明子） 町長、私は、条件が整っ

た必然性のある合併なら進めるべきと考えている

のです。必然性は、地域に住民の一体感があると

か、包み隠しのない情報公開、あるいは地域政策、

町づくりの共通の認識を持つ。そして、これらを

熟成させる充分な協議時間といった条件が整って

いればよろしいのですが、これが整っていないた

めに合併が進展しなかったと考えております。 

 現局面では、すでに合併した自治体。今現在、

自立を選択している自治体。どちらがその地域の

自治にとってプラスの効果をもたらすかというこ

とを今少し、５年から１０年でしょうか。観察す

る期間を置くべきだと思います。 

 これから後に合併問題の一般質問も他議員から

ございますので、あえてこんなお話をいたしまし

たが、こういったことをやらないで必然性のない

合併を進めるということになれば、もたらす禍根

というものは非常に大きいものではないかと心配

しております。 

 いかがでしょうか。最後の質問にいたします。 

○議長（溝部幸基） 村田町長。 

○町長（村田駿） 合併ということを考えます

と、約６,０００人弱の福島の町が、どういう形

で残るかということになるわけです。 

 ですからまた、うちが、私自身が、例えば近辺

に非常に財政的に魅力のある、そしてまた福島町

の考え方を充分掌握してくれる、例えばそういう、

うちから見て町があったとしても、うちがそうい

う希望をしても、相手が今度、そういうような気

持ちになるのか。やはりそういうことだと思うの

ですよ。 

 ですから、私はやはり、ただそういう状況の中



 － 25 － 

で、やはり検討しなければならないのは、まずこ

の西部地区の４町、そして函館圏域まで入れたも

のの中で将来的には考えなければならないのかな

と。財政面だとかいろんなことを考えると。その

ときに、そことどうのこうのということでなく、

先ほど申し上げましたとおり、合併は、当面私自

身は広域連携ではいきますよというお話している

わけですから、そういう中で事務の簡素化なり、

繰り返しますけれども、そういう事業が、共同で

例えば施設が利用できることだとか、いろんなそ

ういうことをやることによって、隣町、近隣町村

等とお互いには合併しなくてもまた、生き残れる

方法がないものかなと、そういう考え方です。 

 ただ、一番懸念しているのは、先般も松前町で

４町の議員さんの研修会ございました。道の講師

の方が、やはり４町の起債比率のことでも触れて

いました。私どもは、やはり福島町の財政一つを

見たときにおいては、来年度以降は大変だなと。

あと交付税は、どういうような見直しになるのか

なと。そういう心配はしてございます。現状のま

までは、やはり福島町も非常に財政的にはかなり

厳しくなっていくなと。そのために今自立プラン

をやっている中で、いかにしてあと産業振興なり、

それから町の人には我慢してもいながら、一方で

は支援するものをしながら、やはりそういうよう

な福島町として毅然とした姿勢の中でやっていか

なければならないのではないのかなと。 

 ですから、執行方針でも触れていましたとおり、

合併等そういうようなことが示されたときにおい

ては、従来と違って、やはり町の人にそういう情

報提供しながら、ですから議会の皆さんともども、

私も町民の代表でございますし、議員の皆さん方

も町民の代表でございます。ですから、いろんな

形の中で協調性持ってとり進めていきたいという、

そういうような執行方針述べたつもりでございま

すので、どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（溝部幸基） よろしいですか。 

 次に、６番平沼昌平議員。 

○６番（平沼昌平） 福島商業高等学校の存続

と当町の対応について、町長と教育長にお尋ねい

たします。 

 平成１１年１１月に道内公立高校統廃合の具体

的基準を初めて盛り込んだ有識者検討会議による

中間報告をもとに、道教委が道内１８か所で「意

見を聴く会」を行いました。それから７年目を迎

え、このたび道教委の高校教育指針の素案が初め

て打ち出されました。渡島管内では７校で、全体

の４割ほどの高校が再編されることになると、２

月２３日付けの北海道新聞、２４日付けの函館新

聞に報じられました。 

 福島商業高校も再編対象になっている状況の中

で、当町としては、福島商業高校存続に向けた検

討委員会を立ち上げ存続要請活動をしております

が、その状況と今後の計画についてお伺いします。 

 さらに、同校の商業科ならではのめずらしい教

育活動である町民対象の人材派遣会社立ち上げや、

見学旅行先での販売実習事業などの導入は、生徒

の就業意欲向上に一定の成果をあげるとともに、

地域物産の知名度を上げる一助になっていると感

じます。 

 これらのことを踏まえ、同校存続が無理になっ

たときに、行政として地域色を生かし、さらに就

業意欲を高める職業科を望む子供たちの学習の場

をどのような体制で確立するのか、お伺いいたし

ます。 

○議長（溝部幸基） 村田町長。 

○町長（村田駿） ６番平沼昌平議員のご質問

にお答えいたします。 

 福島商業高等学校の存続に関するご質問でござ

いますが、近年におけるの入学者の減によって、

平成１７年度より一間口となったことを受け、当

福島商業高等学校も統廃合の対象となる可能性が

生じたことから、町内各学校ＰＴＡや高校同窓会、

さらには町内有識者等の構成による福島商業高等

学校存続検討委員会を本年１月に設置し、去る２

月１５日に第２回目の会議を開催しております。 
 会議においては、北海道に対する存続要請活動

をはじめとして、今後、広く町民に状況を周知し

ながら署名活動を行うなど、高校の存続に向けた
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取り組みを進めていくことを確認いたしていると

ころでございます。 
 議員お考えのように、当商業高等学校が商業課

程ならではの人材派遣や販売実習などの特色ある

実践活動を行っていることに対し、私も大きく評

価をしているところですが、存続が無理になった

場合には、行政として生徒の学習の場をどのよう

な体制で確立するかというご質問につきましては、

そのような状況に至った場合には、進学を希望す

る生徒において、他市町の高校への通学、あるい

は下宿などという対応を余儀なくされるところか

ら、父兄の負担増を考慮した場合、高校奨学資金

貸付制度などの充実を図るなどの対応検討も必要

になってくるものと考えております。 
 しかし、福島商業高等学校の存廃は、生徒・父

兄のみならず、町内経済に与える影響も大きいも

のであるところから、まずは存続に向けた活動に

積極的に取り組んでまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 
○議長（溝部幸基） 金谷教育長。 

○教育長（金谷裕） ６番平沼昌平議員のご質

問にお答え申し上げます。 

 質問事項は、福島商業高校の存続と当町の対応

についてでありますが、基本的な考え方につきま

しては町長からお答え申し上げました。教育委員

会としての考え方を申し述べます。 
 北海道教育委員会におきましては、平成１２年

に１９年までの公立高等学校の基本指針と見通し

を策定し、一間口一学級の学校については統廃合

の対象とし、定員の半数に満たない状態が２年連

続した場合には募集停止になるとしております。 
 また、平成２０年度以降の高校教育に関する指

針を１９年度中に策定することとしており、この

たび、その試案がまとまりましたが、その試案に

おいては、一学年３学級以下については原則再編

の統廃合の対象とされているところから、福島商

業高校も該当することとなり、存続が危ぶまれる

ことになります。 
 そのため、教育委員会といたしましても、町長

が先に答弁をしておりますが、今後の新しい２０

年以降の公立高等学校適正配置計画の中で、キャ

ンパス校などを包含した存続の可能性を高めるた

めにも、存続に向けた各種運動を積極的に展開す

ることが必要と考えております。 
 しかし、ご質問にもあります、存続の道が絶た

れた場合には、生徒は他の市町への通学をしなけ

ればならないこととなり、父兄の負担増が生じて

まいります。残念ながら、そうした状況の場合に

は、教育委員会といたしましても、町長とも協議

のうえ、父兄の負担を軽減するための奨学資金貸

付制度の促進・充実などの支援策を検討してまい

りたいと考えているところでございます。 

○議長（溝部幸基） ６番平沼昌平議員。 

○６番（平沼昌平） 再質問をさせていただき

ます。 

 本年１月に、福島商業高等学校存続検討委員会

を立ち上げております。この立ち上げの時期、ま

た存続に対しての危機意識を、まず、いつごろ持

たれたかという点についてでありますけれども、

平成１１年の１１月に道内公立高等学校統廃合の

具体的基準を初めて盛り込んだ有識者検討会が、

中間報告をもとに道教委に答申しております。そ

の道教委が、道内１８か所で巡回の説明会を開い

ているということはもう、１回目の質問で述べて

あるとおりだと思います。これは意見を聞く会と

して、次の月の平成１１月１２月１３日から説明

会は始まっております。 

 少子化と過疎を背景に、報告の主旨は、道内市

町村の半数近くの統廃合検討対象であるといわれ

ましたものについてでございますけれども、おお

まかにその中で統廃合の基準は、同一市町に複数

校があり適正規模を下回る学校があると。ここで、

素案で言っている適性規模というのは、一学年４

学級から８学級以下のものを適正を下回るとして

おるのですね。それから、一つの通学圏の中に適

正規模を下回る学校があると。３点目として、自

治体に１校だけでも近隣への通学が可能で、かつ

適正規模を下回る場合とした、３点に素案がまと

められたもので、説明会、また意見を聞く会が進

められていったと思うのです。 
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 この段階で、福島商業高校が平成１１年暮れか

ら１２年にかけて、どの位置にいたかということ

なのです。私は、本年１月に立ち上げた検討会は、

この意見を聞く会が出されてから、もう１２年の

１月に道東のほうでは、少子化による統合という

道教委の総論はわかるのですけれども、地域から

高校はなくせないといった道東のほうの自治体が、

すでにもう検討委員会を立ち上げているという現

状を考えたときに、やはり福島町として、また教

育委員会として、少しこの時期的な対応が遅かっ

たのではないのかなという気がするのです。 

 その点に関して、町長、教育長それぞれ見解の

違いがあると思うので、その点を１点目としてお

聞きしたいなと思います。 

 それから、町長に対して２点目なのですけれど

も、会議では、北海道に対して存続要請活動や町

民に対しての署名活動を行い、高校存続に向けた

取り組みを進めていくと１回目のご答弁をいただ

きました。ともに会議にされて、またその会議の

会長として、存続するためには少子化の中、入学

者数の確保も必要になってくると思います。その

ためには、魅力のある学校教育をどのようにアピ

ールするか。これから福島商業高校と行政と、ど

のような連携を取るのかについてお聞きしたいな

と思います。 

 また、地元高校に入学するということは、地元

に残って就業する魅力を確保すべきものだと私は

思うのです。地元経済も低迷しておりますけれど

も、地元の高校を卒業した子は、なるべく地元に

残ってもらうと。こういう受け皿対策も今後は必

要ではないのかなと思うのです。 

 行政として、これからどうこの問題にサポート

していくかという点について、入り口と出口をサ

ポートするかという点ですけれども、それについ

てお聞きしたいなと思います。 

 教育長には、答弁の中でキャンパス校も包含し

た手法も述べられております。今、教育長の考え

ているキャンパス校、あるいは分校も含めて、ど

のようなものに想定しているのか。その中で、キ

ャンパス校にした場合、核となる高校、どこを考

えているのか。そして、そのキャンパス校整備を

するということになれば、そのインフラ整備はど

うしていくのか。つまり、道教委並びにその中心

となる高校と、どのようなものを考えていくのか。

これはまだ決まったわけではないですから、現時

点での教育長の素案といいましょうか、お考えを、

キャンパス校を持っている感覚でご答弁いただい

ても結構です。これを２回目の質問といたします。 

○議長（溝部幸基） 村田町長。 

○町長（村田駿） 福島商業高等学校の存続検

討委員会の立ち上げ、今までの北海道における高

等学校に対する見直しの指針等からいくと、遅い

のではないのかと。そういうご指摘も受けました。

私自身も、若干立ち上げが遅かったのかと。反面、

やはり適正配置計画ということにも私も積極的に

参加をして、道教委の説明等も受ける機会も２度、

３度ございました。 

 そういう中で、福島商業高等学校に対しての考

え方としては、たぶん普通科であればもっと早く

にそういうような統廃合の対象になっているので

はないのかなと考えます。たまたま福島商業高等

学校は職業科という位置付けの中で、そしてまた

適正配置計画の説明の中で通学困難校というよう

なお話も何度かされた経緯がございました。です

から、商業科という形の中で、この近辺では函館

市に職業科の学校が１校ございます。あと長万部、

あるいは八雲のほうに一間口ずつあるようでござ

いますけれども、職業課程に進みたい町内の子供、

あるいは近隣の子供方が、やはり函館であれば通

学困難校的な位置付けになるのかなと。そうする

と、道の適正配置計画とは全く別問題としての中

での存続について、私は道のほうに要請していか

なければならないのではないかというような考え

方で今回検討委員会の立ち上げもし、そしてまた、

私がその代表という形の中での位置付けでの２回

の検討委員会が終わっているわけでございます。 

 何度もお話しますけれども、私はやはり福島町

における子供方、その前段でそういう危険性があ

ったものですから、１６年度、１７年度と、福島

商業高校になんとか、少ない奨学金制度ですけれ
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ども入学時にその入学生に対して町からの３万円

のそういう支給をしながら、なんとか町内の人方

を中心に、現実的に残ってくれればなと。それが

本音で今まできていたわけですが、今年度も町内

に２つの中学校ありますけれども、１校のほうか

らは福島商業高校に入学者がゼロと。 

 そういうような報告も受けてございますが、や

はり私どもは、行政の責任者として町の経済的な

ことも含んで、それ以上に子供の進学することを

考えて、自宅から通えるそういう体制を取りたい

というのが主なのですが、反面、行政の立場から

いくと非常に、先ほど言いましたとおり、町の税

収なり、あるいはまた地方交付税なり、あるいは

消費の面でも、高等学校があるかないかによって、

かなり大きなウエートがあるわけでございまして、

危機感を持って今回は検討委員会を立ち上げたわ

けです。 

 ですから、高等学校においても独自性、それか

ら、そういうことを出したいために今高校でも危

機感を持ってカリキュラムの変更・見直し等をし

ているようでございますので、私どもにすると、

そういう形の中でやはり高校は高校として魅力の

ある学校づくりをしていただきたいし、私どもは、

また行政の立場の中でそういうようなことを広く

町内の父兄、あるいは近隣の父兄に、福島商業高

等学校が職業課程の中での魅力ある、そういうこ

とをこれからは学校側と充分連携取った中でアピ

ールしていかなければならないことでないのかな

と。そういう考え方でございます。 

 あと、私のほうでは、従来、商業高校の卒業生

について平成１５年等には、就職先が見つからな

いという形の中で、役場に一年間、臨職として高

校卒業生を２人入れて、そしてこれから社会に出

るための、そういうような準備もしてくださいと

いうことも言い聞かせながら、そういう体制も取

った経緯がございますが、財政が許すのであれば、

町のそういうような形の中で、積極的に高校の卒

業生については１人でも２人でも、正職とまでは

いかなくても臨職の中で対応できるようなことは

これからも私は検討していかなければならないし、

出来る限りそうしたいなと。 

 これが現時点での私の考え方でございますが、

やはり町内で就職される子供が何人かでもいると、

非常にやはり高校の位置付けというのは変わって

くるのかなと。そういうような考えもしてござい

ますが、いずれにしても今の２８名、そして今年

度、先般、入学試験終わりましたが、町内でも全

く希望する中学校がなかったと。これは、私は子

供だけでなく受験生の保護者においても、そうい

うような高校の魅力あるカリキュラムだとか、そ

ういう内容について理解していない人方も中学卒

業生の保護者の中にはいるのではないのかなと。

そういうような考え方もあるわけでございまして、

先ほど申し上げましたとおり、高校ではかなり、

魅力ある学校づくりということで今一生懸命校舎

内で先生方が取りまとめした経緯もございますの

で、これらについては、私は両方の中学校、ある

いはまた近隣の中学校等に、福島商業高校こうい

う学校ですということは、もちろん高校はやるで

しょうけれども、町としても側面からそういうこ

とについては支援し、協力していければなと。そ

ういう考え方でおります。 

○議長（溝部幸基） 金谷教育長。 

○教育長（金谷裕） 高等学校の存続検討委員

会、立ち上げ遅いのではというお話いただきまし

た。私がいちばん先に思ったのは、平成１７年に

２８人の入学者ということで一間口になりました。

それとあわせまして、高等学校の適正配置計画の

現地の説明会等に２度ほど伺って、そしていろい

ろ話を聞くうちにかなり危機感を覚えまして、町

長も１回目の春のときにはいっていただいたので

すが、そのときも町長とも一緒に話しまして、こ

れは、そのままでいけばという思いがありまして、

実はその１７年のうちに立ち上げたかったのです

が、１７年度中なのですが１８年の１月に立ち上

げたと。私自身もちょっと遅かったかなという思

いはしておるところでございます。 

 それと、魅力ある学校づくりということでのお

話でございますが、高等学校そのものが検討委員

会なるものを、今現在もございます。夏ごろから
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立ち上げていただいて、いろんな、町民にアンケ

ート取ったり、どんな形でいくと入学者多くなっ

てもらえるか等々いろんな、高等学校そのもので

やっていただいていますので、その成果もこれか

ら、先生方もあわせまして、いろいろ出てくるの

ではという思いは今しているところでございます。 

 それと、地元に残ってもらう受け皿づくりとい

うお話でございます。なかなか現実的には大きな

問題でございまして、簡単に右から左という形で

答えは出ないとは思いますけれども、町長と一生

懸命相談してまいりたいと、このように思ってい

るところでございます。 

 それと、キャンパス校の話出ました。２月の末

に新聞に大きく高校の教育指針という形で出まし

た。道教委の素案ということで大きく出ています。 

その中で８校が道南、それぞれ危ないという形で

大きく見出しが出ておりまして、その中にもキャ

ンパス校として、職業高等学校としましては、キ

ャンパス校という意味合いもありますよというこ

とが出ていました。前からもちらっとそういう話

が出ていたので、道教委に何回か聞いたのですが、

まだ確たる、１００パーセントこういう形でいき

ますよということはないのですが、先ほど町長も

お話していましたとおり、函館商業高校を核とし

て、まずセンター校として、今の道教委の考え方

は、函館商業高校をセンター校として、それの分

校という形になりますか。そういうことで生きる

道はあるかなという思いをしております。 

 ただ、今話しましたとおり、１００パーセント

固まっておりません。これが夏、あるいは秋口ま

でには、なんとか道としても固めたいという思い

でいるそうでございます。ただ、なかなか難しく

て、先生方のことやら学校のいろんな維持のこと

やらで、１００パーセントまだ決まっていないと

いうことなのですが、そういうことでも生きてい

ければ、私どもはともかくいいのかなと。 

 いずれにしても、単純になくならないで、いく

ばくでも運動して、少しでも延ばしていくとか、

いろんなことをやっていきたいなという思いをし

ているところでございます。以上でございます。 

○議長（溝部幸基） ６番平沼昌平議員。 

○６番（平沼昌平） ３回目の質問になります。 

 全体的に１８年とか１７年とかという、私、先

ほど２回目の質問では次元の話ではなくて、平成

１２年、１３年のときの危機感ということです。

それをどう捉えたかということでありまして、今

お聞きしたように、それぞれ問題意識というもの

も違っていますし、捉え方もまた違っていたよう

に私は感じました。その中で検討委員会立ち上げ

て、これからその検討委員会の中で充分話し合わ

れて進めていくことと思います。 

 今、福島商業高校、私もこの質問するにあたっ

て若干調べさせていただきましたけれども、もの

すごいことをやっている学校だなとつくづく感じ

ました。というのは、議員の勉強会等で、人材派

遣並びに、通常の学校であれば修学旅行でわいわ

いと楽しい思い出を作るはずの旅行にあたって、

地場産の物を販売して実習をしてくるということ

は、道内でも、ほとんどの学校ではそういうこと

はやっていないのかなという気がいたします。 

 それから、なんといいましても、インターネッ

ト等で調べてみますと、ここにキャリアガイダン

スという雑誌が６００円で売っておるのですけれ

ども、これは全国誌になるのですけれども、教育

の。その中で、キャリア教育を立ち上げて、実際

に立ち上げている学校ということで、いちばん先

になんと、開いてみますと福島商業高校がどんと

載っているわけなのですね。これは、載っている

学校は、北海道福島商業高校、それから東京実践

女子学園中・高、それから神奈川県の神奈川総合

産業高校、徳島県の阿南工業高校、高知県の高校

とか７校が代表的にあげられているのですけれど

も、こういうことを見るとやはり、先ほど町長も

おっしゃっておりましたけれども、学校自体で取

り組んでいるカリキュラムというのですか、そう

いう授業は、すごい斬新的な、しかも先進的な、

他校を率先して引っ張っていくことをやっている

のだなと、つくづく感じました。 

 その魅力を、どう町内、また町外の職業意識を

持ちたい、また勤労意欲を養いたいという子供た



 － 30 － 

ちに伝えていくかということが、これからの福島

商業高等学校の使命でもあるし、それをサポート

する行政のサポート体制でもあると思うのです。 

 その中で、先に質問、後ろ前になってしまいま

すけれども、教育長、先ほど函館商業高校という

名前も出しました。これは定かではないですよね、

今現時点では。そのためには、やはり距離感とい

うものも縮める必要もあるでしょうし、今からで

もそういう素案づくりみたいなものは、これから

考えていかなければならないのではないかなと思

うのです。やはり、なんといってもこれから事業

に使われていくのは、インフラ整備していかなけ

ればならないのはＩＴ関連のものになりますでし

ょうし、そういう基盤整備自体を道のほうになり

道教委なりに、ある程度、今の時期からでも、も

しそういう函館圏のものを中心校とするならば、

そういう考え方も町長ともども、これは考えてい

かなければならないのではないかなと思うのです。 

 基本とするべきは、やはり残念なことながら、

入り口と出口を行政としても町内の業者としても、

充分サポート体制が作れない。何年か前か江差の

商店街の人たちは、高校を卒業する子供たちのた

めにある程度優遇措置というか、行政と地域の民

間業者が一体となって、とにかく地元に残っても

らおうという働きをしております。一人暮らしが

したいというのであればアパートも借りましょう

というような、もう本当に、それが良いか悪いか

わかりませんけれども、過保護体制でも、とにか

く残ってもらおうと。そこまでしている自治体も

あるわけなのですけれども、今はやっているかど

うか、ちょっと私も今回のこれで調べていません

けれども、そういうところまでいかなくても、や

はりもっと、行政だけではなくて、いま町長は、

役場で臨時で使う、使わないの話の次元ではなく

て、町内にある程度そういう働きかけも、毎年、

毎年していく姿勢、土壌も、やはり持っていくべ

きではないのかなと思うのです。 

 そういう点も踏まえて、やはり地域で学校を支

えていくというような感覚をこれからは持ってい

くという気持ちを、私は持たなければならないの

ではないのかなと思うのです。 

 そこで３点目の質問に入っていきますけれども、

今、地域と連携していくということが、生徒の社

会性を伸ばすと。それから、地域の支援によって

学校教育の充実も図っていくと。それから、学校

の教育力の地域の還元。今、福島高校がやってい

る例えば人材派遣というものも、これは学校から

ある程度、その子供たちの持っている教育力を地

域に還元するということを、やはりこれからやっ

ていかなければならない。学校は、保護者や地域

住民の信頼に応えながら、家庭や地域社会と連携

して、地域全体でその学校に通う子供たちをサポ

ートしていくというものを、私はこれから進めて

いかなければならないということを言えば、教育

長はもう、すぐ学校の運営協議会制度をぱっと浮

かぶと思うのですけれども、そこら辺の地域の運

営学校、コミュニティースクールというのですか。

そういうものをやはり、先ほども言ったように、

地域産業の方々と作っていくという基盤整備、行

政としてこれからどう考えていくのか。その考え

方についてお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、今回の執行方針にもありました。私、

去年９月に教育長にお聞きしました。学校の統合

について、いつごろ、だいたいの指針が出るので

すかと。今回の執行方針を見るうえでは、どうな

のでしょう。前進的なもの見られるでしょうか、

この中で。私は特に感じないのです。去年の９月

となんら、地域の方々とのその説明会なり報告と

いうのはどうなのか、私は進んでいないような気

がするのです。 

 そこで、元来の中学校の統廃合と同時に、今も

う一つ新たな考えとして、中高一貫教育という体

制づくりで、この福島商業高校踏まえ、また町内

の中学校踏まえて、そういう考え方ができないか

どうか。そこら辺をお聞きしたいなと思うのです。 

 それによってある程度、中のカリキュラムは商

業科というふうになっておりますけれども、今、

道教委の基本的なものの考え方は、子供たちのあ

る程度のニーズに沿ったもので、自由というか、

結構余裕のある内容的になってきていると私は感



 － 31 － 

じるのですけれども、そこら辺の情報も得ている

と思うのですけれども、全くできないものなのか。

そういう素案も、中学校だけの統合ではなくて、

それはそれとしても、また中高一貫の教育体制で

町内で見るという考えはできないかどうか。 

 これ３点目、提案というか、私の考え方につい

てのご答弁になろうかと思いますけれども、３点

目の質問とさせていただきます。 

○議長（溝部幸基） 暫時休憩いたします。 

   ―――――――――――――――― 

    （休憩 午後 １時５５分） 

    （再開 午後 ２時１０分） 

   ―――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 金谷教育長。 

○教育長（金谷裕） まず、キャンパス校につ

いては、先ほどご答弁申し上げましたが、まだ道

のほうで１００パーセント決まっていないと。た

だ、これからもう夏あたりまでは煮詰めるという

ことを聞いておりますので、再三アタックしまし

て、そういう道があるかどうかを確かめていきた

いと。そのように思っているところでございます。 

 それと、現在の高等学校の運営等につきまして

の話でございますけれども、議員ご承知のとおり、

高等学校は道立でございます。それで、私の町教

委が入っていく中身につきましては、そんなに大

きくないということは充分ご承知だと思いますけ

れども、その中でも我々がお願いして、そして町

のために良かれと思ったこと、そして子供たちの

ためにも良かれと思ったことはどんどん発信して

いきたいと。このように考えているところでござ

います。それで、地域と連携、そして子供たちの

地域への還元、学校の還元等々そういう連携を図

っていけたらなおいいのかなという思いをしてい

るところでございます。 

 それから、中高一貫教育の話でございますが、

まずもって、高校が商業高校ということが、いち

ばんのネックになるのではという思いをしている

ところでございます、中高一貫教育に関しては。

それが普通高校であれば、ある程度うまくいくの

かなという思いしていますが、ただ、そんな中で、

去年も高校の先生が福島中学校へ来て授業をして

いると。それはそれなりに、私も聞いたり、そう

いうことをやっているということで、そういう交

流もしているということもございますので、少し

といいますか、線が細いのかもわかりませんが、

中高一貫教育とまでならなくても、そういう形で

の交流はしていけるのかなという思いもしている

ところでございます。 

 ただ、前段言いましたとおり、中高一貫、１０

０パーセントのそういう教育ということは、なか

なか商業科ゆえに、先生方のそれぞれのこともご

ざいます。科目のこともございます。それで１０

０パーセントなりにくいのかなという思いはして

いるところでございます。以上でございます。 

○議長（溝部幸基） よろしいですか。 

 ６番平沼昌平議員。 

○６番（平沼昌平） ２点目の質問を町長にお

伺いいたします。 

 ガゴメ昆布養殖事業による新たな産業の創出に

ついてと真昆布養殖事業の方向性についての考え

方をお聞きいたします。 

 平成１７年度、そして本年度の町政執行方針に

もあげているガゴメ昆布の養殖試験についてお伺

いいたします。 
 近年、ガゴメ昆布に含まれているフコイダン等

が抗ガン作用があるとされ、注目を集めておりま

す。 
 当町の基幹産業である真昆布の養殖技術を生か

し、ガゴメ昆布を使った新たな産業の創出を研究

機関と取り組み、地元に新たな産業として指導普

及する目的で養殖試験を実施することとなってお

りましたが、昨年度の養殖試験の成果と状況をお

伺いしたいと思います。 
 また、前年度の結果を踏まえ、本年度はどのよ

うな計画を持って当たるのか。さらに、これから

の真昆布養殖事業の展開を行政として、生産者に

どのように指導し一層の付加価値を付けていくの

かをお伺いいたします。 
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○議長（溝部幸基） 村田町長。 

○町長（村田駿） お答えいたします。 

 ガゴメ昆布につきましては、議員ご指摘の特に

フコイダンを活用した健康食品等の製品開発が進

められており、渡島東部地区を中心に養殖事業の

取り組みがされているところでございます。 
 当町においても、漁業協同組合と相談し、渡島

西部地区水産技術普及指導所等の指導のもと、平

成１７年１月に函館市南茅部地区より譲り受けた

種苗糸５０メートルを使い、新たな養殖事業をめ

ざした試験養殖を、養殖漁業者４名により実施し

たところであります。 
 試験経過については、８月末のすそ枯れ前の測

定では、平均葉長５０.７センチメートルと成長

は良くありませんでしたが、今年２月のすそ枯れ

後の測定では、平均葉長５８センチメートル、平

均再生葉長４６.３センチメートルと順調に生育

しており、今年７月末には、２年生ガゴメ昆布の

採取が予定されているところであり、これにより、

種苗段階から育成、製品づくり、出荷までの基礎

データを得ることができることとなります。 
 また、昨年１２月には、引き続き南茅部地区よ

り種苗糸２００メートルを譲り受け、１２名の養

殖漁業者による試験養殖を実施しており、２月段

階では、平均葉長９センチメートルの成長となっ

ております。 
 また、３月７日には、養殖部会が函館市戸井地

区に出向き、現地養殖漁業者から直接指導を受け

るなど、積極的に研修を進めており、新たな養殖

事業として漁業者の生産意欲も向上しているとこ

ろであります。 
 次に、真昆布養殖事業における今後の展開につ

いてのご質問でありますが、まずは、製品の品

質・付加価値の向上。次いで、生産段階における

未利用部分の有効活用による生産高の増大を図る

ことが、今後の事業展開の中で必要であり、漁業

協同組合と連携して指導をしてまいります。 
 特に、衛生管理の啓発と流通履歴の実証試験を

通じた付加価値の向上を図るとともに、「すきこ

んぶ」や「やわらか昆布」等の二次製品づくりの

普及拡大。さらには盛漁期における二番切、三番

切の有効活用による生産増大をめざすことができ

るよう、漁業協同組合、生産者ともども検討を進

めたいと考えております。 

○議長（溝部幸基） ６番平沼昌平議員。 

○６番（平沼昌平） 再質問させていただきま

す。 

 １回目のご答弁の、何か言葉尻を掴まえて再質

問する点もあるかと思いますけれども、まず、ガ

ゴメ昆布の試験養殖の考え方。それから、真昆布

生産体制に対する目的意識及び原因の把握につい

ての考え方について、お聞きしたいと思います。 

 昨年度の状況等は、今町長おっしゃったとおり、

確認いたします。今年７月の採取に向けて２年生

のガゴメ昆布に期待するものもありますし、当町

のデータとしての数値をとることも持っておられ

るように、今のお話ですけれども、ではどの程度

のものを当町として考えているのか。南茅部地区、

戸井地区で生産されているガゴメ昆布の生態に近

づけようとするものなのか。生育環境が違うし、

波高の違いもあります。さまざまな条件が南茅

部・戸井地区と、この福島地区とでは違うわけな

のですけれども、独自の目標管理というものをど

こにもっていって今試験栽培をしているのか。そ

れがまず、ガゴメ昆布に対しての養殖試験の考え

方についてお聞きしたいなと思います。 

 それから、真昆布の養殖事業に関してのご答弁

なのですけれども、これは、どこからどこまでの

範囲を行政としてかかわっていくのかという、そ

の点を明確にする必要性が、事業を効率的に進め

ていくためにも時間のロスを防ぎながら、必要で

はないのかなと思うのです。ただいまの答弁です

と、私としては、もうすでにやっているようなこ

とではないのかなと思うのです。 

 その中で、製品の品質確保、付加価値の向上。

生産段階における未利用部分の有効活用による生

産高の増大。特に、衛生管理の啓発と流通経路の

実証試験通じて付加価値を図る。二次製品づくり

の普及、拡大。盛漁期の二番切、三番切の有効活

用による生産増大。漁業組合と生産者ともども検
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討していくと。これはもうすでに検討して、事業

も進めていっている段階なのですよね。それで、

二番切、三番切、また二次製品づくりに対して、

なぜ順調にいっていないのかというような、それ

から、二次製品づくりの普及拡大をもっとするた

めにはどうしたらいいのか。二番切、三番切を結

局、未利用部分を、なぜ今まで利用促進できてい

ないのか。そういう問題点をどう捉えて、今後、

この目標を持って検討していくかということが私

は大事ではないのかなと思うのですけれども、そ

こら辺についてもお聞きしたいなと思います。 

 そして、それが１回目の答弁に対しての質問に

なりますけれども、２回目として主に２点ほどお

聞きしたいと思います。 

 ガゴメは、町長も知っていると思いますけれど

も、結局、フコイダンというものが持っている効

果が新聞報道で注目されてから、一気に品薄状態

になっております。 

 平成１６年度の北海道昆布事業協同組合の入札

価格表というのがあるのですけれども、それを見

てみますと、平成１６年の８月にキロあたり約１,

８００円であったガゴメの入札価格が１１月には

３,５００円と、ほぼ２倍になっているのですね。

それだけ価格が乱れているということは、ガゴメ

の品薄が始まっていると。結局、天然昆布が少な

く、養殖事業に必要性が出てくるというような結

果の数値なのですけれども、そのような中で、真

昆布に比べると２年も手間がかかると。種苗が高

い。それから、生産者は今現時点で真昆布の生産

が順調なわけですから、そのガゴメ用に転換する

というようなものには踏み切っていけないと思う

のです。 

 だけど、今行政としても養殖試験をやって、そ

の必要性をもって普及指導をしようとしている現

段階で、やはりある程度、真昆布事業者に対して

もその価値観を認めてもらうためには、生産者と

の接点に入って、なんらかの行政の支援策みたい

なものがなければ、ある程度真昆布で今順調に生

産している方々に、その理解を、ガゴメの必要性

というものも説いていけないのではないのかと思

うのですけれども、そこら辺の行政としての支援

体制。例えば今、その試験養殖をしている段階で、

これが軌道に乗せようとする段階では絶対そこで

壁にぶつかる問題だと思うのですけれども、そう

いう支援体制を現時点で考えておられるのかどう

かお聞きしたいなと思います。 

 それから、なんといっても真昆布の生産に関し

ては、高齢化がいちばんのネックになってくると

思います。この高齢化に対して、町としてどう体

制づくりを提案していくか。それをまた理解して

もらうか。協同化に向けたもの、また、さまざま

な手法をもって、ある程度生産者側に提案してい

かなければならないと思うのですけれども、その

状況等を踏まえて、将来計画についてどう考えて

提案していくのか、再度お聞きしたいなと思うの

です。 
 以上３点、２回目の質問にいたします。 
○議長（溝部幸基） 村田町長。 

○町長（村田駿） ガゴメ昆布につきましては、

基本的に汐首岬から南茅部地区と、恵山から函館

地区のほうで、同じ養殖をやっていても基本的な

考え方、製品の造り方が違ってございます。南茅

部地区においては２年養殖。そしてまた、根崎か

ら恵山地区においては１年養殖で今やっていると。

ですから、１年養殖の物は薬品会社だとか、そう

いうほうに今のフコイダンなり、そういうものを

使ってもらうために提供していると。南茅部のほ

うでは逆に、今のフコイダンを抽出し、健康食品

だとかそういう形の中で利用するために２年の養

殖をしていると。そういう状況でございます。 

 うちのほうでは今、先ほど申し上げましたとお

り、２年間の養殖で今年の夏から生産なるわけで

すが、私はやはり基本的には、ガゴメ昆布はやは

り下海岸から鹿部地区が従来は主でございました。

そして近年、水温等の変化もあるのでしょうけれ

ども、鹿部等の噴火湾地域では少なくなって、函

館周辺がガゴメの天然物が増えた。そして当前浜

においても、養殖施設の下のほうにガゴメが、ダ

イバーが潜った段階では見られるようになったと。

そういう状況でございます。量的にも増えている
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ような、その漁業者の話でございました。 

 そういう中で、２年物を今年揚げた段階で、南

茅部のほうとどのように違うのか。例えば１本の

ガゴメがどういうような身入れの状態だとか、そ

れから葉長、昆布の長さがどう違うのか。そうい

うようなことがやはり福島の前浜における、まず

ガゴメのしての位置付けがそのデータとして出て

くるのかなと。 

 そういう中で、今１６年度の単価のことも話さ

れてございましたが、やはり福島の真昆布が一等

検であればキロ２,８００円から３,０００円くら

いします。三等検で、やはり２,０００円前後し

ます。そうすると、一段、要するに４万円だとか

６万円だとかというのが、２０キロでございます

から、おのずから福島町の昆布の値段がそういう

形で出るわけですが、ガゴメも、従来は１,８０

０円であった物が、先ほど議員のご質問の中では

３,５００円だと。そういうお話もありましたが、

１７年度で東京都内の小売では、最高級の物で１

万円ということも実は聞いてございます。 

 私どもにすると、やはりそういう中で、決して、

ひと冬を越して、昆布を生産されている町内の人

方に、２年間を今度、従来よりも海の底に入れた

中で養殖させることについては、結構、冒険も一

部にはあるわけですが、そういう中で、いま真剣

に各地区で専門家の先生方等が私どもに知恵を授

けているのは、ガゴメを餌にしたウニ、アワビで

はどのように、天然の雑海藻を餌にした物とどう

違うのかと。そういうようなことも実は福島がガ

ゴメを今、挑戦する段階で、話されてございます。

要するに、フコイダンなり、いろんなそういうよ

うなエキス関係の含まれている、そういう体に良

い餌を摂ったウニなりアワビがどのような、天然

の物と、同じ雑海藻を食べている物との違いがあ

るのかと。そういうようなことも実は今、私ども

がガゴメに挑戦している中で、提案の一つとして

もやっているわけでございまして、私どもにする

と、それらも含んでガゴメについては、総体的な

これから検討課題をしていかなければならないな

と。 

 あわせて、議員ご承知かと思いますけれども、

真昆布であれば身入れの時期になると、１メート

ル５０、２メートルに浮かせて直射日光を浴びて

身入れをさせるのですが、ガゴメの場合は、直射

日光を当てると枯れてしまうのです。ですから水

深が１０メートル、あるいは１２、３メートルく

らいが、ガゴメの成育にとってのいちばん適地だ

と。そういうような報告もされてございます。 

 施設のそれが、現時点では有効活用と結び付く

ものなのか、それも含んで、なんとか今、ガゴメ

については今申し上げましたとおり、その噴火湾

地域、南茅部地区で採れている、生産されている

物と、福島町のガゴメの、フコイダンをはじめと

した成分の違いがどうあるものなのか。身入れの

状態がどうあるものなのか。そういうことを福島

町の地先のデータとして把握できればなと。そう

いう考え方でございます。 

 真昆布については、１回目の答弁で私が申し上

げたことについては、すでに指導もし、また漁師

がみずから取り組んでいることでございますが、

なかなか、こと昆布に関しては、一般の魚なり、

そういう物と違って、昆布に参加する、買い入れ

するその問屋さんなり業者というのは、北海道漁

連においても特定の業者に絞られてございます。

ですから、非常にその辺が、昆布が従来から二次

加工、三次加工を積極的にできなかったというの

は、そういう面もあろうかと思います。 

 ですから私どもにすると、北海道漁連が指名し

た業者で買い上げる昆布は昆布としても、なんと

か今まで、せっかく二次製品、やわらかこんぶ、

あるいはまた結びこんぶ、いろいろ今チャレンジ

しているそれらを、付加価値を高めるためにもっ

と広くやらせていきたいというのが一つと、あわ

せて、今まで投げられてあった、利用されなかっ

たやわらかこんぶなり、二番切、三番切について

は、やはり地域の活性化、あるいはまた高齢者の

人方が昆布の盛漁期が終わったあとに、これはチ

ャレンジできる、あるいはまた製品化できる仕事

でございますから、なんとかそういうものの有効

活用をしながら付加価値を高め、町内のある程度
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の年齢、高齢になった人方が慣れた仕事の中で結

びこんぶができたり、二番切、三番切が袋詰めに

できるような、そういう体制をとれないだろうか

と。つい、このことについても、昨日、組合の専

務、それから先般、地場産業開発研究会で、役員

会で組合長はじめ水産加工場の組合長さん、商工

会長さん等役場に集まって、次に、そういう形の

中でできないだろうかという話も協議していると

ころでございます。 

 そして同じ昆布が、函館で６００円で売ってい

る物が、福島で６００円はおかしいのではないか

と。基本的には、生産地に来たらやはり良い物を

安く買えるくらいの、そういう努力が必要でない

でしょうかと。そういうことも私のほうから強く、

組合の生産者の立場の方々に話してくださいと、

組合長のほうにもそういう話もしたわけです。で

すから、福島町の昆布、それなりに今、名前が売

れていますが、やはり福島に来て買った人が、福

島で買って良かった、そういう形をもっていけれ

ばなと。それが、おのずから、その小さい袋には

組合の名前と生産者の名前、電話番号等が記入さ

れるようになっておりますので、福島から良い物

が買ったら、今度おのずから直接生産者のほうに

注文がくるような、そういうような体制をぜひと

っていきたいし、福島町の昆布についてはそうあ

るべきだと。そういうような考え方で私自身取り

組みたいし、また強く提言もしているところでも

ございます。 

 ですから、最後になりますけれども、漁業者が

高齢化している中でのそういうような次の後継者

なり、あるいは高齢者が退いたときの町の昆布養

殖に対する提案を理解してもらうように、何か提

案すべきでないかというお話もございましたが、

やはり浜は浜でかなり、後継者のいない人は現実

的には悩んでございます。ですから、それらにつ

いては今、話されているのは、できれば高齢者の

人が丘回りをやって、そして沖にいって採る人を

２カ月なら２カ月雇い入れするだとか、共同事業

だとか、そういうことができないだろうかという

ことは今、浜のほうでも私どもが一緒になったと

きの大きな課題にしているわけでございます。 

 町内でも一、二の経営体においては、漁船漁業

があってその養殖やっている人が出たときに、地

域に残っている人に、例えば月２０万円とか２５

万円の給料を払って２カ月間、採るの専門に頼ん

でいる、そういう方もいるわけです。 

 ですから、全部が福島町からそういう人がいな

くなるわけでございません。私どもにすると、や

はりそういう形の中で、ある程度後継者として従

事できる人、あるいはまた２カ月なり２カ月半く

らいの採取の時期に、給料もらって海に出れるよ

うな人をいかにして確保していくかということが、

これからの大きな、私ども昆布養殖を考えたとき

においての課題であり、それらについては組合と

もども、やはり積極的な協議もし、場合によって

は隣近所の人方に浜自体で声をかけて、そういう

体制とっていかなければならないのかなと。そう

思ってございます。 

○議長（溝部幸基） ６番平沼昌平議員。 

○６番（平沼昌平） 明解なご答弁をいただき

まして、次の質問するのをすっかり忘れて聞き入

ってしまいました。 

 確かにガゴメの必要性も、地元の生産業者、理

解を得ているという状況の中で、いずれは真昆布

とガゴメ生産と競合するのではなくて、ある程度

緩やかな相乗効果をもって、限られた海面・深さ

もあるのでしょうけれども、そういう感じで進ん

でいければなと。そういうふうに思います。 

 その中で、先ほども町長おっしゃっていました

けれども、いま、ガゴメはガゴメとして、生産・

集荷体制というものではなくて、ある程度、アワ

ビなりウニなり、それに食させて、その効果をも

ってアワビ・ウニの付加価値を高めていくという

ものにも利用したいというような発言もございま

したし、２年をかかるものを、いま函館圏でも１

年で出荷している物、２年で出荷している物、そ

れぞれその地区によって、目的意識が違うわけで

すから、その収穫意識も違うわけなのでしょうけ

れども、当町として、どこら辺の物を製品と出す

のか、二次製品加工した物を出すのか。そこら辺
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の意識付けだけでも今後の養殖事業ともども、私

は考えていかなければならない大きなポイントに

なるのではないのかなと思うのです。結局は養殖

事業の将来性を考えたときに、その原料とした姿

で出すよりも、ある程度二次製品加工した物とか、

ガゴメに対しても、そういう物を二次製品加工す

ることによって、ある程度、町内に新たな事業の

創出もなされてくるだろうと。 

 先ほど町長、真昆布の二番切、三番切に対して、

高齢者対策も含めて新たな事業の創出を、ある程

度お考え言っておられましたけれども、このガゴ

メに対しましても、真昆布の今現在の手間ひまを

かけた状況よりも、私は素人ですけれども、そん

なにかからないような気がするのです。それをさ

らに付加価値を高めていくことによって、ある程

度の生産量をもった中であれば、その価格変動に

も対応できる製品にしてしまっておけば、安定的

な事業の創出というものも図られると思うのです

けれども、せっかく今、養殖育てるだけではなく

て、そういう新規事業に向けてもご検討願えれば

なと。 

 このように思うのですけれども、町長もご存じ

だと思うのですけれども、北海道大学の大学院の

水産学科の研究科では、今ものすごい研究をして

おりますよね、函館圏を中心に。また函館圏とい

うのは、すべてのものが揃って、世界の、結局、

水産学みたいなものをそこに集中している環境で

もありますし、頭脳もそこに集まっているという

ふうに思っております。その中で、せっかくこの

地理的な環境も、我々福島町、近いわけですから、

ある程度そういうところから技術的な提供をもっ

と具体的に得ることを模索する。また、そういう

研究会なり、率先して出れるような体制づくりと

いうのは、やはりこれからの町内の養殖関係業者

に対しても、それから行政に対しても、行政が中

心となってやはり進めていくべきではないのかな

と思うのですけれども、そういう高度な情報発信

を、ただ新聞等で知るだけではなくて、行政とし

てそういう情報を、いち早く浜に発信できる体制

づくりというのは私は必要ではないかなと思うの

ですけれども、その体制づくり、現時点でなって

いるのであれば、それを今後どういうふうにして

いくのか。まだなっていないのであれば、どうい

うような体制づくりで情報を発信していくのか。 

 そこら辺も踏まえて、３点目の質問にして終わ

りたいと思います。 

○議長（溝部幸基） 村田町長。 

○町長（村田駿） この３月２日に、函館エリ

アにおけるライフサイエンスの最前線という形の

中で、実は北大なり、いろんな研究機関が一堂に

会しての、ガゴメはじめイカの黒すみの問題から、

いろんな形の中での研究発表なり、そういうこと

あるということを、実は私も新聞で見たわけです。 

 そういう形の中で、水産グループのほうに話を

して、出席できるのかということでしたら、問い

合わせしたら出席してくださいと。いいですよと。

そういうことでした。それで３月２日の１時から

水産グループの職員ともども出席したわけですが、

行ってみましたら函館近郊の漁業者の方も出席さ

れていました。それから、町村長では、２００名

いた中でだいたい私だけではなかったかなと。松

前の職員も確か出席されてございましたが、ただ、

そういう中で、北大の水産学部長はじめ教授連、

それから工業技術センターの技術屋の皆さん方、

函館水試の皆さん方、それから水産業改良普及所

の皆さん方、渡島支庁の皆さん方が、あるいはま

た企業関係者もたくさん集まって、ガゴメ納豆か

らガゴメチョコレートから、いろんな試作品を提

供しながらの、今回のこういうようなサイエンス

最前線ということでございました。 

 そういう中で、いま議員おっしゃるように、ガ

ゴメ、これは真昆布ほど手間かからないのです。

要するに、真昆布は皆さんご承知のとおり一本ず

つ洗っていますけれども、ガゴメは干しっ放しで

現在はいいということなのです、まず一つは。そ

れは、やはり手間の問題からいくと、非常に漁業

者にとっては労働時間の負担が軽減されるなと。

あわせて、ワカメのメカブからいろんな各海藻と

比較しても今のこのフコイダンというのが、ガン

の抑制として今、植物から採れる中では最高のも
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のだと。そういうことが、今のこのガゴメがクロ

ーズアップされている一番の経緯でございます。 

 １年で出すか２年で出すか、これは先ほど申し

上げましたとおり、福島町で今、２年でやってみ

て、それが南茅部地区のほうの製品とどのような

違いが出るのか。できれば今度やるときは、２年

は２年物とあわせて、なんとか戸井のほうから速

成の１年物の種苗も持ってきて、前浜でやってみ

たいなと。そういうことも考えてございますが、

いずれにしても、これが葉売りの状態で乾かした

状態でいいものなのか、それから次、今度、粉末

してくれるともっといいですよとか、千切りにす

るともっといいですよとか、そういうことを福島

の今の製品の状況を見ながら、やはり工業技術セ

ンターのほうに行くと、いろんな二十何社くらい

の業者が入ってございまして、ガゴメとイカ墨と

昆布関係だけで、函館圏で７００億円くらいの将

来的に経済効果が出るのではないかくらいの、ガ

ゴメというのもそれくらいの位置付けにあるよう

でございます。 

 ですから、いろんな道内外の業者も入っており

ますし、福島町で生産できる物が、どういう加工

をするのがやはり福島町にとっていちばんやりや

すい、また対処しやすいのか。そういうようなこ

とを、まず私どもにすると掌握もしていきたいな

と。 

 あわせて、まだ最終的な詰めをしておりません

から、議会のほうに報告はしてございませんでし

たが、福島町、今のガゴメ、それから昆布、ウニ、

アワビも入れまして、実は北大水産学部の全面的

な福島町前浜の協力をもらうべく、そして北大水

産学部が福島町の前浜に自由に出入りして福島の

浜の振興策に、あるいはまた大学の生徒・先生方

は自分の研究のために福島に行けるようなシステ

ムをとりたいということで、できたら協定書を結

びたいということでお話しておりますが、まだ、

学部長の交替等があって、最終的な詰めはしてご

ざいませんが、その前段として、組合のほうには

北大が入ったときにおいては前浜を開放してくだ

さいと。そういうようなことも非公式の中で組合

長ともども話してございます。できれば、そうい

うような頭脳集団が福島町に入っていただいて、

積極的な皆さんの持っている知識を福島町の前浜

なり、水産振興にぜひ活用し、提供してもらうべ

く、今その準備もしてございますが、協定書まだ

結んでいないものですから皆さんのほうにご報告

しておりませんけれども、今そういう形の中で協

議もしてございます。 

 そして、イトウの養殖も今やっているわけです

が、これらの種苗も昨年５００匹、北大のほうか

ら分けてもらってきておりますが、これについて

もそういうつながりの中で、無料で今、無償で北

大のほうから分けてきていただいているわけでご

ざいまして、私ども海で生きる福島町としては、

やはり北大水産学部、これは充分に、言葉悪いで

すが、利用しながら技術力をいただいて、我々は

やっていかなければならないなと。あわせて水産

加工場のいろんなそういうスルメの加工乾燥機も、

今回の実はこのライフサイエンスの最前線の中で

あったわけです。それともう一つ、その乾燥施設

では、ジャガイモ、にんじん、そういう物の、要

するに乾燥した物も作れるような乾燥室があった

と。 

 ですから、そういうことが決して、私は福島町

のこれからの産業を考えたときに、農業において

もそれらの力をやはり有効利用することが、決し

てマイナスになるのではなく、大きなプラスにな

ろうかなと。そう思っておりますので、平沼議員

おっしゃるとおり、やはり周辺にある恵まれた頭

脳集団なり、そういう人は福島町に積極的に来て

いただいた中で、この今のガゴメも含んで福島町

の振興策を進めていきたいなと。そう思っており

ますので、よろしくご理解のほど、お願い申し上

げます。 

○議長（溝部幸基） よろしいですね。 

 次に、９番要田東議員。 

○９番（要田東） まず、移住促進について、

町長にお尋ねします。 

 町長は、平成１８年度町政執行方針の中で、退

職期を迎えた団塊世代の人たちを、観光の対象者
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として捉えています。来年から退職を迎える団塊

世代は未曾有の大人数で、単に観光客の対象と捉

えるのは少し視野が狭い考え方ではないでしょう

か。 

 道内外で、ぜひ、わが町に移住をとアピールし

ている報道を目にするたびに、わが福島町もこの

時流に乗るべきだと考える者です。自然にあふれ、

おいしい水と空気、都会では味わえない田舎の良

さ、住みやすさがいっぱいの福島町。 

 現時点で、主に団塊世代をターゲットにした移

住者獲得計画を持っていますか。また、計画があ

るならばその内容を具体的にお知らせください。

まだ計画がなければ早急に移住者獲得プログラム

を作るプロジェクトを立ち上げるべきと考えます

が、町長はどのようにお考えかお尋ねします。 

○議長（溝部幸基） 村田町長。 

○町長（村田駿） ９番要田東議員のご質問に

お答えいたします。 

 移住促進策につきましては、全国各地の自治体

で取り組みが始められております。基本的には次

の点を考慮しなければ、効果としては満足なもの

が得られないと考えております。 

 最初に、就労の場も確保したい方への移住促進

策でございますが、都市の通勤圏内でベットタウ

ンの位置にある自治体は、交通アクセスなどの地

理的好条件を生かし、就労の場を確保しなくとも

宅地分譲的な対策であっても、ある程度の効果を

上げることができると考えられます。 

 また、都市から一定の距離がある自治体では、

働く場の確保も必要であり、裏付けとなる産業の

振興も一緒でなければならないと考えております。 

 次に、年金生活者など、自然の中で生活を送り

たい方への移住促進策でございますが、家庭菜園

等のできる若干の農地付き住宅のニーズが高いこ

とから、下水道設備や医療機関が充実しているな

どの生活環境の整備が必要であると思います。ま

た、移住者が地域の住民と共生できるかが大きな

ポイントとなります。 

 ご質問の、団塊世代をターゲットにした移住者

獲得計画につきましては、現在のところ計画は持

っておらず、また、あらためて移住者獲得プログ

ラムを作るプロジェクトの設置は考えてございま

せんが、いま町としてできる対策としまして、空

家などの状況について福島町出身者をはじめ、機

会あるごとに町のホームページ等を活用しながら、

町外に向けて情報の提供をしてまいりたいと考え

ているところでございます。 

○議長（溝部幸基） ９番要田東議員。 

○９番（要田東） 再質問いたします。 

 福島町では、出稼ぎ者が大変多いです。人口の

１０パーセントを超えています。数百人にのぼり

ます。それがこの何十年も続いている状況です。

町内に仕事があれば、こういう状況はないのだと

思いますけれども、仕事があまりないというため

に出稼ぎ者が多い。そして町長は移住者受け入れ

の環境条件として、近くに大きな病院があり、高

齢者の働く場所や下水道完備の素晴らしい住環境

を用意してから、さあ福島町にいらっしゃいとい

うのですか。それでは遅すぎるのではないでしょ

うか。 

 移住者獲得対策は、高齢者が増える懸念もあり

ますが、昨年１０月末、住民基本台帳月報により

ますと、福島の高齢化率は３１パーセント弱です。

そして、これは年々高くなっていくでしょう。と

ころで、そのときの町民６,０６０人の平均年齢

は何歳くらいだと思いますか。来年、定年を迎え

る首都圏の団塊世代６０歳の人たちは、まだまだ

若いです。体力も充分あります。昆布干し体験と

か農林業体験などで、現地見学ツアーを通して中

長期滞在に誘うこと。これで産業振興にもつなげ

ていけるのではないでしょうか。 

 また、一気に移住、定住というのは大変難しい

と思います。国土交通省の計画局総合計画課では、

昨年度末、１７年３月２９日ですか。二つの地域、

２地域居住の意義とその戦略的支援策の構想につ

いてと題した報告書を出しています。その中で、

２００５年、首都圏からの道内への移住は釧路市

へ１件のみとなっています。でも推計では、中長

期滞在者は全国で、その２００５年が１００万人、

２０１０年には１９０万人、２０２０年には実に
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６８０万人という推計を出しています。その中に

は、ある制約が解決されれば移住したいという潜

在２地域人口というものも入っているということ

です。 

 また、その報告書では、就労までも求める移住

希望者は多くないと報告しています。 

 北海道の移住促進ホームページ、北のふるさと

へ移住計画というホームページがあるそうですけ

れども、それのアクセスが最近７カ月で８万４,

０００件でした。そう新聞に出ています。そのホ

ームページでは、移住受け入れに熱心な道内７６

市町村の病院、住宅などの生活情報や、室蘭など

５市町への移住者の体験談などを紹介しています。

そして、主に首都圏の退職者をターゲットにして

いるとも報道されています。いま申し上げました

ホームページへ、当町からアクセスしたことがあ

りますでしょうか。また、福島町は移住受け入れ

熱心な道内の７６市町村の中に入っていますでし

ょうか。 

 福島町は、良い釣場がたくさんあります。国際

パークゴルフ協会公認のパークゴルフ場もありま

す。生活費は安いです。そのような、挙げればも

っともっとあるでしょうけど、メリットがたくさ

んあります。 

 また、最近、ＪＴＢ主催で移住ビジネスセミナ

ーというのが開かれたのだそうですけれども、３

１市町村が参加したと言っていますけれども、こ

れに出席していますでしょうか。 

 こういうことを聞くのは、確かに町長が１回目

の答弁で、機会あるごとに町のホームページ等を

活用しながら情報を提供していきたいとおっしゃ

っていますけれども、それだけではなにかもの足

りないと思うのです。このプロジェクトを立ち上

げて、そして対策をいろいろと模索していくのに、

お金はかからないと思います。そして、もし一人

でも移住者を獲得すると、その一人の移住者の福

島町に与える経済効果というのですか、これは観

光客１,０００人、あるいは２,０００人に匹敵す

ると思います。だから難しいのだと思いますけれ

ども、もっといろいろとやっていけないものなの

でしょうか。お答えください。 

○議長（溝部幸基） 暫時休憩いたします。 

   ―――――――――――――――― 

    （休憩 午後 ３時０３分） 

    （再開 午後 ３時１５分） 

   ―――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 村田町長。 

○町長（村田駿） 移住対策についてさまざま

な観点からのご質問ございましたが、そういう中

で、整理したものから順次ご答弁させていただき

ますけれども、ご質問のとおりの順序になってい

るかどうかはご了承のほど、お願い申し上げたい

と思っています。 

 まず平均年齢、２月２８日現在、男４７歳、女

５１歳、平均の４９歳というのが福島町の現在の

平均年齢でございます。 

 また、北の大地へ移住という、そういう取り組

みの中で今、動いている道内各自治体があるわけ

ですが、そういう中で福島町は入っていますかと、

そういうご質問もございました。これについては

先ほど議員おっしゃるとおり、７６市町村が入っ

ているわけですが、昨年の１０月３１日に北海道

移住促進協議会の参加について、実はうちのほう

にも案内がありました。そのとき、ちょうど自立

プランの策定中でございまして、負担金が５万円

と。そういうような内容の中での依頼がございま

した。私どもにすると、１０月１日付けの国勢調

査の段階で、何度かお話しておりますけれども、

町内の空家等の、９８戸と確かお話しております

けれども、そういう状況も調べるようにと話して

おりました。ですから、空家の中で今後ある程度、

手加えることができる住宅がどの程度あるのか。

そういうものを充分掌握した中で、その移住なり

Ｕターン、Ｉターンも含んで、これから呼びかけ

ていかなければならないという、そういう時期で

ありましたものですから、今の言う、北海道移住

促進協議会のほうには入っていなかったと。そう

いう状況でございます。 
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 あわせてまた、ＪＴＢのセミナーに参加してい

るかと。そういうこともございましたが、これに

ついては、ですからたぶん、北海道移住促進協議

会の入っていない町村については案内が来ていな

いのではないのかなと。そういうような受止め方

しております。ですから、私どもはもちろん参加

しておりませんでした。 

 移住関係で町内にも何人か、東京のほうで会社

勤めを終えて福島町で住宅を建設し、漁業協同組

合員として浜に入ってウニ、あるいはまたアワビ

等の採取をしながら夫婦で今、町内で悠々頑張っ

ている福島町出身者も、ここ２、３年前に地元に

戻ってきた方もおりますが、私どもできる限り、

例えば昆布干しを手伝っている方々、特に夏が多

いのです。町外から来て昆布手伝っている方々。

昆布の時期にアルバイトも入れますと、だいたい

４００名からの人が町内、松浦から塩釜、浦和ま

で、そういう人がたくさんいるわけです、生徒も

入れまして。そういう中で、こういう機会だから

どうですか、後継者にどうですかだとか、いろん

な話もしておりますが、現実的に私の何人か会っ

ている中では、やはり医療問題等が話されている

と。また、福島町から上磯、あるいは函館方面に

ある程度の年齢になってから出て行く方に聞きま

すと、やはりそういう医療機関が整備されている

からと、それが一番先に返ってきているわけです。

ですから１回目のご答弁の中で、そういうような

体制というものが、これからの移住促進を声を大

きくしていく中においては必要なことではないの

かなと。そう考えているところでもございます。 

 あわせてまた今の、昔の和風のトイレについて

は特に小さい子供さんいる人方にとっては、その

トイレを使うのが嫌だと。そういう人が多くいる

にも聞いてございます。ですから、先ほど申し上

げましたとおり、これが下水道の整備になるのか、

あるいはまた合併浄化槽の整備になるのか、いず

れにしてもそういう生活環境を、それなりに移住

対策を積極的に進める中においては大切なことで

はないのかなということで１回目のご答弁で話さ

せていただきました。 

 いずれにしても、やはりこれからは高齢化が進

んで団塊世代のそういう方々が、先ほど議員のご

質問の中では、私が観光にその人方を絞っている

から視野が狭いと。そういうお話もされてござい

ましたが、決してそういうような、私は執行方針

の中で話しているのではなく、観光形態は大型バ

ス等の団体旅行でなく、核家族や友人同士、少人

数化が増加しており、団塊世代での退職期が到来

する中で観光客のニーズも多様化していることか

ら、その状況を踏まえて観光の対策を講じなけれ

ばならないと。そういう執行方針でございまして、

観光の対策を進める中での団塊世代も、これから

の総体的な観光施策の中では対応していかなけれ

ばならないという執行方針でございまして、決し

て議員おっしゃるように、観光に対して、そこに

絞ったという執行方針でございませんので、その

点についてはご理解をお願い申し上げたいなと思

ってございます。 

 また、国土交通省の報告等とも、いろいろご質

問されておりましたけれども、やはり私どもにす

ると現時点の中では、先ほど申し上げましたとお

り、空家、これを利用したものと、それから福島

町は、首都圏では特に今いちばん困っているのが

墓地の確保ということも、やはりそれなりに皆さ

ん心配しているやにも聞いてございます。ですか

ら町内のその墓地公園も含んで、やはり議員おっ

しゃるとおり、空気もいいし水もおいしいし、そ

れから北海道においても四季が明確に分かれてい

る福島町、やはり私どもは、議員おっしゃるとお

り、誇りを持って町外にアピールできるかと思い

ますので、できればまた、そういうそのプロジェ

クトだとか、そういうような形の中でなく、今は

とりあえず福島町出身者に対しての福島町の現状、

実情をある程度インターネットも含んで東京福島

会、札幌福島会等々で福島町の実情を訴えながら、

一人でもの人が地元に振り返ってみて、来てもら

うようにしなければならないかなと思っています。 

 それで私は、いちばん大事なのは、特に都市部

にいる方と漁村とのこの交流を、漁村地域におけ

る交流人口をこれから増やす、そういう交流の場
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を設けていくことが将来的な移住促進につながる

大切なことではないのかなと思ってございます。 

 ですから、地域の活性化、あるいは漁業形態、

それから、先ほど触れましたけれども昆布の、例

えば干している状況、そういうことをやはり首都

圏なり都市部にいる人方に福島町で体験しません

かと。そういうような形の中で取り組んでいきた

いなと。ただ、これが行政が主導しても私はだめ

だと思っているのです。行政はもちろん主導はし

ますけれども、漁業協同組合、あるいは地域の多

くの方々が、こと移住等に関しては役場の仕事だ

ということではなく、福島町の皆さん方が、各階

層の人方が、やはり心一つにして取り組むことが

最も大切なことではないのかなと。それが移住し

てきた人にとって、来て良かったという精神的な

潤いになるのではないのかなと考えております。 

 そういうことを、充分これからの移住促進の中

での対策の方針として検討していきたいと思って

おります。 

○議長（溝部幸基） ９番要田東議員。 

○９番（要田東） ３回目の質問をします。 

 まず今のご答弁の中で、町長が執行方針で述べ

ている件の文意は、私が解釈したのと少し違うの

ではないかということなのですが、言われれば確

かに、私のほうこそその解釈の仕方が狭かったの

かなと思わないわけでもありません。でも、なに

か金のかからないことをやるのにプロジェクトを

作らないだとかという考えは、どうも私は解せな

いのですよ。 

 移住、あるいは定住にまでいくことはなかなか

ないでしょうけれども、その前々段階というので

すか、頻繁に観光に来る、あるいは体験に来ると

いうのの延長線上で、その移住とか定住があるの

だと思います。 

 それで、私は団塊世代をターゲットにしたとい

うふうに限定しましたけれども、２地域居住とい

うのですか。そういう実例があるので、そのこと

についてちょっと言いますけれども、旦那さんを

亡くして、そして名古屋のほうから夏場２カ月間、

ずっと来ているのですよ。２カ月といいますと大

変な消費ですよね。毎年来ていますから６年で１

年分という計算になるかと思いますけれども、平

均寿命は女の人が高いですから、旦那さんを亡く

して奥さんだけになったという、そういう家族と

いうのですか、福島町出身で、そういう一人で暮

しているという人もたくさんいるかと思うのです。 

そういう人もターゲットにすれば、ことさら働く

場所を探さなければならないとか住まいとかも、

そんなに難しくないのではないかなと思うわけで

す。 

 北のふるさとへ移住計画へのアクセスですけれ

ども、したわけですね。去年は７６市町村に入ら

なかったということなのですが、今後入るのかど

うか。それから人口、福島町の平均年齢ですけれ

ども、だいたい国勢調査とか、そういうので調べ

た年齢はお答えのとおりだと思うのですが、住民

基本台帳で計算すると、だいたい５０歳になった

わけです。そのように若いのだなと。それなのに

高齢化率がどんどん上がっていく、その辺の難し

さというのですか、問題を、なにかよくわからな

いもので質問したわけです。 

 まず、下水道のことですけれども、町の町有住

宅、あるいは町の公共施設は、ほとんど合併浄化

槽で対応しています。だから、いまさら公共下水

道だ、合併浄化槽にするかどうするかという迷い

はないのではないかと思うのですけれども、そん

なに難しいことではないと思うのです、それは。

とにかく、２回目の町長の答弁を聞いて、一応、

理解しました。これからぜひあちこちに、積極的

に移住者獲得のノウハウを研究して対策をしてい

ってもらいたいと思います。 

○議長（溝部幸基） 村田町長。 

○町長（村田駿） いま私が、今日のご質問の

中ですぐプロジェクトを立ち上げますという、そ

ういうご答弁をすればいちばんいいのでしょうけ

れども、私どもとすると、まず現時点においては、

町内の空家の中で再利用が可能なもの等々につい

て充分に掌握した中で、これからまず町内出身者

に声をかけながら広くアピールをしていきたいと

いうことでございます。 
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 それから、いま下水道のこと言いましたけど、

私は下水道をやるとか合併浄化槽をやるとかそう

いうことでなく、そういうような生活排水の整備

なり環境整備ということが、都市部にいる人方に

とっては移住する移住先においての希望の一つで

ありますよということをお話させていただきまし

た。ですから、私自身が、下水がやるとか、そう

いうような議論で私自身、答弁申し上げていると

ころでございませんので、ご理解はお願いしてい

ただければなと思ってございます。 

 また、いちばん近間では、特に首都圏、あるい

は関西方面から移住している方は、この近辺では

鹿部町がいちばん多いわけです。ご承知のとおり、

昨年の国勢調査においても鹿部町が確か９人くら

い人が増えているやにも、国勢調査の結果として

報道されてございます。これは、やはり鹿部町は

住宅メーカーが地域の分譲、温泉付き分譲という

ことで積極的にやっているという中で、あそこに

ついては２００を超える、そういう戸数が増えた

と。これが、やはり鹿部町はこの辺と違った、今

の言う団塊世代の人も含んで高齢者に訴える何か

があったのかなと。それと函館から近いというこ

とも一つのことでないのかなと思ってございます。 

 いずれにしても、当面はそういうような空家の

問題等を充分に整理しながら、やはり観光なりイ

ベントなり、そういうことに対して町外から多く

の人が福島町に目を向けていただいて、それから

２回目のときお話しましたけれども、首都圏の人

方との漁村との交流だとか、そういう機会をつく

りながら、できれば福島町に、それが移住、定住

等に結び付けるようなことができれば非常にいい

のではないのかなと。当面はまず福島町の良さを、

生産面も含んで私どもやはり積極的に対外に発信

していかなければならないと考えてございます。 

○議長（溝部幸基） ９番要田東議員。 

○９番（要田東） 地球温暖化防止対策につい

て、町長と教育長にお尋ねします。 

 いま、世界中で地球温暖化が原因と見られる

気候異変が起きています。この度の豪雪も、こ

の気候異変の一環であろうといわれています。

世界の中には地球温暖化防止、すなわち温室効

果ガスである二酸化炭素排出を抑えることに非

常に非協力的な大国もありますが、京都議定書

にある二酸化炭素排出削減目標は日本が先頭に

立ってクリアするよう努力しなければならない

と思います。 

 現代生活においては、二酸化炭素を一方的に

排出する石油、石炭など化石燃料に頼らざるを

得ない面もあります。化石燃料は、限られた資

源でもあり、できるだけ節約して使うことは言

うまでもなく、二酸化炭素を吸収固定する部分

を拡大する方向に進んでゆかなければならない

と考えます。 

 緑化、バイオマス燃料化、バイオマス肥料化

など、多岐にわたった取り組みがありますが、

地球人として行うべき対策及び町として可能な

地球温暖化防止対策について、町長のお考えを

お尋ねします。 

 また緑化推進・環境教育などについて、生涯

学習の観点から教育長のお考えをお尋ねします。 

○議長（溝部幸基） 村田町長。 

○町長（村田駿） ９番要田東議員の２点目の

ご質問にお答え申し上げます。 

 地球温暖化防止対策という国際的見地からのご

質問でありますが、京都議定書にある二酸化炭素

ＣＯ2 排出削減目標、日本は２００８年から２０

１２年までの５カ年で６パーセント削減を鑑みる

とき、各自治体も本事案を念頭においた施策を進

めていくことが大切であると思います。 

 わが国は、これまでも各企業の努力でＣＯ2 

の排出防止に努力してきておりますが、京都議定

書受け入れの拒否や署名をしない世界の大国もあ

り、まことに残念なことであります。 

 要田議員の言う緑化につきましては、当町は町

の９３パーセントが森林であり、生活居住環境も

緑化の中にありますが、国土の保全、水源涵養等

の公益的機能を持つ森林や木材の役割が広く認識

されており、これら機能向上のための保育管理な

どや積極的な木材の活用が二酸化炭素を吸収して

くれる森林づくりにつながるところから、将来と
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も計画的な緑化事業を推進してまいります。 

 近代社会は大量生産、大量消費で、石炭や石油

などの有限な化石資源に依存した社会に変化し、

地球温暖化に至っております。人類はこの大きな

変化に直面し、有用資源を無駄なく使える循環型

社会への変革に進みつつあり、議員からのご質問

の内容にもありますバイオマスへの着目もなされ

ております。 

 地球温暖化防止対策につながる町として対応可

能な資源の有効利用策として、町内単位の古紙回

収や生ごみの資源化などがありますが、自分たち

の住む地球を守るためには、身近な温暖化対策運

動からグローバルな環境教育まで、幅広い認識の

もとに、根気強く進めていく必要があると考えて

おります。 

○議長（溝部幸基） 金谷教育長。 

○教育長（金谷裕） ９番要田東議員のご質問

にお答え申し上げます。 

 質問事項は、地球温暖化防止対策についてでご

ざいますけれども、緑化推進、環境教育について

申し述べます。 

 緑化推進、環境教育についての教育委員会とし

ての取り組みでございますが、まず、環境教育に

つきましては公害問題からスタートし、現在は地

球温暖化対策にまでその内容が及んでおり、当初

は学校教育の中での位置付けがなく、平成１０年

に教育委員会と町内各学校が連携して環境教育ネ

ットワーク福島を発足させ、学習会や講演会等の

情報交流を行いながら、新しい分野としての手探

りの実践が続けられてきました。 

 現在では、平成１４年の学習指導要領の改訂で

総合的な学習の時間が新設されたことから、環境

教育を教育課程の中に位置付けが可能となってお

り、各学校とも内容の充実に努めながら、各種活

動を展開しているところでございます。 

 次に、緑化推進事業に関しての質問でございま

すが、町内では機会あるごとに児童あるいはスポ

ーツ少年団等が、緑化活動に積極的に参加をして

おります。また、平成１９年度には全国的な植樹

祭が各地で開催される予定と聞いておりますので、

町主催、さらには近隣市町村の緑化関連行事に対

する積極的な参加を、各学校はもちろんのこと、

社会教育関連団体を通じて町民の皆様にも呼びか

けてまいりたいと存じます。以上でございます。 

○議長（溝部幸基） ９番要田東議員。 

○９番（要田東） 再質問いたします。 

 二酸化炭素排出削減に非協力的な大国を一切れ

のパンと仮定しましょう。そうすると、たとえ、

福島町は米粒一つくらいかもしれません。それで

も我々は地球上にしか生きられないわけですから、

この地球はかけがえのないことは皆さん納得済み

のことです。それを、ずんずん温暖化して汚れて

きた地球を、より良い環境に直して子々孫々に残

していかなければならないという意味で、私は１

回目の質問で、地球人として云々という表現をし

たわけです。 

 昨年末、議会から地球温暖化防止森林ＣＯ2 吸

収源対策推進をという意見書を、政府関係機関に

提出いたしました。そして温暖化防止に取り組ん

でいる某新聞社では、本社ビルの中の設備を省エ

ネ型に変えて、冷暖房の設定温度を見直し、植樹

活動への支援、それから植物油主体のエコインキ

を使い、環境問題、地球温暖化防止対策を考える

記事の積極的な掲載、そういう取り組みをしてお

ります。 

 また、静岡県トラック協会では、バイオディー

ゼル燃料をなたね油から作るのですね。これは登

り坂でも黒い煙が出ないし、いいにおいがして緑

色をしているそうです。現在２００台分の燃料を、

広さはわかりませんが、休耕田とかに菜の花を栽

培して、加速とか燃費が軽油に劣らないバイオデ

ィーゼル燃料を作って使っているそうです。 

 この地球温暖化防止対策は、実践が非常に大事

だということは論を待たないことで、町長のご答

弁で緑化事業を計画的に推進していくとおっしゃ

っています。この事業を、具体的にはどういう方

法をとるのか知りたいのですけど。 

 方法を知りたいというには、わけがあるのです。

例えば、造林方法は３から５年をスパンとして進

化しているそうです。先日、巣植えということを
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発言しましたけれども、その後、海にやさしい森

づくりと題しての講演がありまして、その中で、

自然林に近い造林を目指した混播法という植え方

を耳にしました。当町でも巣植えや混播法の実験

をして、従来の造林法と織り交ぜ、緑化事業の推

進をするのでしょうか。 

 従来の造林方法では歩留が悪く、３割ほどと聞

きます。巣植えや混播法では、間伐をほとんど必

要とせず、従来の造林方法の７割間伐に対して、

かかる費用がゼロに近いというわけで、従来の半

分から３割の費用ということは、予算が従来どお

りであれば２倍から３倍の広さの森づくりができ

るということになります。また、枝打の方法につ

いても変わってきていると。よく、杉を造林して

もお金にならないとかということを言われますけ

れども、その方法ですと収益性が増すので、いか

がでしょう。そういうやり方を実験する考えはな

いでしょうか。 

 町長に、町ができること、また、やらねばなら

ないことをお尋ねしました。お答えがありました

けれども、もっともっとやれることがあるのでは

ないかという考えを持ったので、再質問している

わけです。 

 次に、教育長にお尋ねします。林業従事者が理

想的な枝打ができる広さというのは、年間２ヘク

タールほどだそうです。つまり、町の森林面積、

１万数千ヘクタールある森林を手入れするには大

変人手不足になるわけです。あまり採算がとれな

い仕事ですから、ボランティアのグループを育成

しなければならないと思います。そのボランティ

アの育成についてどう考えるのか、社会教育的立

場から、初めに質問したように生涯学習社会教育

の観点ということで、お答えお願いします。 

 子供だけでなく大人だけでなく、子供から大人

までですよね。お願いします。 

○議長（溝部幸基） 村田町長。 

○町長（村田駿） 温暖化につきましては、議

員からご質問通告書があったあとに、その日かそ

の次の日かにＮＨＫで、温暖化に伴ってオースト

ラリアのグレートバリアリーフ、日本の国土に匹

敵する珊瑚礁らしいですが、この珊瑚が発火して

いると。そして水温が３０度を超えたと。そうい

うことで、危機的な状況だと。そういうことをテ

レビで流されてございました。 

 私もそういう状況を見て温暖化というのは、や

はり私ども、京都議定書の中では日本は６パーセ

ントの削減すると、そういうことですが、あらた

めて国の名前は申しませんけれども、今、経済発

展なり、また経済大国といわれる国が加入してい

ないということに、非常に、京都議定書は一体ど

うなのだろうなと、そういう思いもしているとこ

ろでもございます。 

 それから、いろいろ今、議会の意見書を各関係

庁に出した結果、あるいはまたバイオディーゼル

の燃料をなたね油から作っている状況等について

も、いろいろ温暖化防止対策の一連としての今お

話がされましたけれども、実は北海道町村会でも

自然エネルギー導入に向けた法制度の確立をすべ

きであるとして、北海道町村会として実は今そう

いう動きもしているわけです。この前段として、

今の化石燃料を使わないで、問題はさまざま地域

によって生じていることもありますけれども、風

力発電を積極的に進めるべきではないかと。そう

いうようなことも、実は今北海道町村会のほうで

は動いております。 

 また一方、福島町の緑化事業を進める計画につ

いて、先般の研修会については私は出席しており

ませんでしたが、混播法だとか、そういうような

造林方法があるやに、今議員からございました。

福島町は今年の造林は、キハダ、後ほど産業課長

のほうから今年の造林計画についてはお話してい

ただきますけれども、従来の造林といいますと、

すぐ、イコール杉で福島町、山づくりしてきたの

も事実でございます。ただ、そういう中におきま

して、近年、やはりミズナラだとか広葉樹も対象

にすべきでないかということでの、今、山づくり

をしてきてございます。そういう中で、やはり山

づくりと緑化というものは、収益をあげるための

山づくりと、緑化のための山づくりというのを、

おのずからその辺に緑化方法等も違ってくるのか
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なと。そういう思いもしてございます。 

 また、森づくりセンターの所長さんに言わせる

と、今はもう、こういうオブラートのような鉢に

苗木が入って、それをそのままやると、その鉢自

体が肥料になってなじむのだと。そういうような

造林方法もあると。そういうこともいろいろ私ど

もも聞いてございます。 

 それが何法なのか、私、この場でご答弁申し上

げるだけの知恵はございませんけれども、そうい

うようなことも聞いているわけでございまして、

いずれにしても、やはり私どもにとっては、緑化

はもちろんのことですけれども、町としては、今

回の議員の質問に私どもいろいろ、それを受けた

中で、福島町で執っている行為というのはどうな

のだろうと。それはやはり先ほど１回目に言いま

したとおり、ごみの減量化等のお話もさせていた

だきました。また、ご承知のとおり今年は庁舎内

の暖房温度も調整しながら、職員にはウォームビ

ズですか、そういうようなことでも積極的に取り

組んだ今年の冬でございました。また、今後検討

できる事項としては、公用車購入時にはやはり、

今２台ありますけれども、ハイブリット車、これ

らを入れるとか、そういうようなこともこれから

は検討していかなければならないのではないのか

なと思ってございます。 

 いずれにしても、古紙の回収、生ごみの資源化

等、積極的に取り組まなければならないなと。そ

ういう考え方でございます。 

○議長（溝部幸基） 金谷教育長。 

○教育長（金谷裕） 非常に大きな、地球的規

模の発想の、そして大事な問題であるという認識

はいたしているところでございます。 

 それで、ボランティアの育成でございますけれ

ども、児童、あるいは生徒に関しては、なかなか

実践活動というのは難しいのかなと。ただ、意識

付けは大事であろうという、頭の中では考えてい

るところでございます。それで、さきほど来、答

弁申し上げましたけれども、総合的な学習の中で、

あるいは理科であれ社会であれ、あるいは技術家

庭等々結び付けた中で、そういう意識付けをして

いくのが必要でないかなという思いはしていると

ころでございます。 

 また、社会教育の中で、あるいは今のボランテ

ィアということになりますと、大人の方の育成と

いうことになろうかと思います。それでないと続

けていけない、子供は意識的にそうやって長い目

で見てということで進めていくのでございますけ

れども、大人のことにつきましては、社会教育の

あらゆる部門で検討して、どんな形がいいのか、

これから教育委員会サイドでもいろいろ協議して

検討して進めていきたいと。このように考えてい

るところでございます。 

○議長（溝部幸基） 川村産業課長。 

○産業課長（川村明雄） 要田議員が森林に関

して非常に興味を持っていらっしゃる。これは、

取りも直さず地球温暖化を想定しての話でござい

まして、私どもも、北海道が地球温暖化防止活動

という、この防止活動推進センターで提唱しだし

て、ようやく少しずつ、学校教育なんかでも少し

ずつこの地球温暖化防止対策というものが環境教

育として今、盛り上がりつつあるのかなというふ

うに思っております。まだまだこれからだという

ふうに思っております。 

 そういうことで、私ども農林サイドでは、新し

い年度でもって植栽する物の中には、キハダ等が

あります、新しいところでは。ただ、これは一法

人が将来を見越して、地球温暖化というよりも、

将来を見越してその樹種が漢方薬に使えるとか、

そのような形でもって転換していくという形にな

っております。あと、森づくりセンター等の指導

では、ミズナラ、こういうところが主流になって

おります。杉の植栽というのが今ちょっと下火と

いいますか、少なくなっているというのが現実で

ございます。 

 そういうことで、要田議員も地球の環境を非常

に危惧されているということでございまして、京

都議定書でもその６パーセントのガスを、二酸化

炭素を日本は下げるということで、単純に言うと、

１００パーセント使っている、例えば１００リッ

トルのガソリンを９４リットルに下げればいいと
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いうことになるのですけれども、ただ、そう簡単

にはいかないようで、これは１９９０年に比べて

６パーセントですから、今時点ではもうすでに１

５パーセントも下げなければならないのだそうで

す。これは不可能に近い数字だというふうに言わ

れているのです。それともう一つは、６パーセン

トのうち３.９パーセント森林で吸収してもいい

ということなのですけど、これも、今わが国の中

では、無立木地帯といいますか砂漠地帯がないの

で、これも難しい数字なのだそうです。 

 しかしながら、森林が二酸化炭素を吸収して木

になる、その木がずっと木材のまま、建築資材、

あるいは家具だとか、そういうものに使われるこ

とによって、何十年もＣＯ2 をそこに留めておく

ということがあるので、できるだけ地場産の物、

日本の物を使ってほしいという指導といいますか、

そういう精神に立っているというふうに思ってお

ります。 

 余計なことまで話したかもしれませんけれども、

どうぞよろしくお願いします。 

○議長（溝部幸基） 暫時休憩いたします。 

   ―――――――――――――――― 

    （休憩 午後 ４時００分） 

    （再開 午後 ４時００分） 

   ―――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 村田町長。 

○町長（村田駿） 勉強不足で申し訳ございま

せんけど、混播法、これらについては、今年の造

林計画の中では、私ども予算計上していない経緯

もございます。どういう方法なのか、森づくりセ

ンターの所長等の指導を受けながら、それらにつ

いては今後、検討してまいりたいと思ってござい

ます。 

○議長（溝部幸基） ９番要田東議員。 

○９番（要田東） 私が、従来の植林方法、造

林方法と言ったのは、一斉植林、あるいは針葉樹

を、あまり樹間を離さないというのか、細かく植

える方法。だから７割は間伐しなければならない

という方法です。植林・緑化を重視するのは、ほ

かの方法では二酸化炭素排出を削減、なかなかで

きないわけです。だから木に吸収してもらって、

ガソリンとか石油を燃やしたときに出る二酸化炭

素までも木に吸収してもらおうという考えなので

す。 

 それで、混播法も巣植えも、嫌われていた針葉

樹も結構植えるやり方なのです。針葉樹は落葉樹

と違って、冬も炭酸同化作用というのですか、二

酸化炭素を吸収するわけです。それで植樹方法、

あるいは緑化に私はこだわっているわけです。 

 そういうわけですので、植樹方法を再度研究す

るのか、すると言いましたね。積極的にやってい

ただきたいということで質問を終わります。 

○議長（溝部幸基） 次に、２番金澤安治議員。 

○２番（金澤安治） 福島町・松前町、両町の

合併について再度協議すべきでは。その点に対し

て質問させていただきます。 

 当町は渡島半島南端白神岬地域を境に、松前町

と二つの町を形成しております。本州より海峡を

渡り松前藩士が開拓してきた歴史と伝統文化があ

り、松前町には松前城、寺町、桜の名所、当福島

町には横綱記念館、トンネル記念館、吉岡温泉、

祭礼行列、白符荒馬踊りなど地域経済への波及効

果を各地方から呼び込む観光資源があります。 
 両町が協同の町づくりに率先して取り組み、再

編する発想の転換をし、観光資源の活性化を図る

ことが特に必要と思われます。 
 期間が限られていますが、津軽海峡と日本海流

域の恵まれた漁場と景勝の展望を活用した地場産

業振興の資源もあります。 
 両町再編の合併促進が合意に至ることが、展望

ある将来につながり歴史に残ることにもなると思

います。 
 そこで、私は西部広域四町合併の論議の以前に、

両町が互譲の精神で誠意をもって研究をし、再度

の合併協議を進めるべきだと思います。 
 諸産業の振興推進に、国政の指導方針のもとに

小異を捨て大道を得るの、ことわざのごとく、今

度こそ行く末を考え、町民に力強い指導力を発揮
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することが、町行政最高管理者の使命であります。

町長の心からの所信をお伺いいたします。 

○議長（溝部幸基） 村田町長。 

○町長（村田駿） ２番金澤安治議員のご質問

にお答えいたします。 

 福島町と松前町、両町の合併について再度協議

すべきではとのご質問でございますが、市町村合

併についてのご質問でございますが、国の合併新

法に基づいて都道府県における市町村の合併の検

討が義務付けられ、３番議員の一般質問でもお答

えしたとおり、北海道においても、その検討が進

められております。 

 先般、クラスター分析の結果も示されましたが、

その中で、当町は松前町との結び付きが最も強く、

次いで西部３町との結び付きが強いとされており、

今後、４月を目処に各自治体に対して組み合せの

意向調査が行われ、それを踏まえて、北海道にお

ける市町村の合併推進構想が策定されることとな

っております。 

 旧合併特例法下において法定協議会を設置して

検討がなされた結果、協議が整わなかった松前町

との合併にあたっての再協議を望むとの議員から

のご提言でございますが、両町において将来的な

行財政の運営を考えた場合、２町という規模にと

どまらず、さらに合併規模を広げた検討が必要に

なってくるものと考えております。 

○議長（溝部幸基） ２番金澤安治議員。 

○２番（金澤安治） 町長に再質問いたします。 

 ２月１５日の道新に掲載されたクラスター分析

を私も検証しました。各役場間の移動時間が最大

８０分との基準を示した。渡島西部四町の結び付

きが最終的には西部四町の合併が半強制的に函館

市を中心地に渡島支庁管内を道の合併推進審議会

の意向が、なんとなく私にはそういう心構えがあ

るなと、そのように思われます。そこで私は、道

の審議会からの要請前に先がけし、両町の決断が

懸命な政策の先手を打つ考えがありますか。まず、

それ１点。 

 両町の法定協議会が第９回で出来上がっていた

最終的に両町の議員定数の意見の違いが原因で、

また、住民アンケートにより合併賛成者が多かっ

たのにもかかわらず解散となりました。 

 両町長の、住民の不信感を払拭し新たな合併新

法の中で一足先にこれからの町づくりを進めてい

くのが私は得策と思っていますが、元のさやに収

めるのに呼びかけることも選択肢の一つとも思い

ます。町長の今一度の考えをお聞かせください。 

○議長（溝部幸基） 村田町長。 

○町長（村田駿） ３番議員の一般質問の中で

もご答弁申し上げたところでございますけれども、

まず今回のクラスター分析についての、合併をど

うするという私は、現時点ではないということで

のご答弁させていただきました。 

 去年９カ月もかけまして、福島町、当面は自立

でいくと、そういうような多くの町民の方々のご

理解とご協力のもと、自立プランの策定もさせて

いただきました。そういう中で、やはりクラスタ

ー分析、あるいはまた、さまざま町村長会議等で

お会いしている中で松前の町長とも、こと合併の

ことについても、それとなくお話した経緯もござ

います。 

 そういう中で、やはり松前の町長自体も、合併

協議会が破綻した福島町との２町の協議はできな

いでしょうと。私も同じ考え方でございます。 

 ですから私どもにすると、すぐ今、クラスター

分析が出たから合併どうだとかということではな

く、何度もお話しておりますとおり、私はその２

町なり４町なり、この西部四町の中で共同で事務

できることは事務の広域化だとか、施設の簡素化

だとか、いろんなことの中で当面は取り組みした

いということでのお話で、現在そういう考え方で

進めさせていただいているところです。 

 また、いろいろ観光等についてもお話ございま

したが、やはりこの観光等については、合併する、

しないは別にして、これらについては従来も連携

取っておりますし、今年も松前町は５月の第２土

曜日の日に築城４００年の行事を構えているよう

です。うちのほうでは５月の第２日曜日が母の日

ということで、女だけの相撲大会を計画している

わけです。この築城４００年の日にちを決めるに
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しても実は松前の町長のほうと、福島町で十数年

も続いている女だけの相撲大会あるから、ダブら

ないようにしてくださいと。そして、できたら松

前町の築城４００年に、もし知事が参加される、

道議の方々が参加されるのであれば、次の日、女

相撲のほうに顔を出してもらうように、両町でそ

ういうような体制を取っていきましょうと。そう

いうようなこと話しているわけです。 

 ですから、合併問題は別にして、観光だとか漁

業振興等については、お互いに連携取れるものは

取っていきたいなと思ってございます。 

 私自身は、法定協議会の会長として合併を前提

に協議会を継続していたわけでございますけれど

も、その中において、やはりその協議が最終的に

整わなかったと。その経緯については、あらため

て申し上げるまでもなく、金澤安治議員も充分ご

承知のことと存じます。また、町民アンケートの

中にもそれなりにいろんな声はございましたが、

やはりその結果、松前町との合併ということがな

く、今、昨年４月から福島町は自立を当面のあい

だ進めたいということの中での全町ぐるみの中で

取り組んできているという、そういう経過につい

てはご理解をお願いしていただきたいと。 

 それとまたもう一つ、今のご質問の中で、西部

広域四町の合併の論議の以前にということであり

ますけれども、これは今まだ４町の中で、こと合

併について現時点で協議していることもございま

せんし、そういうこと自体は今、話題にしてござ

いません。ただ、一致しているのは、やはり大き

い規模で将来的には検討しなければならないので

はないかと。そういう話はされておりますが、合

併がどうのとか、そういう議論は、今のところは

４町の中では具体的に協議されている、そういう

ような状況ではございません。 

○議長（溝部幸基） ２番金澤安治議員。 

○２番（金澤安治） 今町長のお話を聞きまし

て、私の考えと異なるところがあるなと。誤解と

言えば変だけど。私は、ここであらためてまた申

し上げます。 

 町が、自主自立存続の維持確立プランが赤字再

建団体転落回避の保障がない自立プランの比較グ

ラフを見せると右肩下がりで、町民が生きがいと

元気の出るような内容ではありません。私の考え

だよ、今言っているやつは。将来、大合併を視野

に広域連携での生き残りを考えた場合に、私は町

民に負担を与えることになると思います。 

 昨年４月施行の新法合併特例の期限である政府

では平成２１年度まで実現をめざす隣町の具体的

な組み合わせの意向、住民の日常生活圏、経済圏

などの数値化し両町の結び付きの意向調査をする

ようですが、一方、隣町の知内の町長は、当分は

このままの単独でいきたいと語り、西部四町の合

併については財政状況では考える余地はない。共

倒れになると消極的な考えです。北海道新聞に掲

載されました。 

 広域連携での協議も新合併特例法まであと４年、

広域連携の合意は今言う知内も４町の中に入るも

のですから、話し合いの中でも単純なものではな

いと私は思います。まして、町の自立プランを見

ると右肩下がりの、水平でないですよ。だんだん

悪くなって年に１億数千万円は、赤字をだんだん

抱えていかなければならないという誰が見てもそ

ういうときに、一刻も早く合併したほうがいいの

ではないですか、実際、隣町だけでも先に手挙げ

て。そうすると、それだけ結局、話し合いの場に

ついても肩張って話できると私は思います。それ

が町民にとって評価され、将来につながる懸命な

得策と思いますが、町長のあらためた、また所見

をお伺いします。 

○議長（溝部幸基） 暫時休憩いたします。 

   ―――――――――――――――― 

    （休憩 午後 ４時２３分） 

    （再開 午後 ４時２３分） 

   ―――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 村田町長。 

○町長（村田駿） 合併、経済的・財政的に厳

しくなると非常に難しいことは確かでございます。

そういう状況の中で、やはり松前町も今、福島町
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との合併協議がだめになったために、松前町立病

院の改革、それから役場の内部のそういう財政の

健全化に向けて一生懸命努力してございます。 

 ですから、これは逆に、合併が順調にできなか

った両町にとっての思いとすると、そういうとこ

ろまで手が付けれたのではないのかなと。そうい

う思いはしてございますが、ただ、私自身はやは

り今もって残念なのは、そういうような法定協議

会を立ち上げ、それが順調に進まなかったという

ことでは、町長としてそれは私自身も非常に、旧

法下の中での、残念には思ってございます。 

 ただ、それでは今の松前町と、議員おっしゃる

ような合併協議を例えばすると。松前の町長が２

町での協議は当面はできないですねと、そう言っ

ているときに、私が例えば頭を下げていったとき

は、町名も本庁舎も全部松前にいって、なんとか

してくださいというのであれば合併協議はできる

と思います。私はそんなことはしたくございませ

ん。やはり福島町として、従来の法定協議会の場

でも、本庁舎は福島、町名は松前という、そうい

う重大なことを、町民の理解を、承諾を得ない中

で福島町長として決断してきた経緯がございます。 

 ですから、今回の新法の中における協議におい

ても、できる限り、町民の人があれだけ苦労して

つくった平成２１年までの自立プランを、議員お

っしゃるとおり、確かに財政は厳しいですから将

来ともに赤字は増えていくかもしれません。そし

て議員の皆さん方も、特別委員会等の中において

も、やはりそういう危惧はあろうかと思います。

そのために、毎年検証したり、将来そうなっては

だめだということを何度も話しているところでも

ございます。 

 ですから、当面は松前町との２町との合併協議

は、私は町長として、そういう意思は持っており

ませんし、ただ、事務の共同化だとか施設の共同

利用だとか、そういうような可能性については２

町だけの問題でなくして、４町の中でもこれから

随時、協議は進めていければなと。そういう考え

方でございます。 

○議長（溝部幸基） 以上で、一般質問を終わ

ります。 

 ―――――――――――――――――――― 

    ◎延 会 の 議 決 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたした

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

    （「異議なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） ご異議なしと認め、本日

はこれで延会することに決定いたしました。 

 なお、明日及び明後日は休日のため休会とし、

再会は３月１３日午前１０時からといたしますの

で、定刻までにご参集願います。 

 ―――――――――――――――――――― 

    ◎延 会 宣 告 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） これで、延会いたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

 ―――――――――――――――――――― 

         （延会 午後 ４時２６分） 
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             平成１８年第１回 

 

        福 島 町 議 会 定 例 会 

                平成１８年３月１３日（月曜日）第２号 

 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 平成１７年第４回定例会 

      議案第２号 福島町船揚場施設管理条例の制定について（経済福祉常任委員会報告） 

 日程第３ 平成１７年第４回定例会 

      議案第５号 第４次福島町総合開発計画基本構想及び基本計画の策定について 

                （第４次福島町総合開発計画基本構想等審査特別委員会報告） 

 日程第４ 議案第18号 平成１７年度福島町一般会計補正予算（第１０号） 

 日程第５ 議案第19号 平成１７年度福島町老人保健特別会計補正予算（第２号） 

 日程第６ 議案第20号 平成１７年度福島町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第７ 議案第21号 平成１７年度福島町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第８ 議案第22号 平成１７年度福島町水道事業会計補正予算（第４号） 

 日程第９ 議案第１号 福島町ふるさと応援基金条例の制定について 

 日程第10 議案第２号 福島町国民保護協議会条例の制定について 

 日程第11 議案第３号 福島町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について 

 日程第12 議案第４号 議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

 日程第13 議案第５号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 

            について 

 日程第14 議案第６号 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第15 議案第７号 職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 日程第16 議案第８号 重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部改 

            正について 

 日程第17 議案第９号 福島町温泉健康保養センター条例の一部改正について 

 日程第18 議案第10号 福島町介護保険条例の一部を改正する等の条例について 

 日程第19 議案第16号 福島町財政調整基金の積立金の処分について 

 日程第20 議案第17号 福島町介護保険給付費準備基金の積立金の処分について 

 日程第21 議案第11号 平成１８年度福島町一般会計予算 

 日程第22 議案第12号 平成１８年度福島町老人保健特別会計予算 

 日程第23 議案第13号 平成１８年度福島町国民健康保険特別会計予算 

 日程第24 議案第14号 平成１８年度福島町介護保険特別会計予算 

 日程第25 議案第15号 平成１８年度福島町水道事業会計予算 

 日程第26 諮問第１号 人権擁護委員の推薦について 
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 日程第27 同意第１号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第28 閉会中の所管事務調査等の申し出について 

 日程第29 閉会中の正・副議長、議員の出張承認について 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 平成１７年第４回定例会 

      議案第２号 福島町船揚場施設管理条例の制定について（経済福祉常任委員会報告） 

 日程第３ 平成１７年第４回定例会 

      議案第５号 第４次福島町総合開発計画基本構想及び基本計画の策定について 

                （第４次福島町総合開発計画基本構想等審査特別委員会報告） 

 日程第４ 議案第18号 平成１７年度福島町一般会計補正予算（第１０号） 

 日程第５ 議案第19号 平成１７年度福島町老人保健特別会計補正予算（第２号） 

 日程第６ 議案第20号 平成１７年度福島町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第７ 議案第21号 平成１７年度福島町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第８ 議案第22号 平成１７年度福島町水道事業会計補正予算（第４号） 

 日程第９ 議案第１号 福島町ふるさと応援基金条例の制定について 

 日程第10 議案第２号 福島町国民保護協議会条例の制定について 

 日程第11 議案第３号 福島町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について 

 日程第12 議案第４号 議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

 日程第13 議案第５号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 

            について 

 日程第14 議案第６号 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第15 議案第７号 職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 日程第16 議案第８号 重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部改 

            正について 

 日程第17 議案第９号 福島町温泉健康保養センター条例の一部改正について 

 日程第18 議案第10号 福島町介護保険条例の一部を改正する等の条例について 

 日程第19 議案第16号 福島町財政調整基金の積立金の処分について 

 日程第20 議案第17号 福島町介護保険給付費準備基金の積立金の処分について 

 日程第21 議案第11号 平成１８年度福島町一般会計予算 

 日程第22 議案第12号 平成１８年度福島町老人保健特別会計予算 

 日程第23 議案第13号 平成１８年度福島町国民健康保険特別会計予算 

 日程第24 議案第14号 平成１８年度福島町介護保険特別会計予算 

 日程第25 議案第15号 平成１８年度福島町水道事業会計予算 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎出席議員（１４名） 

 議 長 １４番  溝 部 幸 基     副議長 １３番  金 沢 秀 一 

      １番  杉 村 志 朗          ２番  金 澤 安 治 

      ３番  滝 川 明 子          ４番  成 田 民 夫 

      ５番  平 野 隆 雄          ６番  平 沼 昌 平 
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      ７番  佐 藤 多 市          ８番  杉 村 欣 一 

      ９番  要 田   東         １０番  佐 藤 孝 男 

     １１番  加 藤 雅 行         １２番  安 藤 安 雄 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎欠席議員（０名） 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎出席説明員 

 町 長  村 田   駿      助 役  竹 下 泰 弘 

 総務課長兼総務グループ参事  丁子谷 雅 男      総務課企画グループ参事  木 村   修 

 財務課長兼財務グループ参事  花 田 春 夫      財務課税務グループ参事  新 山 佳 隆 

 町民課長兼住民グループ参事  川 岸   勤      町民課福祉グループ参事  花 田 修 一 

 産業課長兼農林グループ参事  川 村 明 雄      産業課水産グループ参事  三 鹿 菊 夫 

 産業課商工グループ参事  出 羽 正 機      建設課長兼建設グループ参事兼水道グループ参事   花 田 典 明 

 吉 岡 支 所 長  土 門 修 一      福島保育所長 （花 田 修 一） 

 福祉センター次長 （工 藤 昭 一） 

 教 育 長  金 谷   裕      教育委員会教育次長兼学校教育グループ参事   花 田   忍 

 教育委員会生涯学習グループ参事  工 藤 昭 一      学校給食センター所長 （花 田   忍） 

 農業委員会事務局長 （川 村 明 雄） 

 監 査 委 員  工 藤   享      監査委員補助職員 （大坂屋 昌 輝） 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎職務のため議場に出席した議会事務局職員 

 議会事務局長  大坂屋 昌 輝      議会グループ総括主査  石 堂 一 志 

 議会グループ主事  吉 澤 裕 治      議会グループ書記  阿 部 千 華 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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         （開会 午前１０時００分） 

 ―――――――――――――――――――― 

    ◎開 議 宣 告 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） おはようございます。 

 ３月１０日に引き続き、ただちに本日の会議を

開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでご

ざいますので、ご了承願います。 

 ―――――――――――――――――――― 

    ◎会議録署名議員の指名 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 日程第１ 会議録署名議

員の指名を行います。 

 ４番成田民夫議員、５番平野隆雄議員を指名い

たします。 

 ―――――――――――――――――――― 

  ◎平成１７年第４回定例会 

   議案第２号 福島町船揚場施設管理 

   条例の制定について 

   （経済福祉常任委員会報告） 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 日程第２ 平成１７年第

４回定例会議案第２号福島町船揚場施設管理条例

の制定についてを議題といたします。 

 ただいま議題といたしました案件につきまして

は、平成１７年第４回定例会において、閉会中に

審査すべき事件として、経済福祉常任委員会に付

託されたものであります。 

 閉会中に審査を終了しておりますので、その結

果の報告を求めます。 

 佐藤孝男経済福祉常任委員会委員長。 

○１０番（佐藤孝男） おはようございます。 

 経済福祉常任委員会の審査結果の報告をいたし

ます。 

 ただいま議題となっております平成１７年第４

回定例会議案第２号福島町船揚場施設管理条例の

制定については、閉会中に審査すべき事件として

本委員会に付託されたものであります。本年２月

７日に審査した結果、本件については委員全員の

賛成により、原案どおり可決すべきものとして決

定いたしました。 

 審査の経過・詳細につきましては、諸報告第１

号に記載のとおりでありますので、ご覧願います。 

 以上、甚だ簡単ですが、経済福祉常任委員会の

審査結果の報告を終わります。 

○議長（溝部幸基） 経済福祉常任委員会委員

長の報告が終わりましたので、報告に対する質疑

を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 討論を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております平成１７年第４

回定例会議案第２号につきましては、原案のとお

り可決すべきものとの経済福祉常任委員会委員長

の報告であり、報告のとおり決することに賛成の

方は起立を願います。 

        （賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 起立多数であり、平成１

７年第４回定例会議案第２号は可決いたしました。 

 ―――――――――――――――――――― 

  ◎平成１７年第４回定例会 

   議案第５号 第４次福島町総合開発 

   計画基本構想及び基本計画の策定に 

   ついて 

   （第４次福島町総合開発計画基本構 

   想等審査特別委員会報告） 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 日程第３ 平成１７年第

４回定例会議案第５号第４次福島町総合開発計画

基本構想及び基本計画の策定についてを議題とい

たします。 

 ただいま議題といたしました案件につきまして

は、平成１７年第４回定例会において、閉会中に
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審査すべき事件として、第４次福島町総合開発計

画基本構想等審査特別委員会に付託されたもので

あります。 

 閉会中に審査を終了しておりますので、その結

果の報告を求めます。 

 金沢秀一第４次福島町総合開発計画基本構想等

審査特別委員会委員長。 

○１３番（金沢秀一） 第４次福島町総合開発

計画基本構想等審査特別委員会の審査結果の報告

をいたします。 

 ただいま議題となっております平成１７年第４

回定例会議案第５号第４次福島町総合開発計画基

本構想及び基本計画については、閉会中に審査す

べき事件として本委員会に付託されたものであり

ます。本年２月１７日及び２月２４日に審査した

結果、本件については出席委員８名全員の賛成に

より、原案どおり可決すべきものとして決定いた

しました。 

 審査の経過と詳細につきましては、諸報告第１

号に記載のとおりでありますので、ご覧願います。 

 以上、甚だ簡単ですが、第４次福島町総合開発

計画基本構想等審査特別委員会の審査結果の報告

を終わります。 

○議長（溝部幸基） 第４次福島町総合開発計

画基本構想等審査特別委員会委員長の報告が終わ

りましたので、報告に対する質疑を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 討論を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております平成１７年第４

回定例会議案第５号につきましては、原案のとお

り可決すべきものとの第４次福島町総合開発計画

基本構想等審査特別委員会委員長の報告であり、

報告のとおり決することに賛成の方は起立を願い

ます。 

        （賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 起立多数であり、平成１

７年第４回定例会議案第５号は可決いたしました。 

 ―――――――――――――――――――― 

  ◎議案第１８号 平成１７年度福島町 

   一般会計補正予算（第１０号） 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 日程第４ 議案第１８号

平成１７年度福島町一般会計補正予算（第１０

号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 花田春夫財務課長。 

○財務課長（花田春夫） おはようございます。 

 それでは、定例会議案の別冊をお願いいたしま

す。１ページをお願いいたします。 

 議案第１８号平成１７年度福島町一般会計補正

予算（第１０号）でございます。 

 第１条は、歳入歳出それぞれ４,１７６万４,０

００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

３３億４,８９０万５,０００円とするものでござ

います。 

 第２条は、第２表債務負担行為補正でございま

す。 

 今回の補正の主なものにつきまして、ご説明い

たします。平成１７年度の当初予算及び補正予算

計上いたしました事務事業にかかる予算につきま

しては、計画どおり進められております。今般、

事務事業も確定してございますので、これら執行

残を整理するものでございます。 

 また、例年にない大雪で、すでに除排雪費とし

て６,０００万円を計上してございますけれども、

不足をきたすおそれがありますので、１,０００

万円をさらに今回補正するという内容でございま

す。 

 また、歳入では普通交付税並びに特別交付税の

増減、町税の実績等を勘案しまして、追加してご

ざいます。 

 それでは、６ページをお願いいたします。第２

表債務負担行為補正（追加）でございます。 
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 事項、漁業近代化資金の融資に伴う利子補給に

関する債務負担行為。期間でございますが、平成

１７年度から平成２８年度まで。限度額、２３４

万２,０００円でございます。 

 これにつきましては、福島町漁業近代化資金利

子補給条例に基づきまして、福島吉岡漁業協同組

合の組合員が当資金を借りた場合に、町がその利

息の１パーセント以内を利子補給するものでござ

います。１７年度におきましては７件で５,５６

０万円の借り入れをしてございます。 

 次のページをお願いいたします。第３表地方債

補正（変更）でございます。 

 起債の目的、補正前、償還の方法、補正後とな

ってございますけれども、変更の部分についての

み説明をいたします。 

 中山間地域総合整備事業債１０万円減の５００

万円でございます。次に、公有林整備事業債９０

万円追加の５９０万円でございます。次に、公営

住宅建設事業債３９０万円追加で８,６６０万円

でございます。船揚場整備事業債２０万円減で４

７０万円でございます。消火栓整備事業債２０万

円減の２４０万円でございます。合計で４３０万

円が追加となるものでございます。 

 今回の４３０万円の追加補正によりまして、町

債の合計額は２億８,８８０万円となるものでご

ざいます。 

 なお、行政報告にもありましたように、アスベ

スト事業にかかる分につきましては、今後、決定

次第予算措置を講じたいというふうに思ってござ

います。 

 次に、事項別明細の歳出から説明いたしますの

で、５１ページをお願いいたします。 

 １款議会費、１目議会費３２万６,０００円の

減でございます。９節から１９節までは、いずれ

も事務精査によるものでございます。 

 次のページをお願いします。２款総務費、１目

一般管理費２３６万７,０００円の減でございま

す。１節から１２節、いずれも事務精査によるも

のでございます。なお、９節で旅費１１万５,０

００円追加してございますけれども、これは１８

年度保健婦１名を採用予定してございまして、札

幌からの赴任旅費でございます。 

 次に５３ページをお願いいたします。３目の財

政管理費５万円の減でございます。事務精査によ

るものでございます。 

 次に５４ページ。４目の会計管理費６万９,０

００円でございます。９節から１２節、いずれも

事務精査による減でございます。 

 ５５ページ。５目財産管理費５３万２,０００

円。１３節で５３万２,０００円の減ですけれど

も、入札減によるものでございます。 

 次に５６ページ。６目の生活改善センター運営

費５０万１,０００円の減でございます。１１節

から１３節まで、いずれも福島地区の改善センタ

ーが１月１日から休止ということで減にしてござ

います。 

 次に５７ページです。７目の企画費６８万５,

０００円の減でございます。１節、９節につきま

しては、総合開発審議会報酬、委員さんの辞退と

いうことでの減でございます。１１節、１９節に

ついては、事務精査によるものでございます。 

 次に５８ページでございます。８目の交通安全

対策費８万５,０００円。これは交通指導員・推

進員にかかる事務精査によるものでございます。 

 ５９ページ。９目町民運動対策費６万８,００

０円の減でございます。これは松前町との負担割

合の調整により半額となって、今回、減額するも

のでございます。 

 次に６０ページ。１１目支所費４万４,０００

円の減。９節、１２節、いずれも事務精査による

ものでございます。 

 ６１ページの１５目電子計算費１０万円の減。

これは回線運用の事務精査による減でございます。 

 ６２ページ。１目税務総務費８万４,０００円。

これも旅費で事務精査によるものでございます。 

 次に６３ページですが、賦課徴収費２７万９,

０００円の減でございます。８節及び１９節、い

ずれも事務精査によるものでございます。 

 ６４ページ。戸籍住民基本台帳費３８万１,０

００円の減でございます。９節から１３節につい
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ては、いずれも事務精査によりますけれども、１

４節につきましては今年度新しく導入しましたが、

見積り合わせの結果、減となるものでございます。 

 次に６５ページ。２目の衆議院議員総選挙及び

最高裁判官国民審査費１４３万５,０００円。い

ずれも、１節から１３節まで事務精査によるもの

でございます。 

 次に６６ページ。３目道議会議員補欠選挙費１

０２万７,０００円の減でございます。１節から

１３節まで、いずれも事務精査確定によるもので

ございます。 

 次に６７ページ。２目指定統計調査費１０万１,

０００円。３節から１２節まで、これも指定統計

の完了によりまして減になるものでございます。 

 次に６８ページでございます。１目監査委員費

９万円の減でございます。これも事務精査による

ものでございます。 

 次に６９ページ。財政調整基金費２万円の追加

でございます。積立金として２万円。これは利息

分を今般積み立てするものでございます。 

 次に７０ページをお願いします。２目土地開発

基金費１,０００円でございます。これも預金利

息を１,０００積み立てするものでございます。 

 次に７１ページ。３目減債基金費２,０００万

円の追加でございます。２５節で積立金２,００

０万円の追加でございます。これにつきましては

公債費適正化計画に基づきまして、今年度２,０

００万円を積み立てするものでございます。今回

の追加によりまして、１７年度末基金残高は４,

２７５万円となるものでございます。 

 次に７２ページをお願いします。４目の小笠原

実奨学基金費２４万４,０００円の追加でござい

ます。積立金として、本年度償還されました収入

分を今回積み立てするものでございます。 

 次に７３ページです。３款民生費、１目社会福

祉総務費１１万８,０００円の追加でございます。

１節から１９節につきましては、いずれも事務精

査によって減となるものでございますが、２０節

におきまして、２段目の知的障害者援護施設医療

扶助費１９２万９,０００円の追加でございます。

これは実績に伴いまして追加するものでございま

す。同じく４段目の更正医療給付費、これにつき

ましても５７万５,０００円の追加でございます。

それと下から３行目の身体障害児等補装具給付費、

これにつきましては４,０００円の追加。いずれ

も実績等を勘案して今回補正するものでございま

す。 

 次に７４ページをお願いします。２目の国民年

金費１万３,０００円の減でございます。旅費に

おきまして事務精査による減でございます。 

 次に７５ページの３目生活館等管理費１７万６,

０００円の減でございます。１５節、１９節、い

ずれも入札執行等に伴う減でございます。 

 次に７６ページお願いします。４目の老人福祉

費４３６万３,０００円の減でございます。８節

から２０節につきましては、いずれも事務事業の

精査によるものでございます。 

 次に７７ページをお願いします。５目生活支援

ハウス管理運営費１５万円の減でございます。こ

れも光熱費の事務精査による減でございます。 

 次に７８ページでございますけれども、６目の

福祉センター運営費７万８,０００円の減。いず

れも入札等に伴う減でございます。 

 ７９ページの１目児童福祉総務費１７万円の減

でございますけれども、８節から１１節まで、い

ずれも事務精査、実績勘案の減でございます。 

 ８０ページお願いします。２目の児童措置費２

９万５,０００円の減でございます。扶助費で、

いずれも受給者の年金区分の変更、あるいは受給

者の減によっての、いずれも増減の補正でござい

ます。 

 次に８１ページでございますけれども、３目の

保育所費３万２,０００円の減でございます。こ

れも、いずれも事務精査によるものでございます。 

 ８２ページの４款衛生費、２目の予防費３６万

６,０００円の減でございます。これも健康診査

等の事務精査によるものでございます。 

 次に８３ページの、５目の医療対策費３４０万

６,０００円の減でございます。１１節から２０

節まで、いずれも実績勘案等でございますけれど
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も、特に２０節の乳幼児医療扶助費につきまして

は、実績が例年より少ないということでの減でご

ざいます。 

 次に８４ページでございます。６目の老人保健

費４６７万２,０００円の減でございます。１１

節から２０節まで、いずれも各種検診の事業の終

了、あるいは老人医療の実績等を勘案して減額す

るものでございます。 

 次に８５ページでございます。７目の心身障害

者医療対策費２,２７５万４,０００円。これも、

いずれも実績勘案での減でございます。特に医療

費につきましては、入院されている方が重度の方

で、退院をされているという経過も含めて減額す

るものでございます。 

 次に８６ページでございます。８目の母子保健

費８４万１,０００円の減でございますけれども、

これも実績勘案しての事務精査による減でござい

ます。 

 次に８７ページでございます。９目温泉健康保

養センター管理運営費４５万８,０００円の減で

ございます。これも入札執行等によるものでござ

います。 

 次に８８ページお願いします。２目広域事務組

合費２４８万９,０００円の減でございます。こ

れにつきましては、渡島西部の広域事務組合の衛

生部門の負担金でございますけれども、し尿業務

委託料とごみ委託料費において、執行残によるも

のでございます。なお、この予算につきましては、

去る２月２１日開催の渡島広域事務組合第１回定

例会において議決をされてございます。 

 次に８９ページでございます。３目の渡島廃棄

物処理広域連合費２９８万９,０００円の減でご

ざいます。これにつきましても、焼却施設等の点

検業務委託料の精査によって減となります。これ

につきましても、２月２８日開催の広域連合の定

例会において議決されてございます。 

 次に９０ページでございます。５款労働費、１

目労働諸費、９節で５万６,０００円の減でござ

います。これも事務精査によるものでございます。 

 次に、９１ページの６款農林水産業費、１目の

農業委員会費、１節報酬で８万６,０００円の減

でございますけれども、これは年度途中で委員が

１名死亡されてございますので、それに伴う減で

ございます。 

 次に９２ページでございます。２目の農業総務

費、これは地方債の補正によりまして財源振り替

えをするものでございます。 

 次に９３ページをお願いします。３目の農業振

興費、１節及び９節、いずれも福島町地域農政総

合対策推進協議会、これが２回開催のところ１回

になったために減額するものでございます。 

 それと、９４ページお願いします。４目の活性

化センター管理運営費、１２節手数料で９万円の

減でございます。いずれも事務精査によるもので

ございます。 

 次に、９５ページの１目林業総務費、１９節で

１万９,０００円の減でございます。いずれも事

務の確定による減でございます。 

 次に９６ページでございます。２目の林業振興

費で、１節、９節につきましては、これも委員会

が２回分を見ましたけれども１回開催ということ

での減でございます。１９節につきましては、そ

れぞれの事業が確定しましたので、これに伴う減

でございます。 

 次に９７ページですが、３目の町有林造成費、

１３節で町有林の造成事業委託料でございますけ

れども３８万７,０００円の減。これは事務精査

によるものでございます。 

 次に９８ページでございますけれども、４目の

熊等による被害対策費、８節でヒグマ等の捕獲報

償費４万５,０００円の減でございますけれども、

３頭分計上でしたけれども実質的には２頭の捕獲

ということでの減でございます。 

 次に５目治山費、１５節で町単独治山工事費、

入札執行によりまして５万５,０００円減となる

ものでございます。 

 次に１００ページです。１目の水産業総務費、

１１節、１２節、いずれも事務精査によりまして、

トータル４,０００円の減でございます。 

 次に１０１ページでございます。２目の水産振
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興費１４万７,０００円の減でございますけれど

も、１８節、１９節、いずれも事務精査でござい

ますけれども、１９節の最後の段の漁業近代化資

金利子補給金につきましては、先ほど申し上げま

したように確定によりまして５万５,０００円を

減額するものでございます。 

 １０２ページでございます。３目の漁港管理費

４３万２,０００円の減でございます。１１節か

ら１９節まで、いずれも事業確定、入札執行、事

務精査による減でございます。 

 １０３ページお願いします。４目の漁村環境改

善総合センター運営費、１３節管理清掃委託で１,

０００円の減でございます。 

 １０４ページお願いします。７款商工費、２目

商工振興費、１９節信用保証料等補給金で１９万

５,０００円の減としています。これにつきまし

ては、福島町中小企業融資の借り入れにかかる利

子補給分ですが、本年度の借入額１,５００万円

予定しておりましたけれども、３件で６５０万円

ということになりましたので、これに見合う分を

減額したものでございます。 

 次に１０５ページです。５目の横綱の里づくり

費２１万６,０００円の減でございます。８節か

ら１４節まで、いずれも実績、事務精査による減

でございます。 

 次に、１０６ページの７目特産品センター管理

費、１５節し尿浄化槽補修工事１４万円減でござ

います。これは入札執行に伴う減でございます。 

 次に１０７ページの８款土木費、１目土木総務

費１１万２,０００円の減ですけれども、１４節、

１９節、いずれも事務精査によるものでございま

す。 

 次に１０８ページ。２目道路維持費９１７万９,

０００円の追加でございます。１３節流雪溝管理

委託料で７５万円の減でございます。これは、毎

年、土現と契約交わし、負担金として支払ってい

るわけですけれども、ご存じのとおりシックナー

が撤去されたことによりまして、ポンプ室、いわ

ゆる管理室が不要になったということで減額なる

ものでございます。除排雪委託料１,０００万円

の追加でございます。これにつきましては、先般、

お手元に別様で印刷した物をお配りしていますの

で、補足的に若干説明させていただきますので、

そちらのほうをご覧いただきたいというふうに思

います。 

 この内容につきましては、先般の２月１７日の

開催の臨時議会の中でも若干経過お話しています

けれども、さらに追加を要するということで資料

をお配りいたしますので、もう一度こちらのほう

から説明を申し上げたいというふうに思います。 

 平成１７年度の除排雪費の補正についてという

題目で、ご覧いただきたいと思います。 

 まず１番目の、除雪費の年度別支出状況。これ

につきましては、２月２８日現在の支出状況を書

いてございます。１７年度合計で、２月２８日確

定分では５,９７８万２,０００円という状況にな

ってございます。 

 ２番目の、降雪量の年度別状況でございますけ

れども、これは２４時間計測、いわゆる、下のほ

うにも書いていますけれども、福島消防署の数値

でございます。年度別、それぞれ書いてございま

すけれども、１７年度の合計で５３４センチとい

う状況。昨年が４０１センチということですので、

例年になく大幅な降雪になっているということが、

これでおわかりいただけるかなというふうに思い

ます。 

 次に３番目の、予算執行状況及び補正額につい

てでございますけれども、①としましては、当初

予算ですでにご説明しておりますけれども３,０

００万円、さらに専決処分、臨時議会等で３,０

００万円、合わせて６,０００万円現在計上され

てございます。②の除排雪実績額でございますけ

れども、除雪費で４,３２９万７,０００円、排雪

費で１,６４８万６,０００円、合計で５,９７８

万２,０００円。これは、先ほど申し上げました

２月２８日現在の支出状況でございます。③とし

まして、今後の見込額、補正額でございますけれ

ども、３月１日から３月３１日までの分として、

除雪費として２.５日、１回稼動しますと２００

万円ということですので、これで５００万円。排
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雪費で３.５日、１５０万円で５２５万円。合わ

せて１,０２５万円というふうになるわけですけ

れども、１,０００万円を今回補正したいという

ことでございます。合計しまして、トータル７,

０００万円の除排雪費となるという内容でござい

ます。 

 それでは、１０８ページのほうにお戻り願いま

す。１５節につきましては入札執行による減でご

ざいます。 

 次に１０９ページでございます。１目の都市計

画総務費で、いずれも審議会の開催が少なかった

ということの事務精査によりまして減額となるも

のでございます。９万４,０００円の減額でござ

います。 

 次に１１０ページでございます。２目の公園費、

１９節で、事務精査によりまして２,０００円の

減となるものでございます。 

 次に１１１ページでございます。１目の住宅管

理費８万８,０００円の減でございます。１節、

９節につきましては、入居選考委員会の報酬・費

用弁償でございますけれども、これも２回から１

回への減というふうになってございます。以下、

１５節、１９節につきましては、入札減等に伴う

減でございます。 

 次に１１２ページでございます。３目の住宅建

設費８９９万６,０００円の減でございます。９

節から１５節、いずれも丸山団地建替事業にかか

る事業確定による減でございます。 

 次に１１３ページでございます。９款消防費、

１目災害対策費４万１,０００円の減でございま

す。１１節から１４節まで、いずれも事務精査に

よって減となるものでございます。 

 次に１１４ページでございます。２目の広域事

務組合費、１９節消防部門ですけれども１２０万

６,０００円の減でございます。これにつきまし

ても先ほど衛生費で申し上げましたとおり、すで

に広域事務組合の定例会で議決済みの予算でござ

います。 

 次に１１５ページでございます。１０款の教育

費、１目の教育委員会費１４５万４,０００円の

減でございますけれども、１９節において福島商

業高校新規入学奨励金で４２万円、同じく通学定

期補助７８万２,０００円の減。これは、いずれ

も４１名分見たのですが、実績は２７名というこ

とで減額なるものでございます。それと、通学定

期補助については、車等の通学で利用者が少なか

ったということによって減になるものでございま

す。 

 次に１１６ページをお願いします。３目教育振

興費２９３万９,０００円の減でございます。１

３節で児童生徒健康診断委託料及び学校職員健康

診断委託料、これはいずれも受給者減によるもの

で、合わせて２２万７,０００円の減。それと、

下段のほうの就学時健康診断委託料については、

単価の分で安くなってございます。以下、１９節

から２１節まで、実績勘案によっての減でござい

ます。なお、２１節の貸付金につきましては、継

続が１３名、新規が３名ということでの実績の部

分でございます。２４名から１６名に減になった

分でございます。 

 次に１１７ページでございます。４目の教員住

宅管理費、１９節で事務精査によって７,０００

円の減でございます。 

 次に１１８ページですが、１目学校管理費、１

５節で、それぞれ入札執行残で２万７,０００円

が減となるものでございます。 

 次に１１９ページですが、１目の学校管理費で

３２万２,０００円の追加でございます。１５節

で入札執行で３万４,０００円の減ですが、１７

節の公有財産購入費、これは吉岡中学校グラウン

ド敷地を購入するものでございます。これにつき

ましては、吉岡中学校グラウンド敷地に隣接して

います北海道所有地を、グラウンドとして使用す

るため購入するものです。これは、ご存じのよう

に路線改良で終わりましたので、その辺を道のほ

うと協議しながら購入するものですが、購入面積

は４筆ございまして、１１１.０１平方メートル

でございます。単価は平方メートルあたり３,２

０７円を予定してございます。 

 次に１２０ページをお願いします。１目の社会
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教育総務費で２４万円の減。１節、１４節、いず

れも事務精査によるものでございます。 

 次に１２１ページですが、１目保健体育総務費

１０７万４,０００円の減でございます。８節か

ら１９節、いずれもそれぞれ事業確定、事務精査

によっての減でございます。特に１９節の南北海

道駅伝競走大会については、実行委員会のご努力

によりまして相当数の経費が削減されたというこ

とでございます。 

 次に１２２ページでございます。２目の総合体

育館運営費２３万９,０００円の減でございます。

１２節から１５節まで、いずれも入札減、事務精

査によっての減となるものでございます。 

 次に１２３ページです。町民プール運営費９万

９,０００円の減でございます。入札減、あるい

は事務精査によっての減でございます。 

 次に１２４ページでございます。５目のファミ

リースポーツ公園管理費、１２節で４万５,００

０円の減でございます。事務精査によるものでご

ざいます。 

 次に１２５ページの１１款公債費、１目元金、

これは２３５万７,０００円を財源振り替えする

ものでございます。これは住宅家賃、それと使用

料の部分での財源を振り替えするものでございま

す。 

 次に１２６ページをお願いします。２目利子、

これも、１３万７,０００円を財源振り替えする

ものです。これは、トンネル記念館の建設費にか

かる道補助分を、今回、額の確定によって財源振

り替えするものでございます。 

 次に３目公債諸費、１２節手数料、事務精査に

よって５万円減となるものでございます。 

 次に１２８ページでございますけれども、１２

款の諸支出金、１目の繰出金６２万円の減でござ

います。２８節で国民健康保険特別会計繰出金と

して１,６２５万２,０００円を追加するものでご

ざいます。内容につきましては、保険税軽減額で

１,５６９万３,０００円、財政安定化支援で５０

万１,０００円、その他事務精査で５万８,０００

円、合計しまして１,６２５万２,０００円を追加

するものでございます。それと、老人保健特別会

計繰出金、老人医療費の減によりまして７４３万

２,０００円を減とするものでございます。あわ

せて介護保険特別会計繰出金、これにつきまして

も介護給付費等、あるいは事務費によりましての

減によりまして９４４万円を減とするものでござ

います。 

 次に歳入を説明いたしますので、１１ページを

お願いいたします。 

 １款町税、１目個人、２節で滞納繰越分として

２４３万７,０００円を追加するものでございま

す。当初予算で３００万円ですので、１月末収納

状況を勘案しまして２４３万７,０００円を追加

するものでございます。 

 次に１２ページでございます。２目法人８６万

２,０００円の追加でございます。１節現年度分

の法人税割、実績を勘案しまして７８万２,００

０円を追加するものでございます。２節滞納繰越

分８万円の追加でございます。これも収納状況を

勘案して追加するものでございます。 

 次に１３ページをお願いします。１目固定資産

税７９５万４,０００円の追加でございます。１

節現年課税分で、土地、家屋、償却資産、それぞ

れ収納率、当初は９５パーセントを見たのですが、

収納状況を見て１パーセントアップの９６パーセ

ントで策定しまして、それぞれ増減をしてござい

ます。それと２節の滞納繰越分で、これも実績勘

案しまして６４万６,０００円を追加してござい

ます。 

 次に１４ページでございますけれども、２目の

国有資産等所在市町村交付金及び納付金、１節日

本郵政公社資産で１４万円追加してございます。

これも実績によるものでございます。 

 次に１５ページですが、１目軽自動車税、２節

滞納繰越分で４万５,０００円。これも実績勘案

しての追加でございます。 

 次に１６ページでございます。３款利子割交付

金、１目利子割交付金、１節利子割交付金で、交

付決定によりまして１４８万８,０００円減額す

るものでございます。 
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 次に１７ページでございますけれども、８款地

方特例交付金、１目地方特例交付金、１節の地方

特例交付金で、これも交付決定によりまして１６

５万８,０００円減額するものでございます。 

 次に１８ページです。９款地方交付税、１目地

方交付税、１節普通交付税で９,７８２万９,００

０円の増、特別交付税で２,４４７万５,０００円

の減、差し引きまして７,３３５万４,０００円の

追加となるものですけれども、普通交付税の交付

決定は今回の調整率按分を追加してございます。

これで普通交付税の決定額は１５億３,２７４万

６,０００円となり、すでに予算措置している分

を差し引きますと、今回、９,７８２万９,０００

円の追加となるものでございます。なお、特別交

付税については、当初、１億４,０７７万９,００

０円を見込んでおりましたけれども、特別事情分

除いた交付額から、さらに２０パーセントは削減

されるだろうということで、今回、その分を見込

んで２,４４７万５,０００円を減額するものでご

ざいます。 

 次に１９ページでございます。１１款分担金及

び負担金、１目民生費負担金４３万５,０００円

の追加でございますが、１節につきましては保育

児童の入退所の事務精査によって４万７,０００

円の減。２節で滞納繰越分、これが５１万７,０

００円の追加でございます。これは現在の収納状

況を勘案して、今回、補正するものでございます。

なお、３節、４節、５節につきましては、それぞ

れ収納実績、入退区分等にかかることによって減

になるものでございます。 

 次に２０ページお願いします。１２款使用料及

び手数料、８目土木使用料５５万１,０００円の

追加でございます。１節の町営住宅使用料で２２

０万円の減。これは所得階層区分と死亡等によっ

て退去者が増加したことによっての減でございま

す。次に２節の滞納繰越分２７０万円の追加でご

ざいますけれども、これも１月末の収納状況を勘

案して２７０万円追加するものでございます。５

節につきましては、利用者の増によって５万１,

０００円を追加するものでございます。 

 次に２１ページでございます。７目の教育使用

料、３節でパークゴルフ、町民プール使用料、実

績によって減とするものでございます。７万４,

０００円の減でございます。 

 次に２２ページですが、２目の総務手数料、１

節で、いずれも支所分にかかる分の戸籍、諸証明

の手数料の実績勘案の減でございます。 

 次に２３ページです。１３款国庫支出金、１目

民生費国庫負担金８１万円の減。１節から９節ま

で、いずれも対象者の年金区分と受給者の減少

等々の事務精査によって減となるものでございま

す。 

 次に２４ページです。２目の衛生費国庫負担金、

１節の老人保健事業負担金４４万円の追加でござ

います。これは健康診査や定期健康相談などの保

険事業実施の実績を勘案して追加するものです。

３分の１補助でございます。 

 次に２５ページです。１目の民生費国庫補助金

１１０万５,０００円の追加でございます。１節

で次世代育成支援対策交付金３０万円の追加でご

ざいますけれども、これは新設でございます。本

年度から幼児教育に係る諸般の諸行事の部分につ

いての補助、３０万円が限度ですけれども、補助

されるということで、これまでの予算、常に計上

しております育児教室、子供の日の行事、あるい

は交通安全教室等々の子供に係る行事を、総額に

しますと６２万６,０００円の事業費があるわけ

ですけれども、だいたい３分の１の補助というよ

うな形になってございます。それと２節で支援費

国庫補助金８０万５,０００円の追加でございま

す。これは入所者等の実績勘案によって追加する

ものでございます。 

 次に２６ページでございます。２目の衛生費国

庫補助金、１節老人保健事業補助金１８万５,０

００円の追加でございます。これはさきほど申し

上げた保健事業に係る実績等を勘案しての追加で

ございます。３分の１補助でございます。 

 それと、２７ページでございますけれども、３

目土木費国庫補助金１００万円の追加でございま

す。１節で臨時市町村道除雪事業費補助金５００
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万円の追加でございます。これは大雪に伴う国の

特別枠、事業費１,０００万円の補助２分の１の

補助金でございます。次に２節の公営住宅等家賃

対策補助金１９６万５,０００円の追加でござい

ます。これは本年度建設しました丸山団地分８戸

分を追加されて増となるものでございます。次に

３節の公営住宅建設事業補助金５９６万５,００

０円の減でございますけれども、これは入札執行

に伴うものでございます。 

 次に２８ページをお願いします。４目の教育費

国庫補助金、１節で、それぞれ実績勘案しての総

計２０万２,０００円の減でございます。 

 次に２９ページでございます。１目総務費委託

金、１節で外国人登録事務委託金７万１,０００

円の追加でございます。これは変更届等が増加な

ったために、今回、実績を勘案して追加するもの

でございます。 

 次に３０ページでございます。２目の民生費委

託金、２節で特別児童扶養手当事務委託金５,０

００円の追加でございます。これも実績によるも

のでございます。 

 次に３１ページです。１４款道支出金、１目民

生費負担金１,１５７万１,０００円の追加でござ

います。２節、３節につきましては実績勘案、利

用者等の減等によって変更となるものでございま

すけれども、４節につきましては国民健康保険基

盤安定負担金１,１７７万１,０００円の追加でご

ざます。これは先ほど申し上げました国保税の軽

減分でございます。補助率が４分の３でございま

す。以下、５節から９節まで実績勘案によっての

増減でございます。 

 次に３２ページです。２目の衛生費負担金、１

節で老人保健事業負担金４４万円の追加でござい

ます。これはさきほど来申し上げている保健事業

にかかる分でございます。 

 次に３３ページの土木費負担金、１節で吉岡地

区流雪溝管理負担金１万４,０００円の減でござ

います。これもさきほど申し上げましたように、

シックナーの撤去により減となるものでございま

す。 

 次に３４ページでございます。１目の民生費補

助金１３６万５,０００円の減でございます。１

節で、それぞれ実績勘案なのですが、下から２番

目の在宅介護支援センター事業補助金、増額３万

円ですけれども、これも総じて、あわせて実績勘

案によるものでございます。２節も事務精査によ

るものでございます。 

 次に３５ページです。２目の衛生費補助金１,

４２６万２,０００円の減でございます。これも

医療費関係、各医療費の実績勘案によって１節か

ら４節まで、それぞれ減となるものでございます。 

 次に３６ページです。４目の農林水産業費補助

金１８５万７,０００円の減でございます。２節、

３節とも、いずれも事業確定、事務精査によって

の減でございます。 

 次に３７ページの商工費補助金、１節で青函ト

ンネル記念館建設事業補助金１３万７,０００円

の減でございます。これはご存じのとおり、起債

償還利息の確定に伴いまして、当初、利率が１.

８見込んでおりましたけれども、１.０というこ

とに伴いまして減となるものでございます。 

 次に３８ページです。１目の総務費委託金、１

３２万８,０００円の減でございます。２節、３

節いずれも事業確定、事務精査によっての減でご

ざいます。 

 ３９ページ。２目の土木費委託金、３節吉岡地

区流雪溝管理委託金４７万４,０００円の減でご

ざいます。これもシックナー撤去に伴う部分でご

ざいます。 

 次に４０ページです。１５款財産収入、１目財

産貸付収入、１節で教員住宅貸家料です。これは

入居者の退去によって減となるものでございます。 

 ４１ページ。２目利子及び配当金、１節で財政

調整基金利子、これが１万９,０００円の追加、

それと土地開発基金利子収入で１,０００円、そ

れぞれ現在の残高に利息が付いた部分を、今回、

補正するものでございます。 

 次に４２ページでございます。２目の物品売払

収入、１節で町有林立木等売払収入２１６万２,

０００円の追加でございます。これは支障木とな
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りました分を、北海道電力、それと吉岡砕石工業

に、それぞれ売却したものでございます。 

 次に４３ページ。１７款繰入金、１目財政調整

基金繰入金１億２,５４３万９,０００円の減でご

ざいます。１節で財政調整基金繰入金、同額を減

額するものでございますけれども、当初、２億５

００万円を予定しておりましたけれども、普通交

付税等の財源調整の結果、１億２,４５６万１,０

００円を繰り入れするものでございます。なお、

町債は特別交付税の決定状況を見ながら、今後さ

らに財源措置を講じて、さらに繰り入れを少なく

する手立てを考えてございますので、よろしくお

願いします。なお、現在の利息分をあわせて、財

調の残高でございますけれども４億８,３２７万

３,０００円となるものでございます。 

 次に４４ページお願いします。１９款諸収入、

２目奨学資金貸付金収入、１節小笠原実奨学資金

貸付金収入で５万２,０００円。これは収納の実

績を勘案しての追加でございます。 

 次に４５ページの１目雑入、７節でトータル３

万１,０００円の追加でございますけれども、そ

の他の部分で温泉の自販機、公衆電話、マッサー

ジ、それと各種検診の利用料、そういったもので

４２万３,０００円を減額しています。以下の部

分については、それぞれ実績を勘案しての増減で

ございます。 

 次に４６ページでございます。２目の宝くじ交

付金収入、１節宝くじ交付金収入で３１万２,０

００円の追加でございます。これは交付決定によ

り追加するものでございます。 

 次のページからは町債ですが、さきほど第３表

でご説明しておりますので省略をさせていただき

ます。 

 以上、説明を終わります。よろしくご審議のほ

ど申し上げます。 

○議長（溝部幸基） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 暫時休憩いたします。 

   ―――――――――――――――― 

    （休憩 午前１１時０３分） 

    （再開 午前１１時２０分） 

   ―――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 一般会計補正予算の提案理由の説明が終わって

おりますので、質疑を行います。 

 ９番要田東議員。 

○９番（要田東） ５２ページのいちばん下の

役務費、通信運搬費の減額が事務精査によるもの

という説明いただきましたけれども、それが当初

予算の何パーセントにあたるか。 

 それから８８ページの減額は、し尿処理及びご

み処理の負担金の、ごみ減量化を進めているわけ

で、そのごみ減量化に伴う減額、わかったらいか

ほどか。 

 それからあと収入のほうで、２０ページのいち

ばん上の１節町営住宅の使用料が、退去者増加に

よってという説明でしたが、空家が増えたという

ことで、さらに詳しい内容お願いします。以上。 

○議長（溝部幸基） 丁子谷総務課長。 

○総務課長（丁子谷雅男） まず、５２ページ

の１２節の関係につきましては通信運搬費。これ

は、率にということでございますので、率にしま

すと７７.４パーセントにあたります。 

 それで、この部分の減額の主なものとしては、

これ毎年ある程度縮小するように努力はしており

ますが、特にメール便での活用の中で支庁等に集

約して発送したり、それからもう一つ、いちばん

大きなのは税の部分で、今まで口座振替であれば

期ごとに通知していたものを最終の部分で報告す

るという手法に変えまして、そういう部分が大き

な減額の要素になっております。以上です。 

○議長（溝部幸基） 川岸町民課長。 

○町民課長（川岸勤） ８８ページの広域事務

組合費２４８万９,０００円の減のうち、ごみ減

量化に伴う減額はいくらかということで、ご質問

でございますけど、減量化に伴う負担金の減は入

っておりません。 

 ということは、１７年度予算につきましては、

ごみの排出量が１５年の実績で勘案します。ごみ
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の減量化については１７年度から始めております

ので、２年後というふうな形になります。以上で

す。 

○議長（溝部幸基） 花田典明建設課長。 

○建設課長（花田典明） 住宅料の関係ですけ

ど、まず、当初予算におきましては５,２５４万

３,０００円でございました。今回２２０万円の

減額ということで、補正後５,０３４万３,０００

円になるわけでございますけど、この要因としま

しては、住宅料につきましては１１月までに所得

階層によりまして、次年度に入居する方々からそ

れぞれ入居申請をいただくという関係の、料金の

確定、４月になった時点で確定するわけですけど、

予算時点では前年度予想額でかけるというふうな

減と、あわせて出稼ぎ等いろいろ景気が悪くなっ

た分の減だとか、それから長期出稼ぎ者につきま

しても何件か収入が見込めない、不在と。連絡取

れない分も何戸かあります。それからあとは、町

内におきましても加工場に働きに行っている方、

そういった方も含めまして、出稼ぎの方も含めま

して収入減があるということの未収納分と。 

 それにつきましては、町内の関係者につきまし

ては、建設課としましてはできるだけ収入の督促、

自宅訪問、そういったもので徴収に心がけている

わけでございますけど、なかなかそれに結び付か

ないものにつきましては、さらに３カ月経過した

ものについては本人宛てに退去命令というふうな

内容証明等も含めて、そういうふうな措置も取っ

ていくというふうな状況でございます。以上でご

ざいます。（発言する者あり）だから要因として、

そういうふうなことだということでご理解願いま

す。 

○議長（溝部幸基） 竹下助役。 

○助役（竹下泰弘） 今、建設課長答弁申し上

げましたものに若干補足したいと思います。 

 今、建設課長申し上げましたけれども、当初予

算の中では前年度の分の所得階層でやるわけです

けれども、それを確認して所得階層によって家賃

が減った分と、それからもう一つは、入退去者、

ほとんど退去する方が多くなった分がこの原因に

なっているということでございますので、ご理解

いただきたい。 

○議長（溝部幸基） ９番要田東議員。 

○９番（要田東） ５２ページの総務費のこと

について、もう一回質問します。 

 ７７.２パーセントの支消ということなのです

が、そうすると、今後、これ以上の削減というの

かそういうものは、あまり見込めないのか、まだ

削減の可能性があるのか。それ、お答えください。 

 それから２０ページの、私、空家のことを発言

したと思うのですが、空家の増減について。そし

てその空家が、例えば丸山がこれくらいとか、あ

るいは新栄町の住宅がこれくらいとかという、そ

こをわかったらお答えください。 

○議長（溝部幸基） 丁子谷総務課長。 

○総務課長（丁子谷雅男） この一般事務費の

部分については、毎年できるだけ削減するような

形で、自立プランでもありますけれども、節減す

るような形で対応しておりまして、この部分も、

昨年と比べると今年、今年に比べるとまた来年と

いう部分に、予算的にはある程度、当初は確保し

ている部分ございますが、これがこれ以上、落せ

る手法がどうなのかというご質問でございますの

で、その部分については、現在考えられる手法と

すれば今対応している部分なのですが、さらにこ

れからも縮減に向けては努力をしていきたいと。 

 これがいくらになるという部分は現在申し上げ

られませんが、そういう姿勢でいるということだ

けでご理解願いたいと思います。 

○議長（溝部幸基） 花田典明建設課長。 

○建設課長（花田典明） 全体として空家は３

７戸ありますけど、その中から昨年度、新規に丸

山に建った戸数が８戸ありますので、実際上３１

戸が丸山団地住宅で空家となってございます。 

○議長（溝部幸基） ９番要田東議員。 

○９番（要田東） 総務費のほうですけれども、

全体の７７.２パーセントといいますと非常に努

力されているという感じなものですから、何度か

お聞きしたわけです。答弁はいいです。 

○議長（溝部幸基） そのほか質疑ございませ
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んか。 

 ３番滝川明子議員。 

○３番（滝川明子） ２点お聞きします。７６

ページ、老人福祉費の２０節老人福祉施設措置費

が減額になっておりますけれども、特に特養等、

待機者の関係とか、予定より減額になったという

ことの理由、もう少しお知らせいただけますか。 

 もう１点です。１１６ページです。教育振興費

の２０節扶助費の要・準要保護就学援助費、ある

いは就園奨励費等がかなり多く減額になってござ

いますが、当初より児童の数が少なくなったとい

うことなのでしょうか。実績勘案ということです

が内容を、同じく教えていただけますか。 

○議長（溝部幸基） 花田修一福祉グループ参

事。 

○福祉グループ参事（花田修一） ７６ページ

の老人福祉施設措置費の１８６万７,０００円の

減額でございますが、これは老人福祉施設へ今、

渡島管内３カ所について当町から１１名の方が入

っておりました。それで、去年の５月、１名の方

が退所されましたので、これに伴う減額の金額で

ございます。 

○議長（溝部幸基） 花田忍教育次長。 

○教育次長（花田忍） 就園奨励費、あと準要

保護就学援助費の関係でございますけど、さきほ

ど総体の中で財政課長が説明申し上げましたけれ

ども、対象児童が２０人見ていたところが１４人

とか、そういう状況の中でございます。それと、

特に幼稚園のほう６８万１,０００円減額になっ

ていますが、これは私立とも公立とも、対象児童

が減っている分でございまして、私立校でも２１

人、一応対象だったのですが、実際審査しました

ところ該当なるのは１４名だとか、そういう状況

でございまして、細かい数字について必要であれ

ば、あとで出したいと思いますが、そういうよう

な理由で減額しております。以上です。 

○議長（溝部幸基） ３番滝川明子議員。 

○３番（滝川明子） 老人福祉費の関係は理解

いたしました。 

 それで、就学援助、就園援助の部分なのですけ

れども、多くは就学・就園時前に、学校や幼稚園

などを通じて上がってくる書類等で審査してとい

うことになると思うのですけれども、昨今の経済

状況からいいますと多くなっていようかと考えら

れるのが、対象児童が減ったということだけでな

っているということは、その就園や就学時前、以

後の子供たちが、転入した子供たちであるとか、

あるいは保護者の経済事情で年度途中でそういっ

た必要な状況が生まれていても、教育委員会で直

接、手続き等は可能というふうにはお聞きしてお

りましたけれども、そういったことが周知されて

いないか、あるいは全く知らない方が多くて、み

ずから手続きを取らなかったりとかというのがあ

るのではないか。もしそうあったら、大変、せっ

かくある制度が生かされないなというふうに思い

ましてお聞きしたいのですけれども、年度途中の

分というのは全くないのでしょうか。 

○議長（溝部幸基） 花田忍教育次長。 

○教育次長（花田忍） 現実に、今現行の中で

は、４月に１７人の該当がありましたけれども、

今、議員おっしゃるとおり年度途中で４名増えて

いまして、支給的には２１名対象で支給をしてお

ります。そういう現実はございます。 

 周知の関係でございますが、その辺は各学校の

ほうからほとんどあがってくるような状況でござ

いまして、校長のほうにもお願いしてあります。

生活状態が特に変わって、心配ごと相談とかなん

とかありましたら、こちらのほうの就園奨励費の

関係も一緒にあわせてお願いしますというふうに、

こちらのほうから周知お願いしております。以上

です。 

○議長（溝部幸基） ３番滝川明子議員。 

○３番（滝川明子） あくまでも学校を通じる

としますと、保護者の方たちのプライバシーや心

情等では、なかなか手続きが取りづらいという、

学校に相談をもちかけづらいという状況もあるの

ではないかと思うのです。 

 ですから、学校だけにとどまらず、直接教育委

員会も受けてくださるということですから、そう

いった意味で、例えば広報を通じてとかいうこと
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で、周知の方法、なんらかの形で取っていただけ

ればありがたいかなというふうに思っております

が、最後にお聞きします。 

○議長（溝部幸基） 花田忍教育次長。 

○教育次長（花田忍） 今、議員おっしゃると

おり、周知につきましては広報等を利用して、積

極的に周知をしていきたいというふうに考えてい

ます。 

○議長（溝部幸基） ５番平野隆雄議員。 

○５番（平野隆雄） １０８ページの１３節除

排雪の委託料のことでお尋ねをいたします。 

 先ほどの資料の中で、ずいぶん、５メートル３

４センチという降雪を記録したわけで、大変な厳

しい冬だったと思いますが、常々気にはなってい

るのですけれども、館古から排雪していった雪を、

道の駅、あの駐車場を満杯にしているような状況

がずっと続いております。何回か排雪したみたい

なのですけれども、まだ今日現在、駐車場が半分

くらい使えない状況できているのですけれども、

どうなのでしょうか。この１,０００万円通過し

た段階で、あれを排雪してくれると、排雪すると

いうことなのでしょうか。まずその辺から。 

 それから、その道の駅という考え方。それは、

どういうふうに考えているのか。道の駅の駐車場

を半分くらい冬期間雪で埋まっているという状況

なのですね。その辺の考え方も一緒にお聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（溝部幸基） 花田典明建設課長。 

○建設課長（花田典明） 道の駅につきまして

は、特に横綱記念館のオープンもございますので、

早いうちに排雪をしたいというふうな考え方でお

ります。 

 あと、考え方ということになるのですけれど、

あの場所、ご承知のとおり適当な雪の堆積場がな

いということで、やむを得ず私どもとしてはあそ

こに堆積しているわけでございますけど、できる

だけ駐車スペースをとるような考え方で、なおか

つ駐車スペースを少なくならない程度に、常に排

雪に努めているというふうなところでございます。

本来は、あそこにはためたくはないということで

ございますけど、適当な堆積場がないということ

で、あそこにやっているということでご理解願い

たいと思います。 

 現時点においては、予算を６,０００万円とい

う中で、２０日時点で状況勘案した結果、ほとん

ど６,０００万円の予算が底をつくというような

格好の中で、その時点で今回の１,０００万円を

２月の末から３月まで見込んで計上したところで

ございますけど、その中には除雪費・排雪費を、

資料にございますけど、除雪と排雪費とあわせて

今回補正したというところでございますけど、そ

の予算の中で、町内に民有地を借りている場所が

まだ２０カ所ばかりございます。そういった中で、

今回、本日提案した内容でもって排雪をやっても

らいたいと。除雪に関しては、幸い２月２０日以

降なかったということで、ほとんど今回の予算そ

のものが、１回１５０万円程度の３回、３日ほど

予定しているというふうな内容でございます。以

上です。 

○議長（溝部幸基） 村田町長。 

○町長（村田駿） 今回の補正で、そういう民

地も含んで今の道の駅の排雪、間違いなくこれ今、

実施する予算を計上してございます。 

 たぶん平野議員の申し上げている内容について

は、道の駅という位置付けの中で、雪をためてお

くのはどうなのだと。たぶんそういうことかと思

います。 

 それらについは、本当は堆積場所が確保できれ

ば置きたくはないというのが実情です。ただ、今

年の場合雪が多かったのと、あわせて館古の助産

所の隣にも本当は堆積のスペースがあるのですが、

急傾斜の関係の今年が事務所があったり、工事期

間中であったということで、あそこには堆積がで

きなかったと。そういう経緯がございます。 

 できれば、周年営業行為をしている道の駅とい

う位置付けの中からは、極力、そういうような長

期間にわたって堆積をし、利用者にあまり迷惑の

かけないような状況でこれからやはり管理してい

かなければならないし、除雪についてもそういう

対応をしていかなければならないと。そう考えて
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おりますので、よろしくご理解のほどお願い申し

上げます。 

○議長（溝部幸基） ５番平野隆雄議員。 

○５番（平野隆雄） 去年も私、この質問をし

ているのですけれども、だいたいそのようなご答

弁でした。前向きに検討するというふうなことで

したので。 

 国土交通省から、インターネットでこの道の駅

とはというものは簡単に出せますから、これを充

分、中身を精査して、道の駅とはどういうものな

のか、その辺を担当課で、グループ化されている

と思いますので、その辺をきちんと精査して来年

度に向けてほしいと思います。答弁はよろしいで

す。 

○議長（溝部幸基） そのほか、質疑ございま

せんか。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 討論を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第１８号を決することに賛成の方は起立を

願います。 

        （賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 起立多数であり、議案第

１８号は可決いたしました。 

 ―――――――――――――――――――― 

  ◎議案第１９号 平成１７年度福島町 

   老人保健特別会計補正予算（第２号） 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 日程第５ 議案第１９号

平成１７年度福島町老人保健特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 川岸町民課長。 

○町民課長（川岸勤） それでは、定例会議案

の６１ページをお願いいたします。 

 議案第１９号平成１７年度福島町老人保健特別

会計補正予算の提案内容について、ご説明いたし

ます。 

 第１条でございますが、歳入歳出とも１億２０

０万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

１０億５,５１５万７,０００円とするものでござ

います。 

 今回の補正の主な内容は、歳出での医療費の支

出見込み積算による減と、これに伴う歳入での支

払い基金、国・道及び町の各負担金を減額するも

のであります。 

 それでは、予算の内容について説明いたします

ので、７１ページをお願いします。事項別明細書

の歳出を説明申し上げます。 

 １款医療諸費、１目医療給付費、１９節診療報

酬支払金で、実績及び支出見込額を勘案しまして

８,４００万円の減額でございます。補正前は月

額９,０００万円で１２カ月分、１０億８,０００

万円を見ておりましたが、実績と今後の見込みで

月額を８,３００万円としまして、１２カ月分９

億９,６００万円を見込み、差し引き８,４００万

円を減額補正するものでございます。 

 次の７２ページでございます。２目医療費支給

費、１９節医療費支払金で、実績及び支出見込み

を勘案して１,８００万円の減でございます。補

正前は月額３００万円で１２カ月分、３,６００

万円を見ておりましたが、実績と今後の見込みで、

月額を１５０万円としまして、１２カ月分１,８

００万円を見込み、差し引きで１,８００万円を

減額補正するものであります。 

 次に歳入を説明いたしますので、６７ページを

お願いいたします。 

 １款支払基金交付金、１目医療費交付金、１節

現年度分、支払基金医療費交付金で５,７４０万

円の減額であります。補正前の交付額は６億２,

８５６万円ですが、歳出での医療諸費の減額に伴

い、交付金は５億７,１１６万円となるため、差

し引きで５,７４０万円を減額補正するものであ

ります。 
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 次の６８ページをお願いいたします。２款国庫

支出金、１目医療費負担金、１節現年度分、医療

費国庫負担金で２,９７３万４,０００円の減額で

あります。補正前の負担金は３億２,４９６万円

ですが、歳出での医療諸費の減に伴いまして、負

担金は２億９,５２２万６,０００円となるため、

差し引きで２,９７３万４,０００円を減額補正す

るものであります。 

 次のページです。３款道支出金、１目道負担金、

１節現年度分、医療費道負担金で７４３万４,０

００円の減額であります。補正前の負担金は８,

１２４万円ですが、これも歳出での医療諸費の減

額に伴い、負担金は７,３８０万６,０００円とな

るため、差し引きで７４３万４,０００円を減額

補正するものであります。 

 次の７０ページをお願いいたします。４款繰入

金、１目一般会計繰入金、１節医療費一般会計繰

入金で７４３万２,０００円の減額であります。

補正前の繰入金は８,１２４万円ですが、歳出で

の医療諸費の減額に伴い、繰入金は７,３８０万

８,０００円となるため、差し引きで７４３万２,

０００円を減額補正するものであります。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほ

どお願い申し上げます。 

○議長（溝部幸基） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 質疑を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 討論を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第１９号を決することに賛成の方は起立を

願います。 

        （賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 起立多数であり、議案第

１９号は可決いたしました。 

 ―――――――――――――――――――― 

  ◎議案第２０号 平成１７年度福島町 

   国民健康保険特別会計補正予算（第 

   ４号） 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 日程第６ 議案第２０号

平成１７年度福島町国民健康保険特別会計補正予

算（第４号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 川岸町民課長。 

○町民課長（川岸勤） それでは、定例会議案

の７３ページをお願いいたします。 

 議案第２０号平成１７年度福島町国民健康保険

特別会計補正予算の提案内容について、ご説明い

たします。 

 第１条でございますが、歳入歳出とも１,１４

２万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ８億８,９５６万４,０００円とするも

のでございます。 

 今回の補正の主な内容は、歳出での医療費実績

及び今後の見込みを勘案しての予算調整と、これ

に伴う歳入での財源調整のための予算補正であり

ます。 

 それでは、予算内容について説明いたしますの

で、歳出の事項別明細書の８７ページをお願いい

たします。 

 １款総務費、１目賦課徴収費、１２節手数料で

９万２,０００円の追加でございます。国保税の

口座振込手数料を一般会計予算で従前計上してい

ましたが、今回、道調整交付金の対象となるため、

国保会計の予算措置とするため９万２,０００円

の追加でございます。 

 次に８８ページをお願いいたします。２款保険

給付費、１目一般被保険者療養給付費、１９節一

般被保険者診療報酬支払金で、支払金の増が見込

まれる状況にあることから２,４００万円の追加

でございます。補正前は月額３,５００万円で１

２カ月分４億２,０００万円を見ておりましたが、

実績と今後の見込みで、月額を３,７００万円と
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しまして、１２カ月分４億４,４００万円を見込

みまして、差し引き２,４００万円を追加補正す

るものであります。 

 次のページです。２目退職被保険者等療養給付

費、１９節退職被保険者等診療報酬支払金で、支

払金の減が見込まれる状況にあることから１２０

万円の減でございます。補正前は月額５１０万円

で１２カ月分６,１２０万円を見ておりましたが、

実績と今後の見込みで、月額を５００万円とし、

１２カ月分６,０００万円を見込みまして、差し

引き１２０万円を減額補正するものであります。 

 次の９０ページです。３目一般被保険者療養費、

１９節一般被保険者療養費支払金で、支払金の減

が見込まれる状況にあることから６００万円の減

でございます。補正前は月額８０万円で１２カ月

分９６０万円を見ておりましたが、実績と今後の

見込みで、月額を３０万円としまして、１２カ月

分３６０万円を見込み、差し引き６００万円を減

額補正するものであります。 

 次のページです。４目退職被保険者等療養費、

１９節退職被保険者等療養費支払金で、支払金の

減が見込まれる状況にあることから３３万６,０

００円の減でございます。補正前は月額７万８,

０００円で１２カ月分９３万６,０００円を見て

おりましたが、実績と今後の見込みで、月額５万

円としまして、１２カ月分６０万円を見込みまし

て、差し引きで３３万６,０００円を減額補正す

るものであります。 

 次の９２ページです。２目退職被保険者等高額

療養費、１９節退職被保険者等高額療養費で４２

３万６,０００円の減でございます。補正前は月

額８５万３,０００円で１２カ月分１,０２３万６,

０００円を見ておりましたが、実績と今後の見込

みで、月額を５０万円としまして、１２カ月分６

００万円を見込み、差し引きで４２３万６,００

０円を減額補正するものであります。 

 次のページです。１目葬祭給付費、１９節葬祭

給付費で３０万円の追加でございます。補正前は

１件２万円で５０件としまして１００万円を見て

おりましたが、実績と今後の見込みを６５件とし

まして、１５件の増として、かける２万円で３０

万円を追加補正するものであります。 

 次の９４ページをお願いいたします。６款保険

事業費、１目疾病予防費、１３節委託料で１１９

万５,０００円の減でございます。一般会計での

各種検診委託料の減額に伴いまして、国保会計で

の負担も減額するものであります。いちばん上の

健康診断委託料から、いちばん下の骨祖しょう症

委託料まで１１９万５,０００円をあわせて減額

するものであります。 

 次に歳入を説明いたしますので、７９ページに

お戻り願います。 

 １款国民健康保険税、１目一般被保険者国民健

康保険税、１節医療給付費分現年課税分で、財源

調整におきまして１,０２７万５,０００円の減額

補正でございます。 

 次の８０ページをお願いいたします。３款国庫

支出金、２目療養給付費等負担金、１節療養給付

費国庫負担金で６４８万円の追加でございます。

歳出での一般被保険者療養給付費２,４００万円

の追加と、療養費の６００万円の減で、差し引き

１,８００万円の追加に対する３６パーセント相

当額６４８万円の追加補正でございます。 

 次のページです。１目財政調整交付金、１節普

通調整交付金で３６０万円の追加でございます。

これも歳出での一般被保険者療養給付費２,４０

０万円の追加と、療養費の６００万円の減で、差

し引き１,８００万円の追加分の２０パーセント

相当額３６０万円の追加補正でございます。 

 次の８２ページでございます。４款療養給付費

交付金、１目療養給付費交付金、１節現年度分で

５７７万２,０００円の減でございます。歳出で

の退職被保険者等診療報酬支払金１２０万円、療

養費支払金で３３万６,０００円、高額療養費で

４２３万６,０００円の、合わせて５７７万２,０

００円の歳出の減額の同額を、歳入での減額補正

するものであります。 

 次のページです。５款道支出金、２目道財政調

整交付金、１節道財政調整交付金で９３万４,０

００円の追加でございます。歳出での一般被保険
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者療養給付費２,４００万円の追加と、療養費の

６００万円の減で、差し引き１,８００万円の追

加分の５パーセント相当額９０万円と、同じく歳

出での賦課徴収費、手数料の９万２,０００円の

追加分の３７パーセント相当額３万４,０００円

を合わせました９３万４,０００円の追加補正で

ございます。 

 次の８４ページをお願いします。８款繰入金、

１目一般会計繰入金で１,６２５万２,０００円の

追加でございます。１節保険税軽減額繰入金で、

軽減分で４７７万９,０００円の増と、国保支援

分で１,０９１万４,０００円の、合わせて１,５

６９万３,０００円の追加でございます。 

 次に２節一般会計繰入金５５万９,０００円の

追加は、国保財政安定化支援繰入金で５０万１,

０００円の追加と、その他一般会計繰入金の５万

８,０００円の追加と合わせまして５５万９,００

０円の追加補正であります。 

 次のページでございます。１０款諸収入、５目

雑入、１節雑入で２０万６,０００円の追加であ

ります。各種検診での個人負担金を、一般会計の

ほうで一括、雑入で受け入れておりましたけれど、

国保会計でも保険検診事業の負担をしております

ので、その国保負担分の個人負担金を、今回、国

保会計で受け入れるための追加補正であります。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほ

どお願い申し上げます。 

○議長（溝部幸基） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 暫時休憩いたします。 

   ―――――――――――――――― 

    （休憩 午後１２時００分） 

    （再開 午後 １時００分） 

   ―――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 国民健康保険特別会計補正予算の説明が終わっ

ておりますので、質疑を行います。 

 ３番滝川明子議員。 

○３番（滝川明子） ７９ページ。１目の一般

被保険者国民健康保険税にかかわって、お聞きを

いたします。 

 資格証明書の発行枚数、短期保険証の発行枚数、

お知らせくださいませんか。 

○議長（溝部幸基） 川岸町民課長。 

○町民課長（川岸勤） １８年１月１日現在で

資格証明書の交付世帯は１７世帯です。それと、

短期被保険者証の交付世帯は３８世帯です。以上

です。 

○議長（溝部幸基） ３番滝川明子議員。 

○３番（滝川明子） わが町では、資格証明書

の発行というのはずっとなくて、国民健康保険税、

払おうと思っても高くて払えないという世帯と、

払えるのに払わないという世帯の違いといったよ

うなものを議論もさせていただきまして、国の強

い要請等もあって発行せざるを得ない状況になっ

たという経過は、私なりに理解をさせていただい

ているのです。 

 その意味でも、資格証明書に至らず、短期の保

険証の発行等、あるいは高くて払えないという世

帯に、少しずつでも可能な額を払っていただく努

力をしながらという、そういう対応をなさってい

らっしゃるというのも、少なからず知っているつ

もりでございます。しかし、聞いた数は結構な世

帯ということで、これがわが町の、全国的にもそ

うなのでしょうけれども、国民健康保険税が高く

て払えないという世帯が増えてきている状況なの

かなというふうに思うのです。 

 それで、昨今の経済状況から、こういう状況が

また増えていくのかなという、強まっていくのか

なということを考えますと大変心配なのです。お

っしゃっるように世帯で発行されるものですから、

子供たちや、本当に受診が遅れて病気が重くなっ

たり、ひどい状況になったりしたら大変だという

ふうに本当に思うわけですけれども、担当課とし

ての努力やご苦労の内容などもあろうかと思いま

すが、お教えいただけますか。 

○議長（溝部幸基） 川岸町民課長。 

○町民課長（川岸勤） まず、資格証明書の関

係なのですけど、議員おっしゃるとおり、従前は
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各町の考え方で出したり出さなかったりというふ

うな資格証明書であったのですけど、法律改正し

まして、１年以上滞納した場合は資格証明書の対

象者で、出しなさいという規定になりました。 

 ただ、今、自分が資格証明書１７世帯、そして

短期が３８世帯ということで報告しましたけど、

その法律の部分での、厳密な意味からいくと、ま

だまだ福島町では多い資格証明書なり短期の保険

証の発行者が出てきます。ただ、ここに表れてい

る１７、３８という支庁・道のほうに、国のほう

に報告している数は、あくまでも納税相談なり一

切耳を傾けようとしない、納付が大変であれば大

変なような形の中で、税務なり保険サイドのほう

に相談受けてくれればそれなりの対応をします。

この数字については、あくまでももう全然、行っ

ても会ってくれないというか、悪質な人の数字と

いうことで、まず捉えてほしいと思います。それ

は真面目に納めている人から言わせれば、それも

おかしなような話になりますけれども、そういう

意味で、厳しい条件と言いますけれども、そうい

う、福島町では最低の部分での発行しているとい

う現状を、まず認識してほしいと思います。 

 それで、この資格証明書の対象者は、当然老人、

それと特定疾患の患者がいる場合は、世帯が資格

証明書の該当になったとしても、今、保険証１枚

ずつですから、そういうふうな部分で、その方に

ついては発行しますよと。それ以外の健常者、資

格証明書の中での世帯の中で健常者がいた場合は、

それは資格証明書発行するという形になっており

ますので、まずそういう部分で、かなりの件数、

新聞等では報道されておりますけど、まず福島の

状況とすれば、そういう、あくまでも悪質という

ふうな捉え方で、そして納税相談にも受けないと

いう形の中で発行しているという現状を認識して

ほしいと思います。 

○議長（溝部幸基） そのほか、質疑ございま

せんか。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 討論を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第２０号を決することに賛成の方は起立を

願います。 

        （賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 起立多数であり、議案第

２０号は可決いたしました。 

 ―――――――――――――――――――― 

  ◎議案第２１号 平成１７年度福島町 

   介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 日程第７ 議案第２１号

平成１７年度福島町介護保険特別会計補正予算

（第３号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 花田修一福祉グループ参事。 

○福祉グループ参事（花田修一） 定例会議案

の９５ページをお開き願います。 

 平成１７年度の福島町介護保険特別会計の補正

予算（第３号）でございます。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５,

４７２万８,０００円減額し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ３億７,２８０万８,０００円とする

内容でございます。 

 補正の主な理由でございますが、介護サービス

等の給付費にかかる年間の実績見込みに基づきま

して、歳入歳出関係科目予算の減額等を行うもの

でございます。 

 それでは事項別明細書の歳出から説明いたしま

すので、１１５ページをお開き願います。 

 １款総務費、１目一般管理費２万１,０００円

の減です。９節で１万９,０００円の減、１１節

で２,０００円の減。それぞれ実績見込みによる

減でございます。 

 １１６ページです。１目介護認定審査会費１,

０００円の減です。１９節で１,０００円の減。
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実績による減でございます。 

 次のページです。２目認定調査費８５万２,０

００円の減額です。９節で７,０００円の減。実

績見込みによる減でございます。１２節で４５万

３,０００円の減。認定にあたっての医師意見書

作成件数の減によるもので、新規、継続あわせて

４６９件分を見ておりますが、実績は３４７件と、

１２０件少なくなる予定でございます。１３節で

３９万２,０００円減。認定件数の減によるもの

で、新規、継続のあわせて４２３件を見ておりま

すが、実績は３０２件と、１２０件くらい少なく

なる予定でございます。 

 １１８ページです。１目介護保険運営協議会費

４,０００円の減です。１節で３,０００円の減、

９節で１,０００円の減。いずれも実績見込みに

よる減でございます。 

 次のページです。２款の保険給付費、１目の介

護サービス等給付費５,３８５万円の減です。１

９節で５,３８５万円の減です。当初、居宅給付

費、施設給付費あわせて、月平均で３,３００万

円、年間で約４億６００万円を計上しましたが、

月平均で２,９００万円、年間で約３億５,０００

万円になる実績予定でございます。居宅給付費に

おいては約４,０５０万円、施設給付費において

は約１,３４０万円と、実績において、それぞれ

減が見込まれる予定でございます。 

 １２０ページです。４款基金積立金、１目介護

給付費準備基金積立金。その他と一般財源とで１,

０００円の財源繰替えでございます。 

 次のページです。５款諸支出金、２目第１号被

保険者還付加算金。これも、その他財源と一般財

源との間で５,０００円の財源繰替えを行うもの

でございます。 

 次に歳入の説明を申し上げますので、１０１ペ

ージをお願いいたします。 

 １款保険料、１目第１号被保険者保険料４６万

１,０００円の減額です。１節で８１万１,０００

円の減でございます。当初、積算したときに比べ

て、５段階区分の被保険者のうち保険料の低い第

２段階の階層が増えたことと、保険料の高い第４

と第５段階の階層が減ったことが主な理由でござ

います。２節で３５万円の追加です。現在の収入

済額が３２万円になっております。これからの収

入を３万円と見込み、追加するものでございます。 

 １０２ページです。２款使用料及び手数料、１

目総務手数料７,０００円の追加です。１節で７,

０００円の追加。督促件数の増加によるものでご

ざいます。 

 次のページです。３款国庫支出金、１目介護給

付費負担金７０２万１,０００円の減です。１節

で７０２万１,０００円の減。当初、給付費総額

を約４億１,０００万円と見込み、その２０パー

セントを計上しましたが、国からの内示額が７,

４７６万８,０００円となったために減額とする

ものでございます。 

 １０４ページです。１目調整交付金１８６万５,

０００円の減です。１節で１８６万５,０００円

の減。当初、給付費総額を４億１,０００万円と

見込み、その７.４３パーセントを計上しました

が、平成１６年１２月から平成１７年１１月まで

の給付費が確定したことにより減額するものでご

ざいます。 

 次のページです。２目事務費補助金２７万１,

０００円の追加です。１節で２７万１,０００円

の追加。第３回定例会で補正した予算でございま

すが、今回、国から金額の内示がありましたので、

追加するものでございます。 

 １０６ページです。４款支払基金交付金、１目

介護給付費交付金２,０７８万９,０００円の減で

ございます。１節で２,０７８万９,０００円の減。

当初、標準給付費を約４億１,０００万円と見込

み、その３２パーセント分で算定しましたが、３

億４,３００万円に変更になる見込みのため、減

額するものでございます。 

 次のページです。５款道支出金、１目介護給付

費負担金８２４万４,０００円の減です。１節で

８２４万４,０００円の減。当初、給付費総額を

４億１,０００万円と見込み、その１２.５パーセ

ント分を計上しましたが、安定化基金計数が変更

になったことにより３億４,３００万円に変更に
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なる見込みのため、減額するものでございます。 

 １０８ページです。６款財産収入、１目利子及

び配当金１,０００円の減です。１節で１,０００

円の減です。 

 次のページです。７款繰入金、１目介護給付費

繰入金８２４万４,０００円の減です。１節で８

２４万４,０００円の減。当初、給付費総額を約

４億１,０００万円と見込み、その１２.５パーセ

ント分を計上しましたが、安定化基金計数が変更

になったことにより３億４,３００万円になるた

め減額するものでございます。 

 １１０ページです。２目その他繰入金１１９万

６,０００円の減です。１節で１１９万６,０００

円の減。当初予算の歳出総額と歳入総額がそれぞ

れ減額の変更になったことにより、その差額分を

減額するものでございます。 

 次のページです。１目介護給付費準備基金繰入

金７２２万６,０００円の減です。１節で７２２

万６,０００円の減。保険料の必要額と収納予定

額等を勘案し不足分を計上しましたが、歳出予算

が見込みを下回ったことにより繰り入れの必要が

なくなりましたので、減額するものでございます。 

 １１２ページです。９款諸収入、１目加算金１

万２,０００円の追加です。新設の科目です。１

節で１万２,０００円。介護保険指定施設の不正

請求にかかるものですが、現在は収納済みになっ

ております。 

 次のページです。１目預金利子１,０００円の

減です。１節で１,０００円の減。一般会計で歳

入されます。 

 １１４ページです。２目返戻金３万円の追加で

す。１節で３万円の追加。介護保険指定施設の不

正請求にかかるものですが、現在は収納済みにな

っております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろし

くご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（溝部幸基） 提案理由の説明が終わり

ました。質疑を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 討論を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第２１号を決することに賛成の方は起立を

願います。 

        （賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 起立多数であり、議案第

２１号は可決いたしました。 

 ―――――――――――――――――――― 

  ◎議案第２２号 平成１７年度福島町 

   水道事業会計補正予算（第４号） 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 日程第８ 議案第２２号

平成１７年度福島町水道事業会計補正予算（第４

号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 花田典明水道グループ参事。 

○水道グループ参事（花田典明） それでは、

議案の１２３ページをお開き願います。 

 議案第２２号平成１７年度福島町水道事業会計

補正予算（第４号）の提案内容についてのご説明

をいたします。 

 第１条、平成１７年度福島町水道事業会計の補

正予算は、次に定めるところによる。今回の補正

内容は、事業完了による入札等の減並びに予算各

精査に伴う予算額の減額の補正内容でございます。 

 第２条においては業務の予定量で、（４）主要

な建設改良事業の（ア）、（イ）、（ウ）の事業

完了及び入札等の減により、合計で２０１万５,

０００円の減額であります。 

 次に、第３条の収益的予算においても予算額の

精査により、収入において、第１款水道事業収益

で９万８,０００円減額し、１億２,１４１万円と

しております。支出では、第１款水道事業費用で

６２万３,０００円を減額して１億４６万円とす

るものでございます。 
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 次の第４条は、資本的予算の減額に伴う補てん

財源の調整によるもので、当年度分損益勘定留保

資金４,２３０万５,０００円を４,０２８万３,０

００円とするものでございます。第１款資本的収

入で１２万５,０００円を減額し、２６２万５,０

００円となります。 

 次のページをお開き願います。支出の第１款資

本的支出で２１４万７,０００円を減額しており

５,４４５万５,０００円とするものであります。

平成１８年３月１０日提出。福島町長。 

 補正予算の内容につきましては、１２９ページ

の平成１７年度福島町水道事業会計補正予算実施

計画書によってご説明申し上げたいと思いますの

で、お開き願いたいと思います。 

 収益的収入及び支出。収入。１款水道事業収益、

２目受託工事収益８万６,０００円の減額で、受

託工事収益でメーター器改良工事の完了等により

減額でございます。 

 次のページお願いします。２目他会計負担金１

万２,０００円の減であります。実績減によるも

のでございます。 

 次に支出でございますけど、１款水道事業費用、

１目原水及び浄水費３０万円の減であり、手数料

で水質検査手数料は、毎月、定期的に所定の検査

をしておりますが、予備的な検査の必要がなくな

ったということによる減額でございます。 

 ２目配水及び給水費２８万５,０００円の減額

で、旅費、通信運搬費、動力費でそれぞれ精査に

より減額をいたしております。 

 次に３目受託工事費６万６,０００円の減額。

材料費、工事請負費それぞれ工事完了により減額

としております。 

 次のページをお願いします。３目雑支出２万８,

０００円の追加は、雑支出で、これは水道料金の

関係でございますが、町外転出や居住先不明によ

り徴収不能となったことにより、会計上の未集金

処理によるもので追加補正するものでございます。

対象者は３人分でございます。平成１５年の分の

未集金の対象金でございます。 

 次のページ。資本的収入及び支出。収入。１款

資本的収入、１目他会計負担金、他会計負担金は

消火栓取替工事負担金、工事完了による減でござ

います。 

 次のページをお願いします。支出。１款資本的

支出、１目配水管整備費においては７８万１,０

００円の減額であります。委託料及び工事請負費

において、それぞれ工事完了によって減額をして

ございます。 

 ２目メーター改良費は、材料費、工事請負費で

それぞれ工事完了によって減額としてございます。 

 次のページ。３目メーター購入費１３万２,０

００円の減は、材料費でメーター購入費で１３万

２,０００円の減でありますが、この関係は住宅

新築や新規の給水住宅等のメーター器購入費で、

単価の減と購入数量の減によって減としてござい

ます。 

 ４目施設整備費は４１万２,０００円の減で、

この関係も工事請負費で工事完了による減でござ

います。 

 以上で議案第２２号の提案内容の説明を終わり

ます。よろしくご審議をお願い申し上げます。 

○議長（溝部幸基） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 質疑を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 討論を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第２２号を決することに賛成の方は起立を

願います。 

        （賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 起立多数であり、議案第

２２号は可決いたしました。 

 ―――――――――――――――――――― 

  ◎議案第１号 福島町ふるさと応援基 
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   金条例の制定について 

  ◎議案第２号 福島町国民保護協議会 

   条例の制定について 

  ◎議案第３号 福島町国民保護対策本 

   部及び緊急対処事態対策本部条例の 

   制定について 

  ◎議案第４号 議会議員の報酬及び費 

   用弁償等に関する条例の一部改正に 

   ついて 

  ◎議案第５号 特別職の職員で非常勤 

   の者の報酬及び費用弁償に関する条 

   例の一部改正について 

  ◎議案第６号 特別職の職員の給与に 

   関する条例の一部改正について 

  ◎議案第７号 職員の給与に関する条 

   例等の一部改正について 

  ◎議案第８号 重度心身障害者及びひ 

   とり親家庭等医療費の助成に関する 

   条例の一部改正について 

  ◎議案第９号 福島町温泉健康保養セ 

   ンター条例の一部改正について 

  ◎議案第１０号 福島町介護保険条例 

   の一部を改正する等の条例について 

  ◎議案第１６号 福島町財政調整基金 

   の積立金の処分について 

  ◎議案第１７号 福島町介護保険給付 

   費準備基金の積立金の処分について 

  ◎議案第１１号 平成１８年度福島町 

   一般会計予算 

  ◎議案第１２号 平成１８年度福島町 

   老人保健特別会計予算 

  ◎議案第１３号 平成１８年度福島町 

   国民健康保険特別会計予算 

  ◎議案第１４号 平成１８年度福島町 

   介護保険特別会計予算 

  ◎議案第１５号 平成１８年度福島町 

   水道事業会計予算 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 日程第９ 議案第１号福

島町ふるさと応援基金条例の制定について、日程

第１０ 議案第２号福島町国民保護協議会条例の

制定について、日程第１１ 議案第３号福島町国

民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の

制定について、日程第１２ 議案第４号議会議員

の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に

ついて、日程第１３ 議案第５号特別職の職員で

非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正について、日程第１４ 議案第６号特別職

の職員の給与に関する条例の一部改正について、

日程第１５ 議案第７号職員の給与に関する条例

等の一部改正について、日程第１６ 議案第８号

重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成

に関する条例の一部改正について、日程第１７ 

議案第９号福島町温泉健康保養センター条例の一

部改正について、日程第１８ 議案第１０号福島

町介護保険条例の一部を改正する等の条例につい

て、日程第１９ 議案第１６号福島町財政調整基

金の積立金の処分について、日程第２０ 議案第

１７号福島町介護保険給付費準備基金の積立金の

処分について、日程第２１ 議案第１１号平成１

８年度福島町一般会計予算、日程第２２ 議案第

１２号平成１８年度福島町老人保健特別会計予算、

日程第２３ 議案第１３号平成１８年度福島町国

民健康保険特別会計予算、日程第２４ 議案第１

４号平成１８年度福島町介護保険特別会計予算、

日程第２５ 議案第１５号平成１８年度福島町水

道事業会計予算、以上、１７件の案件を一括議題

といたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題といたしました１７件の案件につ

きましては、提案理由の説明及び質疑を省略し、

議長を除く全員の議員をもって構成する予算審査

特別委員会を設置し、これに付託のうえ審査する

ことにいたしたいと思いますが、賛成の方は起立

を願います。 

        （賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 起立多数であり、ただい

ま議題となっております１７件の案件については、

提案理由の説明及び質疑を省略し、議長を除く全

員の議員で構成する予算審査特別委員会を設置し、
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これに付託のうえ審査することに決定いたしまし

た。 

 次に、ただいま設置されました予算審査特別委

員会に対し、地方自治法第９８条第１項の規定に

基づく検査権を本議会より委任することに賛成の

方は起立を願います。 

        （賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 起立多数であり、予算審

査特別委員会に対し、地方自治法第９８条第１項

の規定に基づく検査権を本議会より委任すること

に決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

   ―――――――――――――――― 

    （休憩 午後 １時２８分） 

    （再開 午後 １時３１分） 

   ―――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 ―――――――――――――――――――― 

    ◎諸 般 の 報 告 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 諸般の報告をいたします。 

 休憩中に開催された予算審査特別委員会におい

て、委員長に、１３番金沢秀一議員、副委員長に、

５番平野隆雄議員が互選された旨の報告がござい

ました。 

 ―――――――――――――――――――― 

    ◎延 会 の 議 決 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたした

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

    （「異議なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） ご異議なしと認め、本日

は、これで延会することに決定いたしました。 

 ―――――――――――――――――――― 

    ◎休 会 の 議 決 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） さらに、お諮りいたしま

す。 

 予算審査特別委員会の議案審査等のため、本日

から３月１６日までの間、休会にいたしたいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

    （「異議なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） ご異議なしと認め、本日

から３月１６日まで、休会とすることに決定いた

しました。 

 ―――――――――――――――――――― 

    ◎延 会 宣 告 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 本日は、これで延会いた

します。 

 どうもご苦労さまでした。 

 ―――――――――――――――――――― 

         （延会 午後 １時３２分） 
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             平成１８年第１回 

 

        福 島 町 議 会 定 例 会 

                平成１８年３月１７日（金曜日）第３号 

 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 議案第１号 福島町ふるさと応援基金条例の制定について 

      議案第２号 福島町国民保護協議会条例の制定について 

      議案第３号 福島町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について 

      議案第４号 議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

      議案第９号 福島町温泉健康保養センター条例の一部改正について 

      議案第５号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 

            について 

      議案第６号 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

      議案第７号 職員の給与に関する条例等の一部改正について 

      議案第８号 重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部改 

            正について 

      議案第10号 福島町介護保険条例の一部を改正する等の条例について 

      議案第16号 福島町財政調整基金の積立金の処分について 

      議案第17号 福島町介護保険給付費準備基金の積立金の処分について 

      議案第11号 平成１８年度福島町一般会計予算 

      議案第12号 平成１８年度福島町老人保健特別会計予算 

      議案第13号 平成１８年度福島町国民健康保険特別会計予算 

      議案第14号 平成１８年度福島町介護保険特別会計予算 

      議案第15号 平成１８年度福島町水道事業会計予算 

                               （予算審査特別委員会報告） 

 日程第３ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦について 

 日程第４ 同意第１号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第５ 意見書案第１号 上限関税断固反対などＷＴＯ農業交渉に関する意見書の提出について 

 日程第６ 閉会中の所管事務調査等の申し出について 

 日程第７ 閉会中の正・副議長、議員の出張承認について 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 議案第１号 福島町ふるさと応援基金条例の制定について 

      議案第２号 福島町国民保護協議会条例の制定について 
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      議案第３号 福島町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について 

      議案第４号 議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

      議案第９号 福島町温泉健康保養センター条例の一部改正について 

      議案第５号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 

            について 

      議案第６号 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

      議案第７号 職員の給与に関する条例等の一部改正について 

      議案第８号 重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部改 

            正について 

      議案第10号 福島町介護保険条例の一部を改正する等の条例について 

      議案第16号 福島町財政調整基金の積立金の処分について 

      議案第17号 福島町介護保険給付費準備基金の積立金の処分について 

      議案第11号 平成１８年度福島町一般会計予算 

      議案第12号 平成１８年度福島町老人保健特別会計予算 

      議案第13号 平成１８年度福島町国民健康保険特別会計予算 

      議案第14号 平成１８年度福島町介護保険特別会計予算 

      議案第15号 平成１８年度福島町水道事業会計予算 

                               （予算審査特別委員会報告） 

 日程第３ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦について 

 日程第４ 同意第１号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第５ 意見書案第１号 上限関税断固反対などＷＴＯ農業交渉に関する意見書の提出について 

 日程第６ 閉会中の所管事務調査等の申し出について 

 日程第７ 閉会中の正・副議長、議員の出張承認について 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎出席議員（１４名） 

 議 長 １４番  溝 部 幸 基     副議長 １３番  金 沢 秀 一 

      １番  杉 村 志 朗          ２番  金 澤 安 治 

      ３番  滝 川 明 子          ４番  成 田 民 夫 

      ５番  平 野 隆 雄          ６番  平 沼 昌 平 

      ７番  佐 藤 多 市          ８番  杉 村 欣 一 

      ９番  要 田   東         １０番  佐 藤 孝 男 

     １１番  加 藤 雅 行         １２番  安 藤 安 雄 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎欠席議員（０名） 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎出席説明員 

 町 長  村 田   駿      助 役  竹 下 泰 弘 

 総務課長兼総務グループ参事  丁子谷 雅 男      総務課企画グループ参事  木 村   修 

 財務課長兼財務グループ参事  花 田 春 夫      財務課税務グループ参事  新 山 佳 隆 

 町民課長兼住民グループ参事  川 岸   勤      町民課福祉グループ参事  花 田 修 一 

 産業課長兼農林グループ参事  川 村 明 雄      産業課水産グループ参事  三 鹿 菊 夫 
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 産業課商工グループ参事  出 羽 正 機      建設課長兼建設グループ参事兼水道グループ参事   花 田 典 明 

 吉 岡 支 所 長  土 門 修 一      福島保育所長 （花 田 修 一） 

 福祉センター次長 （工 藤 昭 一） 

 教 育 長  金 谷   裕      教育委員会教育次長兼学校教育グループ参事   花 田   忍 

 教育委員会生涯学習グループ参事  工 藤 昭 一      学校給食センター所長 （花 田   忍） 

 農業委員会事務局長 （川 村 明 雄） 

 監 査 委 員  工 藤   享      監査委員補助職員 （大坂屋 昌 輝） 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎職務のため議場に出席した議会事務局職員 

 議会事務局長  大坂屋 昌 輝      議会グループ総括主査  石 堂 一 志 

 議会グループ主事  吉 澤 裕 治      議会グループ書記  阿 部 千 華 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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         （開会 午前１０時００分） 

 ―――――――――――――――――――― 

    ◎開 議 宣 告 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） おはようございます。 

 ３月１３日に引き続き、会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでご

ざいますので、ご了承願います。 

 ―――――――――――――――――――― 

    ◎会議録署名議員の指名 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 日程第１ 会議録署名議

員の指名を行います。 

 ６番平沼昌平議員、７番佐藤多市議員を指名い

たします。 

 ―――――――――――――――――――― 

  ◎議案第１号 福島町ふるさと応援基 

   金条例の制定について 

  ◎議案第２号 福島町国民保護協議会 

   条例の制定について 

  ◎議案第３号 福島町国民保護対策本 

   部及び緊急対処事態対策本部条例の 

   制定について 

  ◎議案第４号 議会議員の報酬及び費 

   用弁償等に関する条例の一部改正に 

   ついて 

  ◎議案第９号 福島町温泉健康保養セ 

   ンター条例の一部改正について 

◎議案第５号 特別職の職員で非常勤 

   の者の報酬及び費用弁償に関する条 

   例の一部改正について 

  ◎議案第６号 特別職の職員の給与に 

   関する条例の一部改正について 

  ◎議案第７号 職員の給与に関する条 

   例等の一部改正について 

  ◎議案第８号 重度心身障害者及びひ 

   とり親家庭等医療費の助成に関する 

   条例の一部改正について 

  ◎議案第１０号 福島町介護保険条例 

   の一部を改正する等の条例について 

  ◎議案第１６号 福島町財政調整基金 

   の積立金の処分について 

  ◎議案第１７号 福島町介護保険給付 

   費準備基金の積立金の処分について 

  ◎議案第１１号 平成１８年度福島町 

   一般会計予算 

  ◎議案第１２号 平成１８年度福島町 

   老人保健特別会計予算 

  ◎議案第１３号 平成１８年度福島町 

   国民健康保険特別会計予算 

  ◎議案第１４号 平成１８年度福島町 

   介護保険特別会計予算 

  ◎議案第１５号 平成１８年度福島町 

   水道事業会計予算 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 日程第２ 議案第１号福

島町ふるさと応援基金条例の制定について、議案

第２号福島町国民保護協議会条例の制定について、

議案第３号福島町国民保護対策本部及び緊急対処

事態対策本部条例の制定について、議案第４号議

会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

改正について、議案第９号福島町温泉健康保養セ

ンター条例の一部改正について、議案第５号特別

職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正について、議案第６号特別職の

職員の給与に関する条例の一部改正について、議

案第７号職員の給与に関する条例等の一部改正に

ついて、議案第８号重度心身障害者及びひとり親

家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正につ

いて、議案第１０号福島町介護保険条例の一部を

改正する等の条例について、議案第１６号福島町

財政調整基金の積立金の処分について、議案第１

７号福島町介護保険給付費準備基金の積立金の処

分について、議案第１１号平成１８年度福島町一

般会計予算、議案第１２号平成１８年度福島町老

人保健特別会計予算、議案第１３号平成１８年度

福島町国民健康保険特別会計予算、議案第１４号

平成１８年度福島町介護保険特別会計予算、議案

第１５号平成１８年度福島町水道事業会計予算、

以上、１７件の案件を一括議題といたします。 
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 ただいま議題といたしました１７件の案件につ

きましては、先般の本会議において、予算審査特

別委員会に付託されたものであります。 

 休会中に審査を終了しておりますので、その結

果の報告を求めます。 

 １３番金沢秀一予算審査特別委員長。 

○１３番（金沢秀一） 予算審査特別委員会の

審査結果の報告をいたします。 

 ただいま議題となっております１７件の案件に

つきましては、去る３月１０日開催の平成１８年

第１回定例会において、休会中に審査すべき事件

として本委員会に付託されたものでございます。

去る３月１３日から１６日までの４日間、慎重に

審査の結果、条例の制定３件、条例の一部改正７

件、各積立金の処分２件及び平成１８年度各会計

予算５件、計１７件の議案については、いずれも

原案のとおり可決すべきものとして、賛成多数で

決定いたしました。 

 なお、討論及び採決の内容など審査の経過等に

つきましては、諸報告第２号に記載のとおりです

ので、ご覧願います。 

 以上、甚だ簡単ですが、予算審査特別委員会の

報告を終わります。 

○議長（溝部幸基） 予算審査特別委員長の報

告が終わりましたので、報告に対する質疑及び討

論を行います。 

 はじめに、議案第１号福島町ふるさと応援基金

条例の制定について、議案第５号特別職の職員で

非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正について、議案第８号重度心身障害者及び

ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部

改正について、議案第９号福島町温泉健康保養セ

ンター条例の一部改正について、議案第１０号福

島町介護保険条例の一部を改正する等の条例につ

いて、議案第１６号福島町財政調整基金の積立金

の処分について、議案第１７号福島町介護保険給

付費準備基金の積立金の処分について、議案第１

２号平成１８年度福島町老人保健特別会計予算、

議案第１３号平成１８年度福島町国民健康保険特

別会計予算、議案第１４号平成１８年度福島町介

護保険特別会計予算、議案第１５号平成１８年度

福島町水道事業会計予算、以上、１１件の案件の

質疑を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 討論を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております、１１件の案件

につきましては、原案のとおり可決すべきものと

の予算審査特別委員長の報告であり、委員長報告

のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

        （賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 起立多数であり、１１件

の案件は可決いたしました。 

 次に、議案第２号福島町国民保護協議会条例の

制定についての質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 討論を行います。 

 ３番滝川明子議員。 

○３番（滝川明子） この提出されました条例

について、国民保護法との極めて連動する、かか

わりの強いものですので、この国民保護法という

法律が町民の皆さんによく知られていない現状況

にあっては、賛成できないのでございます。しか

も、この国民保護法は大変恐ろしい法律でござい

まして、その恐ろしさを何点か述べまして反対理

由とさせていただきます。 

 これは、先の戦争で出されました国民総動員法、

徴兵制以外は、これと類似しているのでございま

す。 

 ２点目は、今、防災上求められている豪雪や震

災に対応するということとは関係なく、アメリカ
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の戦争の後方支援という名の戦争協力なのでござ

います。 

 ３点目は、このアメリカの戦争にかかわる情報

というのは明らかにされることなく、戦争予測も

含めて戦争協力体制に入るというものです。 

 ４点目は、医療や運送、そして化学技術等の人

材徴用、土地・建物等の徴用も含めて応じなけれ

ば罰則規定がある。大変恐ろしいものなのでござ

います。 

 私たち議会としても、もっと詳しく勉強する必

要がありましょうし、もっとも知る必要のある町

民が、よく知らないうちにこの法律とつながる、

かかわる協議会を作るという条例に賛成すること

はできません。どうぞ、同僚議員の皆さんのご一

考を訴えまして、反対討論といたします。 

○議長（溝部幸基） そのほか、討論ございま

せんか。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております、議案第２号に

つきましては、原案のとおり可決すべきものとの

予算審査特別委員長の報告であり、委員長報告の

とおり決することに賛成の方は起立を願います。 

        （賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 起立多数であり、議案第

２号は可決いたしました。 

 次に、議案第３号福島町国民保護対策本部及び

緊急対処事態対策本部条例の制定についての質疑

を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 討論を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております、議案第３号に

つきましては、原案のとおり可決すべきものとの

予算審査特別委員長の報告であり、委員長報告の

とおり決することに賛成の方は起立を願います。 

        （賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 起立多数であり、議案第

３号は可決いたしました。 

 次に、議案第４号議会議員の報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部改正についての質疑を行い

ます。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 討論を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております、議案第４号に

つきましては、原案のとおり可決すべきものとの

予算審査特別委員長の報告であり、委員長報告の

とおり決することに賛成の方は起立を願います。 

        （賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 起立多数であり、議案第

４号は可決いたしました。 

 次に、議案第６号特別職の職員の給与に関する

条例の一部改正についての質疑を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 討論を行います。 

 暫時休憩いたします。 

   ―――――――――――――――― 

    （休憩 午前１０時１２分） 

    （再開 午前１０時１２分） 

   ―――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 
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 ４番成田民夫議員。 

○４番（成田民夫） 委員会審議の際に、特別

職の職員の給与に関する条例の一部改正について

は、私は反対しました。反対の討論は行わなかっ

たので、ここで私の考え方を申し述べさせていた

だきます。 

 特別職についても、やはり一般職員と同時に厳

しい条例の改正案が出されておりました。しかし、

この自立プランに基づく以前に、福島町の場合は、

特別職はすでに何らかの自己の意思に基づきまし

て、そういう条例というものを制定して、特別職

の給料というものをダウンしておりました。 

 さらに、他の町村には例を見ないようなことも

ございました。何かと言いますと、職員の不手際

と申しますか、不祥事ではないです。不手際と思

われる者に対する・・・・・・・・・、自主的に

何回か特別職の給料も下げられた、自主的に下げ

たという、そういう手厳しい時代を乗り越えてま

いりました。それも私、知っております。 

 そういった中で、さらにまた、自立プランに基

づく赤字解消のためのこの改正とはいえ、ここま

でやらなければならないのかという、そういった

こと、やはり町民の先頭に立ってやらなければな

らないという、そういった考え方はわかりますけ

れども、しかし、町全体がそういった動きになっ

ていないという中で、甚だ私は酷なような気もい

たします。しかし、理事者はじめ特別職の方々が、

そういった気持ちになったことに対しては敬意を

表します。私は、私の考え方としては、そうは言

うものの、あまりにもこの過酷なこの対応に対し

ての、賛成するという気にはなれません。 

 したがって、私の、先ほど申し述べたように、

委員会の中でのそういった発言がなされなかった

ということで、ここに反対のための、私の表明す

るという、そういうことになりましたので、ご了

承願います。 

○議長（溝部幸基） 暫時休憩いたします。 

   ―――――――――――――――― 

    （休憩 午前１０時１６分） 

    （再開 午前１０時１７分） 

   ―――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 ４番成田民夫議員。 

○４番（成田民夫） ただいまの私の発言の中

に、議会を侮辱するというような、今、議長そう

いう休憩中にお話ありましたけれども、そういう

ことで私は申し上げたわけではございませんけれ

ども、もし不適切な発言があったとしたならば、

その部分は削除していただきます。 

○議長（溝部幸基） 私のほうで・・・・・・ 

・・・・という部分は削除をさせていただきます。 

 そのほか、討論ございませんか。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております、議案第６号に

つきましては、原案のとおり可決すべきものとの

予算審査特別委員長の報告であり、委員長報告の

とおり決することに賛成の方は起立を願います。 

        （賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 起立多数であり、議案第

６号は可決いたしました。 

 次に、議案第７号職員の給与に関する条例等の

一部改正についての質疑を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 討論を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております、議案第７号に

つきましては、原案のとおり可決すべきものとの

予算審査特別委員長の報告であり、委員長報告の

とおり決することに賛成の方は起立を願います。 
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        （賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 起立多数であり、議案第

７号は可決いたしました。 

 次に、議案第１１号平成１８年度福島町一般会

計予算の質疑を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 討論を行います。 

 反対討論ございますか。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） なければ、３番滝川明子

議員。 

○３番（滝川明子） 私は、議案第２号に反対

いたしましたので、国民保護協議会委員の費用弁

償予算を除いて、全体として、執行方針にうたっ

ております自立プランとの整合性を図りながら、

「まちづくり元年」と位置付けた予算編成に課題

は残しつつも、５会計とも賛成いたします。 

 特に、議会活動に関する調査特別委員会の調査

結果及び福島町自立プランに基づき予算計上され

ました議員報酬８パーセント削減について。特別

職報酬等審議会から答申を受け、実に民主的な議

論と手続きを経たものですので、賛意をあらため

て示したいと存じます。 

 この減額予算は、１９年改選期の定数を１０名

分の報酬で１２名とすることと結び付いて、熱心

な議論の結果であり、これにより、全道、いや、

全国で驚くべき最低額となりまして、削減率は２

３パーセントとなりますことを、ぜひ、町民の皆

様には正確に知っていただきたいのでございます。

以上です。 

○議長（溝部幸基） そのほか、討論はないで

すね。 

 暫時休憩いたします。 

   ―――――――――――――――― 

    （休憩 午前１０時２２分） 

    （再開 午前１０時２４分） 

   ―――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 反対討論ですね。１１番加藤雅行議員。 

○１１番（加藤雅行） 私は、一般会計予算に

対して反対をした議員でございます。 

 その理由としては、その都度、条例改正の部分、

それから一般会計の部分で反対討論をしたものと、

しなかったものもございます。そういう意味で、

私の意見はもうすでに意見として出されておりま

す。よって、今後、このあとの採決においては、

そのように従うつもりです。 

 ただし、私が疑問に思うのは、私たち議員とし

ては、例えば３番議員の方が今、自分の賛成討論

の意見の中で、自分の反対討論をされた国民保護

条例の、私は、この会の会議の中で、一般会計に

おいて条例改正に伴う予算化がされております。

そういう予算化がされるということは、お金を付

けてそれは条例として可決されたはずなのです。

それを賛成されるということに対しては、私は納

得ができません。 

 ですから、３番議員さんには、一般会計予算に

おいてはぜひとも反対をされることを望みます。

以上でございます。 

○議長（溝部幸基） そのほか、討論ございま

せんか。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております、議案第１１号

につきましては、原案のとおり可決すべきものと

の予算審査特別委員長の報告であり、委員長報告

のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

        （賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 起立多数であり、議案第

１１号は可決いたしました。 

 ―――――――――――――――――――― 

  ◎諮問第１号 人権擁護委員の推薦に 

   ついて 

 ―――――――――――――――――――― 
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○議長（溝部幸基） 日程第３ 諮問第１号人

権擁護委員の推薦についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村田町長。 

○町長（村田駿） 定例会議案の１４１ページ

をお開き願います。 

 諮問第１号人権擁護委員の推薦について。 

 人権擁護委員に次の者を推薦したいので、議会

の同意を求める。平成１８年３月１０日提出。記、

住所、福島町字館崎７９番地の１。氏名、川合正

子。生年月日、昭和２６年２月９日生まれ。 

 川合さんについての、若干補足説明させていた

だきます。 

 人権擁護委員につきましては、現在、議員の皆

さんご承知のとおり、諦玄寺の住職であります大

津良法さん、館古町内会長の吉村次郎さん、そし

て常磐井美穂子さんの３名でございますが、函館

地方法務局より、人口５,０００人から１万人ま

での町の人権擁護委員の定数は４名であり、１名

の増員要請があったところであり、今議会におい

て、人権擁護委員として川合正子さんの推薦につ

いて同意を求めるものでございます。 

 川合正子さんは、昭和４６年３月に藤女子短期

大学保育科を卒業、２年間は八雲町で幼稚園の教

諭をされたあと、現在の北斗市、七重浜保育園で

保育士をされております。昭和４９年の１月、町

内で漁船漁業を営んでおります川合力人さんと結

婚され、現在に至っております。 

 平成１４年７月から、社会福祉法人福島幸愛会

の評議委員として、また、平成１７年９月からは、

福島町ごみ減量化推進委員として、ご協力を願っ

ているところでもございます。一方、平成１３年

からは、ボランティアサークル・チョボラの代表

としてボランティア活動のされているところでも

ございます。 

 性格も温厚・誠実、そして実直であり、人権擁

護委員としてふさわしい方でありますので、同意

についてよろしくお願い申し上げ、提案説明とい

たします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（溝部幸基） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 質疑を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 討論を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 諮問第１号について、推薦された方を適任とす

る意見を答申することに賛成の方は起立を願いま

す。 

        （賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 起立多数であり、諮問第

１号については、推薦された方を適任とする意見

を答申することに決定いたしました。 

 ―――――――――――――――――――― 

  ◎同意第１号 固定資産評価審査委員 

   会委員の選任について 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 日程第４ 同意第１号固

定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村田町長。 

○町長（村田駿） 定例会議案の１４３ページ

をお開き願います。 

 同意第１号固定資産評価審査委員会委員の選任

について。 

 固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任し

たいので、議会の同意を求める。平成１８年３月

１０日提出。記、住所、福島町字福島２５６番地。

氏名、成田寛治。生年月日、昭和１３年４月１０

日。 

 成田寛治氏について、若干補足説明をいたしま

す。 

 成田氏につきましては、すでに皆様もご承知の

ことと存じますが、昭和３２年３月、函館西高等
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学校を卒業され、５年間の修行のあと、家業であ

ります菓子業を手伝い、昭和５５年から父の跡を

継ぎ、成屋菓子舗の事業主として今日に至ってお

ります。また、町の公職におきましては、町表彰

審議会委員、選挙管理委員会委員としても協力を

いただいているところでございます。 

 固定資産評価審査委員会委員としては、昭和６

２年９月からお願いいたしているところであり、

平成１８年４月３０日に任期満了となることから、

このたび、あらためて専任についての提案をする

ものでございます。なにぶんにも同意方、よろし

くお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（溝部幸基） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 質疑を行います。 

 １番杉村志朗議員。 

○１番（杉村志朗） ６２年から今年度の４月

まで任期ということで、この間に不服申し立てが

ありましたら、その件数、教えていただきたいと

思います。なければ、なければで。 

○議長（溝部幸基） 村田町長。 

○町長（村田駿） １５年から私、町長に就任

して、そのあとはございませんけれども、今、税

務課長のほうから確かめましたら、不服は、一度

もそういうことはなかったと。そういうことでご

ざいますので、ご理解ほどお願い申し上げます。 

○議長（溝部幸基） よろしいですか。 

 そのほか、質疑ございませんか。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 討論を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 同意第１号について、原案に同意することに賛

成の方は起立を願います。 

        （賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 起立多数であり、同意第

１号については、原案に同意することに決定いた

しました。 

 ―――――――――――――――――――― 

  ◎意見書案第１号 上限関税断固反対 

   などＷＴＯ農業交渉に関する意見書 

   の提出について 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 日程第５ 意見書案第１

号上限関税断固反対などＷＴＯ農業交渉に関する

意見書の提出についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 １０番佐藤孝男議員。 

○１０番（佐藤孝男） 議員提出議案の２ペー

ジ、お開きください。 

 上限関税断固反対などＷＴＯ農業交渉に関する

意見書。 

 昨年１２月に開催されましたＷＴＯ香港閣僚会

議では、本年１２月の最終合意に向けて、関税削

減率などの要件の入ったモダリティ（約束基準）

を４月末に、これに基づく包括的な譲許表案を７

月末までに提出することなどを盛り込んだ宣言を

採択いたしました。宣言では、日本政府が強く反

対しておりました上限関税の設定は明記されず、

重要品目の位置付けも認められた。特に、米をは

じめ小麦・砂糖・でん粉・雑豆・乳製品などの高

関税品目を抱える本道農業の生死を左右する重要

な課題でもあります。 

 仮に、今後の交渉で大幅な関税引き下げとなれ

ば、第１次産業との結び付きの深い製造業など、

地域経済全体に甚大な打撃を与えること必至であ

ります。 

 このため、ＷＴＯ農業交渉の重大局面を迎える

今日、多様な農業の共存と食糧主権と確立が図ら

れるよう、下段の記に明記しております４つの項

目について、地方自治法第９９条の規定に基づき、

意見書を提出するものであり、内容につきまして

は記載のとおりでございます。 

 また、提出先は、衆議院議長、参議院議長、内

閣総理大臣、外務大臣、経済産業大臣、農林水産
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大臣となっております。 

 なお、本意見書につきましては、要田東議員ほ

か、５名の議員のご賛同をいただいておりますの

で、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（溝部幸基） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 質疑を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 討論を行います。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 意見書案第１号を決することに賛成の方は起立

を願います。 

        （賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 起立多数であり、意見書

案第１号は可決いたしました。 

 ―――――――――――――――――――― 

  ◎閉会中の所管事務調査等の申し出に 

   ついて 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 日程第６ 閉会中の所管

事務調査等の申し出についてを議題といたします。 

 諸報告第１号に記載のとおり、各常任委員会及

び議会運営委員会から、閉会中の所管事務調査等

の申し出がありましたので、申し出のとおり承認

いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） ご異議なしと認め、閉会

中の所管事務調査等の申し出については、各委員

会の申し出のとおり承認することに決定いたしま

した。 

 ―――――――――――――――――――― 

  ◎閉会中の正・副議長、議員の出張承 

   認について 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 日程第７ 閉会中の正・

副議長、議員の出張承認についてを議題といたし

ます。 

 閉会中、議会において、出席または派遣を要す

る諸行事、慶弔、会議、研修、陳情等について、

正・副議長、議員を出張させたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） ご異議なしと認め、ただ

いまお諮りしたとおり承認することに決定いたし

ました。 

 なお、出席または派遣する議員については、そ

の都度、議長において指名することにいたしたい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

     （「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） ご異議なしと認め、その

都度、議長において指名することに決定いたしま

した。 

 ―――――――――――――――――――― 

    ◎閉 会 の 議 決 ・ 閉 会 宣 告 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 以上で、本議会に付議さ

れた案件の審議を、すべて終了いたしましたので、

平成１８年第１回福島町議会定例会を閉会いたし

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 

    （「異議なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） ご異議なしと認め、平成

１８年第１回福島町議会定例会を閉会いたします。 

 長期間にわたりご審議をいただき、どうもご苦

労さまでした。 

 ―――――――――――――――――――― 

         （閉会 午前１０時３９分） 
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